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漁港区域清掃事業における清掃作業



単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１
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進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　大阪湾沿岸の23府県市町で構成する「大阪湾環境保全協議会」を通じた「大阪湾クリーン作戦」への参画、「瀬戸内海環境保全知事・市長
会議」（瀬戸内海沿岸域32府県市で構成）の主催する「３０００万人瀬戸内海クリーン大作戦」への参画により、河川、海岸、海域へのごみ投
棄の防止をPRするとともに、大阪湾内のごみの回収や海浜清掃を行い、大阪湾の環境保全に努めている。

該当箇所本文
　海面、海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止するため、啓発活動の充実、強化とともに、国、府、関係市町村及
び民間団体が連携して実施している「大阪湾クリーン作戦」等の海面、海浜及び瀬戸内海に流入する河川流域にお
ける清掃事業を住民や民間団体と連携して推進を図る。

施策名 大阪湾クリーン作戦等への参画

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（４）散乱ごみ、油等の除去
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 2　自然景観の保全　(4)散乱ごみ、油等の除去

該当箇所本文

　河川、海岸愛護県民運動等の民間清掃活動を含めて、河川及び海岸の清掃事業の促進に努めるものとする。
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施策名 ひょうごアドプト

担当部局 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課

施
策
の
概
要

【目　的】
　　兵庫県が管理する道路・河川・海岸などの公共物において、地域住民がボランティアで清掃美化活動を行い、快適な生活環境の創出に
取り組むことにより、地域への愛着心を深めるとともに、新たなコミュニティの形成を促進し、いきいきとした地域づくりを目指す。
 
【概　要】
①県が管理する公共物において、一定区間毎に、清掃美化活動などを行う参加団体(住民や企業など)を募集。
②管理者と参加団体が、合意書を締結（「養子縁組(ｱﾄﾞﾌﾟﾄ)」）。
③参加団体は担当地区の清掃美化、草刈り、植栽などを行い、県は活動団体などを表示する看板の設置や、地域の状況に応じて、ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ保険への加入、軍手･ｺﾞﾐ袋の支給等の支援。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①芦屋港（芦屋沖地区）
　　活動場所：緑地、ビーチ
　　活動内容：清掃、美化
　　活動回数：３回／年
　　参加団体：企業
　　参加人数：６０人

②坂越港
　　活動場所：海岸保全施設敷、緑地敷
　　活動内容：清掃、美化、除草、草刈、灌水
　　活動回数：５回／年
　　参加団体：自治会
　　参加人数：５００人

③明石港（西外港）
　　活動場所：護岸施設周辺
　　活動内容：清掃、美化、除草、草刈
　　活動回数：５回／年
　　参加団体：NPO法人
　　参加人数：８２人

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所
２　　自然景観の保全　（４）散乱ごみ、油等の除去
３　　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等
１４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

２（４）
　河川、海岸愛護県民運動等の民間清掃活動を含めて、河川及び海岸の清掃事業の促進に努めるものとする。
３（２）
　また、現在、海岸管理者と地元市町による海岸清掃事業を実施しており、今後とも、民間清掃活動を含めて海浜
部の漂着ゴミ等を対象とした清掃事業を鋭意実施する。
１４
　このため、県民に対して、各種の広報手段を通じ、あるいは、環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事業等におい
て、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を高めるよう啓発活動の実施に努めるとともに、河川、海岸等への
ごみの不法投棄の防止、台所から下水への生ゴミ流出の防止、浄化槽の維持管理の適正化を図るなど瀬戸内海
の環境保全のための県民運動の推進に努めるものとする。
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施策名 クリーンアップひょうごキャンペーンの実施

担当部局 兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課

施
策
の
概
要

　県民・事業者・行政が連携・協力して美しい地域景観の創出、魅力あふれる地域づくりを行うことにより、ひょうごのイメージアップ等を図る
ため、環境美化キャンペーン事業（クリーンアップひょうごキャンペーン）を実施している。
　平成21年度は、環境省が提唱する「ごみ・減量リサイクル推進週間」［5月30日（ごみゼロの日）から6月5日まで］を皮切りに、環境月間（6
月）及び海、山開きシーズン（7月）中をキャンペーン期間とし、県内各地で環境美化統一キャンペーンを展開した。

１  期間　　平成21年5月30日（土）～７月31日（金）

２  事業内容
  　県内の各種団体に広く協力を呼びかけ、県内各地で団体、地域住民、行政（県・市町）等が連携して、清掃等環境美化活動やキャンペー
ンを展開した。

３  実施団体
　　兵庫県、市町、（財）ひょうご環境創造協会、（財）兵庫県環境クリエイトセンター、（社）兵庫県水質保全センター、（社）兵庫県産業廃棄物
協会、（社）瀬戸内海環境保全協会、兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会、（財）兵庫県園芸・公園協会、（社）兵庫県自然保護協会、（社）兵庫
ビルメンテナンス協会、（社）食品容器環境美化協会　等

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

※　別添報告書のとおり

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



実施内容
（事業名称）

実施日 実施主体 実施場所 参加団体
参加人数
（人）

ごみ回収量
（トン）

休暇村　南淡路
地域清掃活動

5月20日
南あわじ市
観光協会

なないろ館周
辺

観光協会役員 15 0.1

休暇村　南淡路
地域清掃活動

6月17日
南あわじ市
観光協会

丸山海水浴場 観光協会役員 19 0.4

休暇村　南淡路
地域清掃活動

5月20日
南あわじ市
観光協会

阿万海岸 観光協会役員 21 0.3

休暇村　南淡路
地域清掃活動

5月20日
南あわじ市
観光協会

慶野松原
海水浴場

観光協会役員 18 0.4

休暇村　南淡路
地域清掃活動

5月20日
南あわじ市
観光協会

南あわじ市
海釣り公園

観光協会役員 15 0.2

海岸漂着ごみク
リーンアップ

7月14日

淡路県民局、洲
本市、洲本市老
人大学おのころ

学園

大浜公園（洲
本市）

淡路県民局、洲本
市、洲本市老人大
学おのころ学園、
淡路島里海保全隊

約60 1

合計 148 2.4

平成21年度クリーンアップひょうごキャンペーン事業実施結果
（瀬戸内海関係地域での実施）

（注）ごみの回収量について、トン数が不明の場合は、ごみ袋大＝0.045トン、中＝0.030トン、小＝0.015トンで換算していま
す。



単位 隻
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

81 34 50 52

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２  自然景観の保全（４）散乱ごみ，油等の除去

該当箇所本文

   海上に浮遊するごみ，油等を回収するため，広島港等に配備されている清掃船及び油回収作業船を積極的に活
用するとともに，今後もその整備を図るものとする。
　 また，海域環境保全のため，沈廃船の処理を広島港等において実施するとともに，漁場環境保全創造事業（堆
積物除去）を推進するものとする。
 　一方，海面，海浜等におけるごみ，油等の投棄を防止するため，海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律，
港則法，河川法，廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく規制の徹底と監視，指導の強化を図るとともに，海
浜等を清浄に保つため，「リフレッシュ瀬戸内」運動や「クリーン太田川」など住民等の参加による地域環境保全活
動を含めた河川，海岸等の清掃事業の促進に努めるものとする。

122【終了】

施策名 沈廃船処理及び清港活動について

担当部局 広島県空港港湾部　　　　　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

【沈廃船の処理】
  港湾法第３４条で準用する港湾法第１２条第１項第２号に基づき，港湾管理上支障となる所有者不明の沈廃船の処理を行っている。

【清港活動について】
　一方，海面，海浜等におけるごみ，油等の投棄を防止するため，海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律，港則法，河川法，廃棄物
の処理及び清掃に関する法律に基づく規制の徹底と監視，指導の強化を図るとともに，海浜等を清浄に保つため，「リフレッシュ瀬戸内」運
動や「クリーン太田川」など住民等の参加による地域環境保全活動を含めた河川，海岸等の清掃事業の促進に努めるものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【廃船の処理】
上記に基づき，次のとおり廃船処理を行っている。

◇直近３か年の廃船処理状況
   平成１６年　３４隻
   平成１７年  ５０隻
   平成１８年  ５２隻

【清港活動について】
　年間　211日稼動
  広島港及びその周辺海域において清港活動を実施し，次のとおり浮遊ごみを回収している。
　平成１８年度実績
　　・一般ごみ　　　　　　138立法メートル
　　・流木　　　　　　　　　306本
　　・流竹　　　　　　　　　354本
　　・発泡スチロール  　949個
　　・古タイヤ　　　　　　　 32個
　　・古牡蠣筏　　　　　　　 1台
　　・木株　　　　　　　　　79個　　など

進捗状況を示すデータ
項目１ 直近３か年の廃船処理状況（県実施分）

項目３

年度

項目２



単位 人
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
20,097 20,676 21,730 20,783 21,255 21,601 23100 22840

単位 団体
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

151 172 181 172 180 184 188 207

単位 m
3

H18 H19 H20 H21
138 638 148 245

年度

年度

項目２ 参加団体数

項目３ 一般ごみ回収

施
策
の
概
要

【河岸清掃】
　平成５年度から国、県、関係９市町及び関係団体の主催により、太田川水系の上流から河口に至るまでの沿川の市町や地域住民の協力
による河岸の一斉清掃。

【清港活動】
　一方、海面、海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止するため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、港則法、河川法、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律に基づく規制の徹底と監視、指導の強化を図るとともに、海浜等を清浄に保つため、「リフレッシュ瀬戸内」運
動や「クリーン太田川」など住民等の参加による地域環境保全活動を含めた河川、海岸等の清掃事業の促進に努めるものとする。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○クリーン太田川
太田川水系３６河川で、２０７団体、２２,０００人を越える住民の参加により、河岸に放置されているゴミ清掃等の河川美化活動を実施。

○広島港及び周辺海域における清港活動
　平成21年度実績
　　・一般ごみ　　　245立法メートル

　平成20年度実績

　　・一般ごみ       148立法メートル

進捗状況を示すデータ
項目１ 参加人数

施策名 クリーン太田川

担当部局 広島県土木局土木整備部

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（４）　海ごみ等の除去　　　　１６　広域的な連携の強化等

該当箇所本文

２（４）　海ごみ（漂流ごみ、漂着ごみなど）は、周囲の景観に影響を及ぼし、生態系への影響が懸念されることから、
その除去対策を積極的に推進するとともに、平成18年3月に設置された「瀬戸内海海ごみ対策検討会」と連携し、海
ごみの実態把握、回収体制の確立に努める。
　漂流ごみについては、広島港等に配備されている清掃船を積極的に活用して回収するとともに、漂着ごみについ
ては、「リフレッシュ瀬戸内」運動や「クリーン太田川」等、住民等の参加による地域環境保全活動を含めた河川、海
岸等の清掃事業を促進しその回収に努める。

１６　健全な水循環機能の維持・回復等のため、流域の関係者が一体となった森林整備等を行う流域管理システム
や、太田川流域振興協議会による環境保全及び普及啓発等の活動、芦田川における水質改善のための取組み、
広島湾再生推進会議による広島湾再生の取り組み等、河川流域や湾を単位とした環境保全施策を推進する。
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単位 人
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

240 168 135 320 363 402 休止 78 388

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　(4)散乱ごみ、油等の除去

該当箇所本文

  海上に浮遊し、あるいは海浜に漂着するごみ、油等については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律、港則法、河川法（昭和３９年法律第１６７号）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく規制の
徹底と監視及び取締りの強化を図るとともに、河川、海岸愛護活動等の民間清掃活動を含め河川及び海岸の清掃
事業の促進に努めるものとする。
　さらに、平成１８年度に設置された「瀬戸内海海ごみ対策検討会」等により、漂流ごみ、漂着ごみ及び海底ごみの
実態把握、回収処理体制の確立及び発生抑制対策の実施に努めるものとする。
　また、沿岸漁場における海底堆積物の除去等のため、漁場環境保全創造事業を推進するとともに、清掃船により
海面におけるごみ等の回収を行う海洋環境整備事業を実施するものとする。
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施策名 NPOと協働で実施している瀬戸内海の環境保全のための事業

担当部局 徳島県農林水産部ブランド戦略総局水産課

施
策
の
概
要

県民との協働による美しい海岸づくりを通じて、それを誇りに思う郷土愛や海岸への愛着心を醸成することを目的に、以下の事業を実施。

「蒲生田岬クリーンアップ作戦」
徳島県阿南市椿町の蒲生田岬周辺海岸において、県や漁業関係者、NPO法人会員等との協働により、漂着ごみの回収等を行う。

「海をキレイに支隊応援事業」
徳島県漁港漁場協会および全日本漁港建設協会徳島県支部が経費等を負担し、県はホームページによる参加者募集や実績の紹介、地元
調整のための協議、実施団体名入りのサインボードの設置等を執行することにより、海岸清掃活動を行うNPO等ボランティア団体への支援
を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

「蒲生田岬クリーンアップ作戦」
平成１３～１８年度は、青壮年漁業者活動等促進事業の一部を活用し、ごみ袋等、ごみ回収に必要な資材の購入に対する支援を実施。
平成１９～２０年度は、清掃対象となる海岸が工事中のため一時活動を休止していたが、工事の完了に伴い、Ｈ２１年度は、「海をキレイに
支隊応援事業」等により実施。

「海をキレイに支隊応援事業」
平成２０年度は、鳴門市瀬戸町大島田地区ほか１箇所で実施し、合計参加者数は約８０人。
平成２１年度は、１２月末現在、鳴門市鳴門町土佐泊地区ほか４箇所で実施し、合計参加者数は約３９０人。

進捗状況を示すデータ
項目１ 参加者数

項目３

年度

項目２



単位 人
H19 H20

10,334 8,538

単位 人（団体）

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 Ｈ２１
6,444 （66） 6,936 (83) 7,656 (80) 6,659 (79) 6,491 (81) 6,978 (89) 7,056 (86) 6426 (75)

単位

年度

項目２ さぬき瀬戸クリーンリレー参加者数

項目３

施
策
の
概
要

・美しくいきいきした海岸づくり事業（海岸愛護事業）
　海岸美化活動を行う団体等に対して、その活動を支援するため、清掃道具を提供することにより、海岸愛護意識の普及・高揚を図る。

・さぬき瀬戸クリーンリレー
　香川県・香川県海上散乱ごみ処理対策等推進会議・エコライフかがわ推進会議主催により、毎年９月～１０月にかけて、県内沿岸各地でボ
ランティア団体等によるクリーン活動を展開する。また、活動団体はたすきを着用し、クリーンリレーへの参加をアピールする。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・美しくいきいきした海岸づくり事業（海岸愛護事業）
　平成２１年度実績　…　１２市町・延べ８，９００人参加

・さぬき瀬戸クリーンリレー２００９（平成２１年度）
　参加団体　75団体
　参加人数　延べ6,426人
　ごみ回収量　298.71トン

進捗状況を示すデータ
項目１ 美しくいきいきした海岸づくり事業（海岸愛護事業）　参加者数

施策名 海岸清掃の取組み

担当部局 香川県　土木部　河川砂防課　、　環境森林部　環境管理課

Ｎｏ

該当箇所 ２ 自然景観の保全　（４）散乱ごみ、油等の除去

該当箇所本文
　一方、海面及び海浜等におけるごみ、油等の投棄を防止するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
律、港則法、河川法、海岸法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定に基づく規制の徹底と監視、取締りの
強化を図るとともに、住民や漁業関係団体等の協力を得て海岸、河川の清掃事業の推進に努めるものとする。
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・美しくいきいきした海岸づくり事業（海岸愛護事業）
　昨年度の様子

・さぬき瀬戸クリーンリレー２００８　活動風景



大分県及び６市１町並びに企業・団体 １５７者（平成２１年４月末現在）

５名

17 トン
速力

27

単位 ㎥
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

2,271 821 1,887 979 461 907 1,099 354

単位 人
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

333 345 403 155 111 62 69 173

単位

年度

進捗状況を示すデータ
項目１ 浮遊ごみ等収集量

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

(1)浮遊ごみの回収

(2)体験乗船の実施
別府湾をきれいにするという啓発活動の一環として、小中学生や環境保全団体を対象に体験乗船を実施

職員数

総トン数
最大9ノット

(3)浮遊ごみ回収区域

(2)清掃船「清海」

集塵容器 ㎥

国東市来浦川河口と北緯33度40分、東経131度50分の地点を結び、同地点から津久見市沖無垢島東端を経て、同
市保戸島を結んだ線の内側で陸岸により囲まれた水域

大分港（住吉港）を母港とし、別府湾を中心とする水域の浮遊ごみ、タイヤ等を回収。稼働日数は年間２２０日程度

担当部局 大分県生活環境部廃棄物対策課

設立年月日 昭和46年9月3日

施
策
の
概
要

　大分県は社団法人別府湾をきれいにする会に対して清掃船を貸し付け、同会は会員からの負担金や会費等を活動費として、別府
湾を中心とする海域の浮遊ごみ等の回収のほか啓発活動として体験乗船等を実施している。

（１）別府湾をきれいにする会の概要

役　員 理事長：大分県知事、副理事長：大分市長、大分県港運協会会長、大分県生活環境部長
会　員

項目２ 体験乗船参加人数

項目３

年度

清掃船を活用した浮遊ごみの回収

該当箇所本文

施策名

126Ｎｏ

該当箇所 2自然景観の保全　(4)散乱ごみ、油等の除去

海上に浮遊するごみ等を回収するため、現在、(社)別府湾をきれいにする会に貸し付けている清掃船を積極的に活
用していくものとする。



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然環境の保全　（５）その他の措置

該当箇所本文

　自然景観の保全のため上記の施策を推進するほか、開発等の実施に当たっては、海岸の景観の保全について
十分配慮し、また、海面及び沿岸部等において施設を設置する場合においても、景観の保全について十分配慮す
るとともに、これまで失われた自然海岸の回復についても配慮するものとする。
　さらに景観の形成等に関する条例による景観形成地区等の指定により自然景観と調和した良好な景観形成に努
めるとともに、プレジャーボートの放置についても、適正な管理の促進に努めるものとする。

127【終了】

景観資源発掘調査の実施

担当部局 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

施
策
の
概
要

１）景観の形成等に関する条例において、歴史的まち並み、住宅街など優れた景観が残る地区を保全することを主眼に景観形成地区に指
定し、優れた景観の創造又は保全を図ってきた。

２）さらに、現在景観が乱れているまちなかなどにも指定を行い、その景観が、地域住民の協力を得ながら改善できるよう、平成16年度に条
例改正を行い、新たに歴史的景観、住宅街等景観、まちなか景観及び沿道景観の区分を設定したところである。

３）しかし、保全・創造すべき景観を全県的に把握していないこと、指定に向けての住民合意形成に時間を要するといった問題がある。

４）このため、地域に残る景観上優れた地区や建造物について把握し、県全体で均衡のとれた優れた景観の保全・創造を推進するため、全
県的な景観資源の発掘を行った。

施策名

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然環境の保全　（５）その他の措置

該当箇所本文

　自然景観の保全のため上記の施策を推進するほか、開発等の実施に当たっては、海岸の景観の保全について
十分配慮し、また、海面及び沿岸部等において施設を設置する場合においても、景観の保全について十分配慮す
るとともに、これまで失われた自然海岸の回復についても配慮するものとする。
　さらに景観の形成等に関する条例による景観形成地区等の指定により自然景観と調和した良好な景観形成に努
めるとともに、プレジャーボートの放置についても、適正な管理の促進に努めるものとする。

128

施策名 景観形成地区等指定調査の実施

担当部局 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

施
策
の
概
要

１）「美しい兵庫」の実現を目指し、景観の形成等に関する条例に基づく景観形成地区や風景形成地域について、歴史的なまちなみ、まちな
かや主要幹線沿道などの地区の特性に対応した地区指定を行い、建築物等が地域の景観特性に見合ったものとなるよう、事業者に対して
指導・助言を行う。

２）また、地域の景観形成に重要な役割を果たしている建造物又は樹木を景観形成重要建造物又は樹木（以下「景観形成重要建造物等」と
いう）に指定し、当該物件を核として、優れた景観の創造又は保全を図るとともに、地域住民への景観への意識の高揚や景観形成への取組
の促進を図る。

３）このため、景観形成地区、風景形成地域の指定に向け、事前に景観現況調査、現況調査分析、景観形成計画について調査を実施する
とともに、景観形成重要建造物等の指定に向けた現況調査、保存計画の策定に係る調査を実施する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）景観形成地区の指定
　　　優れた景観の創造又は保全を図る必要がある区域を景観形成地区に指定し、地区の目指すべき景観に応じた景観形成基準を定めま
す。
　　　地区内では、建築物等の新築・増改築、広告物等の表示、屋外自動販売機の設置などの行為について必要な指導、助言を行ってい
る。
　　　（指定地区名）　　　　　　　　　　（景観形成の基本方針）
　洲本市古茂江海岸地区　　　　海岸リゾート地らしい景観形成
　たつの市室津地区　　　　　　　伝統的な港の町家の景観形成

（２）風景形成地域の指定
　　　良好な自然の風景を有するなど、広がりのある優れた景観を創造又は保全する必要がある地域を指定し、地域の目指すべき風景に応
じた風景形成基準を定めます。
　　　地域内では、大規模建築物等の新築・増改築などの行為について必要な指導、助言を行っている。
　　　（指定地域名）　　　　　　　　　　（景観形成の基本方針）
　西播磨海岸地域　　　　　　　　　美しい沈降型自然海岸と点在する島々を意識した風景形成

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然環境の保全　（５）その他の措置

該当箇所本文

　自然景観の保全のため上記の施策を推進するほか、開発等の実施に当たっては、海岸の景観の保全について
十分配慮し、また、海面及び沿岸部等において施設を設置する場合においても、景観の保全について十分配慮す
るとともに、これまで失われた自然海岸の回復についても配慮するものとする。
　さらに景観の形成等に関する条例による景観形成地区等の指定により自然景観と調和した良好な景観形成に努
めるとともに、プレジャーボートの放置についても、適正な管理の促進に努めるものとする。

129

施策名 景観の形成等に関する条例の施行（景観影響評価制度）

担当部局 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

施
策
の
概
要

１）制度の趣旨
　・景観の形成等に関する条例（以下「景観条例」という。）の規定に基づき、景観形成地区内における建築物等に係る新築等の行為につい
て届出の義務を課し、景観形成基準等に基づいて当該行為を行う者に対する指導、助言等を行うことにより、景観の形成を図ってきた。
　・しかしながら、その規模や用途から景観の形成等を大きく阻害する建築物等をめぐり、当該建築物等の周辺住民との係争を生じる等の
問題が生じていることから、このような建築物等の新築等の行為については、あらかじめ調査、予測又は評価を実施させるとともに、その結
果を踏まえ、知事との協議、周辺住民への説明を求める景観影響評価制度を創設した。
　・平成２０年１２月に条例を改正し、条例に特定建築物等景観基準を位置づけて景観上守るべき基準を明確化するとともに、手続の強化及
び充実を行い、より良好な景観の誘導を図っている。

２）対象行為
・建築物等の新築、改築、増築又は移転
・建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え
・建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

３）対象建築物等（特定建築物等）
・ホテル・旅館等（延べ面積500㎡以上又は10室以上）
・ぱちんこ店（延べ面積200㎡以上又はぱちんこ台等が100台以上）
　（上記については風営法施行条例第２条に定める第４種地域以外の区域）
・発電用風力設備（高さ31ｍ超）
・観覧車（高さ31ｍ超）

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（平成18年９月23日施行、平成21年４月１日改正施行）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２ 　自然景観の保全    （5） 　その他の措置      ア 　総合的な景観形成の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の景観の保全を図るため、ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に基づく地域指定及び届出
指導等により、自然と調和のとれた適正な開発が行われるようにするとともに、平成16年に制定された景観法に基
づく景観計画を策定して、地域の特色ある景観行政を推進できるよう努める。
　公共事業の実施に当たっては、生態系等への影響を考慮するとともに、自然を身近に感じられる多工法を採用す
るなどして、周囲の自然景観との調和に配慮する。
　また、自然景観と一体をなす町並み等の文化的な景観については、伝統的建造物群保存地区の指定等により保
全を図る。
　このほか、瀬戸内海環境保全知事・市長会議で採択された「瀬戸内海景観宣言」により、国や関係府県市の相互
協力の下に、それぞれの地域の特性や個性を考慮しつつ、瀬戸内海のまとまりのある内海景観を保全・創造してい
くものとする。

130

施策名 総合的な景観形成の推進

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　

施
策
の
概
要

（１）ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例に基づく総合的な景観形成の推進
具体的には、
・自然公園法等に基づく指定地域
・広島県を代表する景勝地
・地域を代表する歴史的建造物等のランドマークのある地域
について、「景観指定地域」及び「大規模行為届出対象地域」を定め、届出指導等により展望地からの眺望、行為地の選定等に特に配慮を
求めている。
　中でも「景観指定地域」については、周囲の景観との調和等に最大限の配慮を求めている。
「景観指定地域」における瀬戸内海関連地域としては、「宮島・大野景観指定地域」・「安芸灘架橋景観指定地域」・「西瀬戸自動車道景観指
定地域」を定めている。
　
　公共事業の実施に当たっては、「広島県公共事業等景観形成指針」において、法面・擁壁・護岸・防護策・舗装・駐車場・標識・照明施設・
緑の保全と緑化等の指針を定めている。特に港湾・漁港、海岸の整備等においては、瀬戸内海の良好な景観に配慮して進めるため、整備
の考え方・設計等の配慮事項について示し、事業に反映するよう要請している。

（２）景観法に基づく景観行政団体への移行
　瀬戸内海の自然景観等、地域の自然的・社会的特性を活用した独自の景観計画を策定することにより、地域に密着したきめ細やかな景
観施策の実現を図るため、市町の景観行政団体への移行を促進する。
　【景観行政団体】　平成21年12月末現在　6団体
　【景観計画策定中】　　　　　　平成21年12月末現在 2団体

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



（H22年1月現在）

年度

単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　環境影響評価法及び広島県環境影響評価に関する条例に基づき，大規模開発事業に対して，環境影響評価を実施し，対象事業に係る
環境の保全について適正な配慮の確保に努めている。
　また，公有水面の埋立てを実施する場合、県の港湾部局に公有水面埋立申請書が提出され、港湾部局から環境部局に環境影響につい
て審査の依頼がある。
　公有水面埋立申請書に添付される「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」について、適切な環境影響評価が実施されているか、環
境保全措置が実施されているかの観点から審査し、指導する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

福山市

施策名 環境影響評価制度の実効性の確保

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 ２（5）その他の措置　イ　関係法令等に基づく環境影響評価等の適正な実施

該当箇所本文

　開発等により自然海岸等の自然景観が損なわれる場合もあることから、事業の実施に際しては、本県の「開発事
業に関する技術的指導基準」の適切な運用及び関係法令等に基づく環境影響評価等の適正な実施を確保するとと
もに、早期段階での環境配慮を推進する。
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環境影響評価法及び広島県環境影響評価に関する条例に基づく手続き（瀬戸内海関係）

手続き段階

方法書H20

事業種

し尿処理施設の設置

し尿処理施設の設置

根拠法令

県条例

県条例

地域

三原市

港湾部局に申請があった公有水面埋立について、環境影響の観点から審査・指導した。
【審査・指導回数】
　平成14年度　７件
　平成15年度　19件
　平成16年度　14件
　平成17年度　13件
　平成18年度　11件
　平成19年度　15件
　平成20年度　13件
　平成21年度　７件（H22年1月現在）

県条例

アセス法，電気事業法

方法書

方法書

準備書し尿処理施設の設置

火力発電所の設置 大崎上島町

福山市

H21



単位 隻
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H１９ Ｈ２０

81 34 50 52 16 24

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

【水域の適正利用について】
○  港湾区域内においては、港湾法に基づく占用許可制度、その他一般海域については、「広島の海の管理に関する条例」に基づく占用許
可制度を設け、海域の適正利用を担保している。

【放置艇対策について】
○  放置集積が高い地域から、順次「係留・保管計画」を策定し、段階的に係留・保管施設を整備している。

○  上記施設整備の進捗に合わせて、港湾法（以下「法」という。）又は「広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」（以下
「条例」という。）に基づき、重点放置等禁止区域を設定し、放置艇の取締を強化し、問題の解消を図る。

○　平成１９年１０月１日には、広島市中区吉島地区において、ＰＦＩ手法を用いた「ボートパーク広島（第１期５１６隻収容）」を供用開始すると
同時に、広島湾地域において、法等により放置等禁止区域等を指定拡大し、放置艇の撤去指導を行っている。

【廃船のリサイクルについて】
○  平成１７年度に、（社）日本舟艇工業会が構築した「ＦＲＰ船リサイクルシステム」を利用した廃船処理を行うとともに、中国運輸局を中心
とし県、市及び関係団体から成る廃船処理協議会を設け、同システムの広報活動等の支援を行っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【水域の適正利用について】
○  港湾区域内においては、法に基づく占用許可制度、その他一般海域については、条例に基づく占用許可制度を設け、海域の適正利用
を担保している。

【放置艇対策について】
○  係留・保管計画の策定
     平成１０年３月    「広島港地域プレジャーボート係留・保管モデル計画」
     平成１８年３月    「福山港地域プレジャーボート係留保管計画」

○  公的係留施設の整備状況
    ・   広   島   港   ６施設２，３９３隻収容可能
    ・   尾道糸崎港   １施設５１隻収容可能
    ・   須   波   港   １施設４８隻収容可能

○  重点放置等禁止区域等の指定
　　・  法に基づく指定　　　　　　　　　　五日市海老山地区等２２箇所
　　・　条例に基づく指定　　　　　　　 　廿日市貯木場地区等　８箇所
　　・　河川法に基づく指定　　　　　　　太田川放水路等　　　１１箇所
　　・　漁港漁場整備法に基づく指定　五日市漁港地区等　　 ４箇所

【廃船のリサイクルについて】
○  県関係建設事務所等及び沿岸部の市町に対しＰＲパンフレット等配布
 

進捗状況を示すデータ
項目１ 廃船処理状況（県実施分）

施策名 水域の適正利用・放置艇対策・廃船リサイクルの推進

担当部局 広島県土木局空港港湾部　　　　　　　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 ２ 自然景観の保全  （５）その他の措置  ウ海域等の適正利用の推進

該当箇所本文

   港湾法及び「広島の海の管理に関する条例」に基づき、海域の適正な利用等に努める。
　 海域や河川における放置艇については、漁港漁場整備法、河川法、港湾法及び「広島県プレジャーボートの係
留保管の適正化に関する条例」に基づき、広島湾における放置艇等の禁止区域を拡大するとともに、係留保管場
所の整備や沈廃船の適正処理を推進する。とりわけ、高強度で処理が困難なうえ、処理費用が高いため不法投棄
が社会問題化しているFRP廃船については、「FRP船リサイクルシステム」等を活用し、効率的な撤去・処理を推進
する。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２自然景観の保全　（５）その他の措置　ウ海域等の適正利用の推進

該当箇所本文

　海域や河川における放置艇については、漁港漁場整備法、河川法、港湾法及び広島県プレジャーボートの係留
保管の適正化に関する条例に基づき、広島湾における放置艇等の禁止区域を拡大するとともに、係留保管場所の
整備や沈廃船の適正処理を推進する。とりわけ、高強度で処理が困難なうえ、処理費用が高いため不法投棄が社
会問題化しているFRP廃船については、「FRP船リサイクルシステム」等を活用し、効率的な撤去・処理を推進する。
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施策名 河川における放置艇対策事業

担当部局 広島県土木局

施
策
の
概
要

　放置艇対策は、近年全国的に大きな社会問題となっており、河川法においても平成９年６月に一部改正され、放置艇の監督処分及び処分
等の取扱いについて整理がなされた。当県においては、平成１０年１０月に施行された「広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関
する条例」に基づき、港湾・漁港区域内に重点撤去禁止区域を、河川区域内に重点的撤去区域を指定して、不法係留艇に対する指導、撤
去を実施する。
　また、平成１９年１０月にポートパーク広島が開業したことに伴い、重点的撤去区域を京橋川・猿猴川の全区間にまで拡大したことから、今
後は、他の水域管理者と連携しながら、行政代執行の実施を視野に入れた厳正かつ計画的な対策を講じる。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成１０年１０月に第１次（京橋川の上流端～栄橋）、平成１３年１月に第２次（猿猴川の栄橋～大正橋）、平成１７年８月に第３次（猿猴川の
大正橋～仁保橋）の重点的撤去区域を指定し、放置艇対策を計画的かつ段階的に実施。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位
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施策名 自然景観の保全

担当部局 福岡県　環境部　自然環境課　自然公園係

Ｎｏ

該当箇所 ２　自然景観の保全　（５）その他の措置

該当箇所本文

自然景観の保全のため、上記の施策のほか、開発等により自然海岸が減少し海岸の景観が損なわ
れる場合もあることにかんがみ、これらの実施に当たっては景観の保全について十分配慮し、また海
面及び沿岸部において施設を設置する場合においても、景観の保全について十分配慮するととも
に、これまで失われた自然海岸については、必要に応じ、その回復のための措置を講ずるよう努め
るものとする。
また、平成８年12月17日の第26回瀬戸内海環境保全知事・市長会議で採択された『瀬戸内海景観
宣言』により、国や関係府県市の相互協力のもと、それぞれの地域の特性や個性を考慮しつつ、瀬
戸内海のまとまりのある内海景観を保全・創造していくものとする。

施
策
の
概
要

１．瀬戸内海関係地域には、歴史的名跡が存在し、開発行為などによる自然景観の破壊のおそれがある場合
は、事業者に見直しを指導することとしている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１．瀬戸内海関係地域にある沓尾海岸における道路計画に際し、当該海岸は、1200年続く英彦山神社の御潮井
採りがなされるなど歴史的にも重要な場所であるため、道路計画の見直しを指導し、見直しがなされ、景観の保
全がなされることとなった。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位 件
H19 H20 H21

1 1 0

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 3 浅海域の保全等　(1) 藻場及び干潟等の保全等
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該当箇所本文
　現存している藻場及び干潟等について保全する。さらに、現在堺泉北港堺２区地先等において人工干潟整備を進
めているが、積極的に藻場及び干潟等の創造に努め、浄化機能の高い沿岸域を拡大するよう努めるものとする。

施策名 環境・生態系保全活動支援調査・実証事業

担当部局 大阪府水産課

施
策
の
概
要

【概要】
　　阪南２区人工干潟において、水産庁の委託を受け、漁業者がNPOや地域住民と連携して、藻場・干潟等の環境生態系を保全する活動を
実施していくのに必要な活動体制や内容、経費等を検証する。

●実施体制
　　漁業関係者、学識経験者、NPO及び関係行政機関等で構成する「阪南２区造成干潟保全活動推進協議会」を設置し、活動を推進。

●活動内容
　　・アサリ等生物の生息状況のモニタリング
　　・逆さ保全竹（竹を活用した漁礁）の設置実験
　　・アマモの移植
　　・地域住民の意識啓発

●事業費
　　　19年度実績　2,167千円
　　　20年度実績　2,181千円
　　　21年度予算　　　　0千円

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 実施箇所数

年度

項目２

年度

年度

項目３



漁業者によるアサリ生息状況調査 ボランティアダイバーによる生物調査状況

逆さ保全竹の設置状況

アマモ苗の移植状況（苗は小学生が育成）

保全活動の実施状況



単位

単位

単位

項目２

項目３

項目１

魚介類の産卵・生育の場となっている藻場及び魚介類、鳥類等の生態系を維持するうえで重要な役割を果たすとさ
れている干潟は、近年各種の開発に伴い次第に減少する傾向にある。
そこで、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づき、山口県漁業調整規則（昭和42年規則第11号）により保
護水面に指定されている小柱島地先海域ほか３箇所の海域及び瀬戸内海漁業取締規則（昭和26年農林省令第62
号）に基づき藻場等ひき網漁業禁止区域に指定されている山口湾ほか４箇所の海域においては、法令に基づく規
制措置の適切な運用を図る。

施
策
の
概
要

○藻場・干潟保全活動支援事業
　水産資源の保護・培養、水質浄化等の機能を有する藻場・干潟の維持、回復を図るため漁業者が主体となり地域住民と協働して行う保全
活動を支援する。
○水産資源保護法第15条（保護水面の指定）
　都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基
準に従って、保護水面を指定することができる。
○瀬戸内海漁業取締規則第２条（藻場等におけるひき網漁業の禁止）
　農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業を営んではならない。

　前項の指定は、公示するものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○藻場・干潟保全活動支援事業
瀬戸内海側６市１町の干潟・浅場において漁業者を主体とした６つの活動組織が、ナルトビエイ駆除、二枚貝の沈着促進、密度管理等の保
全活動を行う。
　※事業実施期間：平成21年度～平成25年度
○山口県漁業調整規則第35条（保護水面における採捕の制限）
　水産資源保護法第15条第１項の規定により指定された保護水面の区域においては、それぞれ掲げる水産動植物を採捕してはならない。
　・八島保護水面（たこ及びさざえ以外の水産動植物）
　・竹島保護水面（たこ、あわび、さざえ、うに、なまこ及びひじき以外の水産動植物）
　・小柱島保護水面（わかめ養殖業に係るわかめ及びあおさ以外の水産動植物）
　・厚島保護水面（あわび、さざえ、うに及びなまこ以外の水産動植物）

○瀬戸内海漁業取締規則第２条第１項の規定に基づく海域及びひき網漁業の種類　　　　　【農林省告示2290号】
　・富海地先（すべてのひき網漁業(なまここぎ網漁業を除く。)）
　・大 海 湾  （同       上）
　・秋 穂 湾  （同       上）
　・山 口 湾  （同       上）
　・王喜地先（すべてのひき網漁業(しらうおひき網漁業及びなまここぎ網漁業を除く。)）

進捗状況を示すデータ
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施策名 藻場､干潟の保全の取組

担当部局 山口県農林水産部水産振興課

Ｎｏ

該当箇所 第3-3-(1)

該当箇所本文



単位

単位

単位

　藻場及び干潟等についても、水質浄化や生物多様性の確保、環境教育・環境学習の場として重要な役割を果た
していることから、できるだけ保全するようつとめるものとするとともに、これまで失われた藻場及び干潟等について
は、必要に応じ、その回復のための措置を講ずるよう努めるものとする。

施
策
の
概
要

　徳島小松島港赤石地区整備事業は、平成６年度に着工されているが、事業にあたっては埋立面積約６１ｈａと、当時の運輸省大臣通達「運
輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領」（昭和６０年４月２６日付運環第２５号）に基づく環境評価実施要件である５０ｈａを超
えていたため、同実施要領に基づき環境影響評価の手続きが進められた。この中で、環境庁（当時）からの意見として、埋め立て区域内に
分布するアマモ場の保全対策が求められ、公有水面埋立免許においても、アマモ場の保全に努めることが免許要件の一つとして盛り込ま
れた。

項目１

該当箇所本文

徳島小松島港赤石地区整備事業

担当部局

進捗状況を示すデータ

徳島県　県土整備部　港湾空港企画課

施策名

年度

項目３
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該当箇所 ３　浅海域の保全等　（１）　藻場及び干潟の保全等

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　事業実施前に埋立事業により消失するアマモ場の代替え措置を実施することを前提に、藻場の現状把握、移植実験、計画検討を行い、平
成５～６年度に和田島地区への移植を実施した。
　その後、平成６年度から現在までモニタリングを実施し、経過調査を行っている。

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所
３　浅海域の保全等　(1)　藻場及び干潟等の保全等
７　健全な水循環機能の維持・回復　(1)　海域
８　失われた良好な環境の回復

該当箇所本文

３　浅海域の保全等　(1)　藻場及び干潟等の保全等
　魚介類の産卵生育の場となっている藻場及び魚介類、鳥類等の生態系を維持する上で重要な役割を果たすとさ
れている干潟は、近年、各種開発の進展に伴い次第に減少する傾向にある。
　このため、水産資源保護法に基づく保護水面（坂出市王越町乃生地先水域等3水域）、瀬戸内海漁業取締規則に
基づく藻場等におけるひき網漁業の禁止区域及び香川県漁業調整規則に基づく底びき網漁業の禁止区域、また鳥
獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき鳥獣保護区に指定している三豊海岸においては、法令に基づく
規制等の適切な運用により、藻場及び干潟の保全を図るものとし、また、必要に応じ、これらの区域指定の見直し
を行うものとする。
　その他の藻場及び干潟等についても、水質浄化や生物多様性の確保、環境教育・環境学習の場等として重要な
役割を果たしていることから、保全するよう努めるものとする。
　また、水産資源増殖の見地から水産基盤整備事業等により、幼稚仔の保護育成の場である藻場や干潟の造成に
努めるものとする。

７　健全な水循環機能の維持・回復　(1)　海域
　藻場・干潟等の浅海域の保全や浄化機能の高い沿岸域の拡大に努めるものとする。

８　失われた良好な環境の回復
　瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い既に失われた藻場、干潟、自然海浜等の良好
な環境を回復させる施策の展開を図るものとする。
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施策名 藻場・干潟の保全

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

施
策
の
概
要

　○稚仔魚などの成育の場として重要なアマモ場の造成技術を開発するため、藻場造成技術開発試験事業により、播種による造成試験を
実施するとともに、藻場の水産資源培養に対する効果を把握する。
　　また、アマモ場造成の早期事業化をめざして、アマモ類分布調査により、アマモの生育条件や造成適地等の調査を行なう。
　○藻場の積極的な造成を推進するため、水産資源環境整備事業、水産物供給基盤整備事業などにより、ガラモの着生基質となる構造物
等を設置する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

漁場の生産力の回復や水産資源の生息環境の改善を図るため、直島地区外4地区においてガラモ場の造成を行った。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２

造成面積 事業費 年度 造成面積 事業費

直島地区 直島町京ノ上臈島地
先、向島地先

1.0ha 82 20-27年度 3.6ha 390 離島地域水産物

小豆地区 土庄町豊島唐櫃地先  1.6ha 100 21-24年度 6.16ha 400 離島地域水産物

引田地区 東かがわ市引田地先 1.13ha 101 21-23年度 2.58ha 230 漁場保全

観音寺南地区 観音寺市箕浦地先 0.68ha 54 18-21年度 4.83ha 300 再生交付金

与島地区 坂出市与島地先 1.45ha 104 20-22年度 2.89ha 208 再生交付金

合計 5地区 5.84ha 441 ― ― ― ―

事業箇所
平成21年度 全体計画

備考地区名



単位 千円
Ｈ１７ Ｈ18 Ｈ19 H20 H21

3,608 2,363 8,000 4,960 2,300

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　藻場は、多種多様な生物の産卵場、幼稚魚の育成場として、また水質浄化や透明度の回復、有機物の吸収･分解などの機能のほか、近
年、国民の海に対する関心が高まる中、海洋性レクレーションや体験型学習の場を提供するなど多面的・公益的な機能を有しているが、昭
和50年代以降、藻場の減少が続いており、これに伴う機能低下が懸念されている。
　このため、漁業者を中心とした活動組織が地域ぐるみで取り組む藻場の保全活動に対して交付金による支援を行なうことにより、県民参
加型の保全活動を推進し、沿岸域の環境・生態系を継続的に保全するとともに、持続的な漁業生産（水産物の安定供給）を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・西条市藻場づくり環境保全協議会（14名）
　当協議会は、西条市地先のアマモ場造成に取り組むため、平成21年3月に設立された。本事業を活用し、6月に採取したアマモの種子を陸
上で管理した後、11月下旬に市内の河原津、壬生川及びひうちの３地区に播種するとともに、定期的にモニタリング調査を行っている。ま
た、10月下旬には市内の周布小学校に出向き、アマモ藻場の役割や藻場づくり活動について出前授業を実施した。

・岩城・生名地区漁業振興長期計画推進委員会（32名）
　当委員会は、上島町岩城生名地区の藻場の保全活動を行うため、平成18年8月に設立された。本事業を活用し、上島町岩城島、生名島、
赤穂根島、津波島周辺海域にある15ヶ所の藻場（アマモ場：6、ガラモ場：9）の保全活動に取り組んでおり、ヒジキをはじめとするガラモの増
殖を図るため、7月にシェルナースの基盤等を用いて、ヒジキの母藻を設置したほか、各藻場の海藻の繁茂状況等を把握するため定期的（1
回/月）にモニタリング調査を行っている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額（H17：国補、H18：県単、H19・20：国委託、H21：国交付金+県市町補助）

施策名 藻場づくり活動推進事業

担当部局 愛媛県農林水産部水産局水産課

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等（１）藻場及び干潟等の保全等

該当箇所本文

　魚介類の産卵、育成の場となっている藻場及び魚介類・鳥類等の生態系を維持する上で重要な役割を果たすとさ
れる干潟は、近年、各種開発の進展に伴い、次第に減少する傾向にある。
　このため、水産資源保護法に基づき保護水面に指定されている水域、干潟においては、法令に基づく規制措置の
適切な運用により、藻場及び干潟の保全を図るとともに、適宜これら地域指定の見直しを行い、必要に応じ新たな
指定又は指定区域の変更を行うものとする。
　またその他の藻場及び干潟についても、水質浄化や生物多様性の確保、環境教育・環境学習の場として重要な
役割を果たしていることから、できるだけ保全するよう努めるとともに、これまで失われた藻場及び干潟等について
は、必要に応じ、その回復のための措置を講ずるよう努めるものとする。
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単位

単位

単位

施策名 水産資源保護対策事業

Ｎｏ

該当箇所 ３ 浅海域の保全等　（１）藻場及び干潟等の保全等　・水産資源保護法

該当箇所本文

　そこで、水産資源保護法に基づき保護水面に指定されている八幡地先（宇佐市）水域のほか10か所の水域、瀬戸
内海漁業取締規則により藻場等ひき網漁業禁止区域に指定されている琵琶崎地先（国東市）水域のほか５か所の水
域及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、特別保護地区に指定されている関崎鳥獣保護区
（大分市）及び鶴御崎鳥獣保護区（佐伯市）の海岸においては、法令に基づく規制措置の適切な運用により藻場及び
干潟の保全を図るとともに、適宜これら地域指定の見直しを行い、必要に応じ新たな指定又は指定区域の変更を行う
とと
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担当部局 大分県農林水産部水産振興課

施
策
の
概
要

１）「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のた
めに必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。（水産資源保護法第１４条）

２）県内には干潟保護水面が３か所、藻場保護水面が８か所、河川保護水面が３か所、合計１４か所の保護水面がある。

３）藻場及び干潟等の保全のための保護水面の管理委託
　　県漁協、地元河川漁協と管理委託契約を締結して保護水面の管理を委託する。

４）保護水面の適正な管理指導
　　県は、巡回、指導及び取締等を実施し、関係者に保護水面の意義、規定等を徹底する。

５）調査（～１６年度）
　干潟保護水面･･･保護水面内のハマグリの分布調査を行い、保護水面設置による事業効果等の確認を行う。
　藻場保護水面･･･保護水面内の動植物相調査及び環境調査を行い、保護水面の現況を把握し、維持管理のための参考資料とする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

瀬戸内海関係地域での保護水面
　(1)　干潟保護水面３か所
　（宇佐市四日市町地先、宇佐市柳ヶ浦地先、宇佐市和間地先）
　(2)　藻場保護水面８か所
　（国東市国見町両崎地先、東国東郡姫島村地先、国東市安岐町・武蔵町地先、速見郡日出町地先、大分市佐賀関地先、津久見市仙水地
先、津久見市保戸島地先、佐伯市上浦地先）

干潟保護水面調査（～１６年度）
　(1)　二枚貝生息量調査　保護水面内のハマグリの資源量を把握するため、坪刈調査を実施する。
　(2)　環境調査　海洋観測手法により保護水面近辺の水温・塩分等について調査する。

藻場保護水面調査（～１６年度）
　(1)　植物相調査
　　保護水面内における藻場の繁茂状況を把握するため、植物の組成と成育状況を潜水及び船上目視観察により調査す
　る。
　(2)　動物相調査
　　保護水面内における魚類をはじめとする水産動物の生息状況を把握するため、刺網による調査を行う。
　(3)　環境調査
　　保護水面内の水温・塩分・栄養塩等について調査する。

県漁協関係支店への保護水面管理委託
　(1)　保護水面内の巡回、指導、監視

関係者への保護水面の適正な管理指導等
　(1)　水産資源の保護培養に関する事項の指導及び法令の励行に関する事項の啓発・普及

進捗状況を示すデータ

項目２

項目１

項目３



単位 ha
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

75 75 75 75 75 75 75

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１ 清掃面積

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府環境農林水産部水産課

施
策
の
概
要

＜概　要＞
○　事業目的：りんくうタウン緩傾斜護岸の農林水産海岸の適正な維持管理を図るため、漂流物等(ビニール袋、空き缶
    等）を除去し、海岸環境の維持・回復を図る。

○　事業内容：りんくうタウン緩傾斜護岸の農林水産海岸部分の清掃。

○　事業主体：大阪府（府単独）

○　実施箇所：りんくうタウン緩傾斜護岸

○  事業計画：事 業 費　(平成1８年度実績）２，２０７千円
　　　　　　　　　　　　　　　 （平成1９年度実績）２，２０７千円
　　　　　　　　　　　　　　　 （平成２０年度実績）１，４７１千円
                               （平成２１年度予算）１，４７１千円

該当箇所本文
   自然海岸を利用に好適な状態で保全するため、住民や民間団体が実施する清掃作業を含め、海浜部に漂着し
ているごみ、油等を対象とした清掃事業の推進を図るとともに、海岸美化運動を行う。

施策名 りんくうタウン緩傾斜護岸の清掃

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等　イ　養浜等による海浜環境の整備
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単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　府内に残されている貴重な自然海浜を保全し、その適切な利用を図るため、大阪府自然海浜保全地区条例第５条第１項の規定により、昭
和58年11月に岬町の長松自然海浜保全地区及び小島自然海浜保全地区を指定している。
　　　　　　　［長松自然海浜保全地区］
　　　　　　　　　　　位置：　泉南郡岬町淡輪、深日
　　　　　　　　　　　面積：　約8.7ｈａ　（幅約100m、延長約850m）
　　　　　　　［小島自然海浜保全地区］
　　　　　　　　　　　位置：　泉南郡岬町多奈川谷川、多奈川小島
　　　　　　　　　　　面積：　約13ｈａ　（幅約100m、延長約1,320m）

　この自然海浜保全地区の良好な環境の保持と府民の利用環境の整備等を図るため、岬町が行う清掃の実施について、補助金を交付して
いる。

該当箇所本文
　自然海岸を利用に好適な状態で保全するため、住民や民間団体が実施する清掃作業を含め、海浜部に漂着して
いるごみ、油等を対象とした清掃事業の推進を図るとともに、海岸美化運動を行う。

施策名 自然海浜保全地区の清掃

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等　イ　養浜等による海浜環境の整備
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単位 ｈａ
Ｈ２ Ｈ１４ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

17 17 17 17 17 17

単位

単位

自然海浜保全地
区面積（陸域）

項目２

項目３

施
策
の
概
要

【自然海岸の保全】
優れた環境を有する自然海岸を「広島県自然海浜保全条例」に基づき、「自然海浜保全地区」に指定し、自然海浜の保全及び適正な利用を
図ります。

【海岸保全整備事業】
　国土保全との調和を図りつつ海岸環境を整備し、もって快適な海浜利用の増進に資する事業。

【「いきいき・海の子・浜づくり」事業】
　安全で良好な自然・景観を有する海岸空間の形成を図るとともに、自然体験活動、環境教育等に利用しやすい海岸づくりを積極的に推進
し、青少年等が海辺における自然・社会教育活動等を安全に楽しめ、また、都市・農漁村及び世代間の交流の場となる海岸を創造する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【自然海岸の保全】
Ｈ２１．４．１現在　　自然海浜保全地区　１９地区　（陸域面積１７ｈａ）

進捗状況を示すデータ
項目１ 自然海浜保全地区の推移

施策名 自然海浜保全地区の指定等

担当部局 広島県環境県民局環境部

Ｎｏ

該当箇所 ３ 浅海域の保全等    （2） 自然海浜の保全等

該当箇所本文

　第5回自然環境保全基礎調査海岸調査によると、瀬戸内海の海岸線のうち、自然海岸は349.0km（31.5％）、半自
然海岸は59.3km（5.3％）、人工海岸は692.9km（62.5％）、河口部は8.3km（0.7％）となっている。
　これらの自然海岸及び半自然海岸の海浜は、海水浴場、潮干狩場及び魚つり場として利用されており、例えば県
民の浜海水浴場で年間約6.8万人の利用があるほか、潮干狩場として宮島大元公園等、魚つり場として阿多田島周
辺、蒲刈島周辺等多くの場所が利用されている。
　このように自然海浜は、地域住民の憩いの場及び自然とのふれあいの場としての役割を果たしており、県民の健
康で文化的な生活を確保するため必要不可欠なものとなっているが、近年、これらの自然海浜が減少する傾向に
あることから、できるだけその保全に努めるとともに、養浜等により海浜環境の整備を推進する。
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単位

単位

単位

該当箇所本文

145

施策名 自然海浜の保全の取組

担当部局 山口県環境生活部自然保護課

Ｎｏ

該当箇所 第3-3-(2)-ｱ

山口県自然海浜保全地区条例（昭和56年条例第23号）に基づき指定されている、長浦ほか７地区の自然海浜保全
地区の適切な保全を図る。
また、そのほか県下の貴重な自然海浜が自然公園法、山口県立自然公園条例（昭和35年条例第25号）、鳥獣の保
護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）及び森林法（昭和26年法律第249号）に基づく各種の指
定地区に指定されているので、これらの指定地区においては、当該法令に基づく適切な運用を図ることにより、自
然海浜がその利用に好適な状態で保全されるよう努める。

施
策
の
概
要

瀬戸内海においては、各種の開発等によって自然海浜の減少が著しいことから、残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場等と
して保全することが緊要の課題となっていた。
このため、瀬戸内海環境保全特別措置法第１２条の７によって関係府県は条例により、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、水
際線付近において砂浜、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの又は海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公
衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるものについて、自然海浜保全地区として指定でき
る旨規定された。
自然海浜保全地区では、工作物の新築等に関して届出制が採用され、自然海浜の保全と快適な利用の確保が図られている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づき、山口県自然海浜保全地区条例（昭和５６年山口県条例第２３号）を制定した。
昭和５８年の長浦自然海浜保全地区指定を始めとして、これまでに８地区を自然海浜保全地区として指定した。
自然海浜保全地区では、工作物の新築、土地の形質変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為を行う場合には届出を要することとし、
自然海浜が保全されるよう努める。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

項目１

保全にとどまらず積極的に海洋性レクリエーション等の場としての海浜を造成するため、海岸環境整備事業により、
親水護岸、養浜、植栽等の事業を積極的に推進する。

施
策
の
概
要

【海岸環境整備事業】由宇港海岸について　（岩国市由宇）：事業終了

　海岸環境整備事業は国土保全との調和を図りつつ、海岸環境を整備することから、階段（緩傾斜）護岸、人工海浜、突堤等の整備を行う
事業である。
　由宇港海岸においては、旧国土庁（現国土交通省）が「地域戦略プラン」として認定した岩国圏に点在する観光資源をネットワーク化する
「岩国地域ぐるっとパーク構想」において、レクレーションの場として位置付けられている。これを受け、平成10年度から海岸環境整備事業に
より海岸防護と海岸利用を兼ねた新たな人工海浜公園の整備を進め、平成17年度に施設の整備が完了したところである。
　当施設の整備にあたっては、陸域と水域とを遮断していた既設直立護岸を撤去し、緩傾斜護岸にするとともに、養浜を行うことで親水性を
考慮し、環境保全に努めた施設整備を実施した。
　また、当事業箇所で旧由宇町（現岩国市）が行った「みなとオアシス事業」では広域交流、情報発信の拠点、物産販売等の機能を持った施
設の整備を行っており、これらとの連携も併せ、地域の賑わい創出・活性化にも寄与している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【由宇港有家地区】施設整備内容について

　　南側護岸（緩傾斜護岸）　L=470m（天端高＋6.8ｍ）
　　北側護岸（直立消波）　　 L=230m（天端高＋6.8ｍ）
　　突堤　2基
　　　 北突堤　L=138m（天端高＋5.0ｍ）
　　　 南突堤　L=135m（天端高＋5.0ｍ）
　
    埋立面積　約4.5ｈａ（45,000ｍ2）
　　養浜面積　約2.4ｈａ（24,000ｍ2）

　　排水施設
　　　 排水ポンプ　2基（排水面積 19ha）

　　海浜棟（トイレ、シャワー、ロッカー、多目的スペース）
　　交流館（旧由宇町施工）
　　トイレ棟（男子、女子、多目的（ｵｽﾄﾒｲﾄ））
　　駐車場（乗用車186台、バス3台、計189台）

進捗状況を示すデータ
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施策名 養浜等による海浜環境の整備の概要

担当部局 山口県土木建築部港湾課

Ｎｏ

該当箇所 第3-3-(2)-ｲ

該当箇所本文



多目的広場
スポーツ、野外学習

管理棟 シャワー室
管理室　更衣室

交流棟   物産販売
情報発信 展示学習

多目的トイレ

突堤② 突堤①

養浜

北側護岸
(直立消波) 南側護岸

(緩傾斜護岸)

ポンプ場

計画平面図

緩傾斜護岸標準断面図



単位 場数
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

27 28 28 26 28 28 28 30 30 30

単位 場数
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

15 17 18 17 12 21 19 23 24 25

単位

年度

項目２ うち水浴シーズン前にAA評価を受けたもの

項目３

施
策
の
概
要

　愛媛県内の水浴に供される公共用水域（年間延べ利用者数が概ね3，000人以上の海水浴場）について、水質等の現状を把握するととも
に、その結果を公表して、県民の利用に資する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

調査方法

（１）調査時期
　　　　水浴シーズン前：５月中
　　　　水浴シーズン中：7月下旬～８月初旬
　　に実施する。

（２）調査回数
　　　　利用人数：10,000人超…採水日を変えて２日（２回／日検査）
　　　　利用人数：3000人～　…1日の調査（2回／日検査）

（３）評価項目
　　　　ふん便性大腸菌群数、COD、透明度、油膜　（参考項目：ｐH、O-157、水温、気温）

（４）調査地点
　　　　調査手法は、水深が概ね1～1.5ｍの地点において、汀線に沿って500ｍ毎に1点選定する。

項目１ 調査海水浴場

施策名 海水浴場実態調査

担当部局 愛媛県県民環境部環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等

該当箇所本文

　「第４回自然環境保全基礎調査海岸調査」（平成６年３月環境庁調査）によると、平成５年度調査において、自然
海岸は約42％、半自然海岸約26％、人工海岸約31％、河口部は約1％である。これら自然海岸及び半自然海岸の
うち、海水浴場として梅津寺、唐子浜等で年間推定約98万人の利用者があるほか、潮干狩場として、高須海岸、岩
松川河口等があり、魚つり場として県下の沿岸一帯で多くの場所が利用されている。このように自然海浜は、海水
浴場、潮干狩場、海辺の自然観察の場等の自然とのふれあいの場や地域住民のいこいの場として、年間を通じて
多くの人々に利用され、県民の健康で文化的な生活の確保に大きく寄与しているところであるが、近年これらの自
然海浜が減少する傾向にあることから、できるだけその利用に好適な状態で保全されるよう、施策を講じるものとす
る。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等

該当箇所本文

　「第４回自然環境保全基礎調査海岸調査」（平成６年３月環境庁調査）によると、平成５年度調査において、自然
海岸は約42％、半自然海岸約26％、人工海岸約31％、河口部は約1％である。これら自然海岸及び半自然海岸の
うち、海水浴場として梅津寺、唐子浜等で年間推定約98万人の利用者があるほか、潮干狩場として、高須海岸、岩
松川河口等があり、魚つり場として県下の沿岸一帯で多くの場所が利用されている。このように自然海浜は、海水
浴場、潮干狩場、海辺の自然観察の場等の自然とのふれあいの場や地域住民のいこいの場として、年間を通じて
多くの人々に利用され、県民の健康で文化的な生活の確保に大きく寄与しているところであるが、近年これらの自
然海浜が減少する傾向にあることから、できるだけその利用に好適な状態で保全ざれるよう、施策を講じるものとす
る。
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施策名 自然環境保全行政費（うち自然海浜保全地区管理指導事務）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局自然保護課

施
策
の
概
要

　条例に基づき指定した自然海浜保全地区（２３地区）において、各種行為の届出等を実施させるとともに、自然海浜保全指導員を設置し、
監視及び適正な利用指導を実施することにより、良好な自然環境を保全し、将来にわたって県民の健康で文化的な生活の確保を図るもの
である。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）自然海浜保全地区における各種行為の届出、協議
（２）指導員による利用者指導や、違反行為に対する指導等

対象２３地区
　・余木崎海岸　　　　　 　・横ハエ海岸
　・寒川海岸　　　　　　　　・宮之串海岸
　・津波島海岸　　　　　 　・白浦海岸
　・盛五反田海岸　　　　　・赤松海岸
　・戸板海岸　　　　　　　　・田の浜海岸
　・出走海岸　　　　　　　　・岩松川河口
　・宗方海岸　　　　　　　　・元越海岸
　・肥海篠浜潮干狩場
　・高野川海岸
　・灘町海岸
　・沖浦海岸
　・ねずみ島海岸
　・三机須賀の森海岸
　・川之浜海岸
　・大久海岸
　・塩成海岸

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 千円
H15 H16 H17 Ｈ18
194400 312000 300000 111000

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　寒川海岸については、護岸全面に自然の海浜が広がり、海水浴に利用されてきたが、前面の砂浜に近年侵食が進んだことにより、護岸全
面の水深が深くなり、海水浴の利用も減少していることから、保全整備を実施した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○前面の侵食・既設護岸の吸出しによる沈下や亀裂が発生しているが、当海岸は自然海浜保全地区であるため、砂浜・黒松の保全・養浜
を行った。

　①事業主体　愛媛県
　②場所　　　　四国中央市寒川
　③期間　　　　平成15年度～18年度
　④総事業費　約9億円（H15～18）
　⑤事業概要　突堤工　東側260ｍ、西側240ｍ
　　　　　　　　　離岸堤　40ｍ
　　　　　　　　　養浜工　12万m3（340ｍ）
　　　　　　　　　緑　地　遊歩道、植栽等

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

施策名 海岸環境整備事業

担当部局 愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等　イ　養浜等による海浜環境の整備

該当箇所本文

　自然海浜の保全に留まらず。積極的に自然との触れ合いの場等として海浜を整備するため、自然環境に配慮し
た海岸環境整備事業等を推進するものとする。
　また、自然海浜を利用に好適な状況で保全するため、民間清掃業者を含め、海浜部の漂着ごみ等を対象とした
清掃事業を鋭意実施するものとする。
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単位 千円
H17 Ｈ18 Ｈ19 H20 H21

4,582 10,600 4,905 2,500 2,500

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等（２）自然海浜の保全等　イ　養浜等による海浜環境の整備

該当箇所本文

　自然海浜の保全に留まらず、積極的に自然とのふれあいの場等として海浜を整備するため、自然環境に配慮した
海岸環境整備事業等を推進するものとする。
　また、自然海浜を利用に好適な状態で保存するため、民間清掃作業を含め、海浜部の漂着ごみ等を対象とした清
掃事業を鋭意実施するものとする。
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施策名 漁場環境保全事業

担当部局 愛媛県農林水産部水産局水産課

施
策
の
概
要

　プラスチック、ビニール、草木類等の廃棄物等によって生産性が低下した漁場環境の改善を図り、漁場価値の維持向上に資するため、市
町が実施する漁場に排出された廃棄物等を回収除去、処分に要する経費の１/２を補助する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○入網持ち帰り回収廃棄物処理事業
　日常の漁場操業時に、漁網に混入するゴミを回収し処分する。

○河川流出物等回収事業
　河川から流出した草木等を回収し処分する。

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

項目３

年度

項目２



　　・喜多久自然海浜保全地区（北九州市）

　　・三毛門自然海浜保全地区（豊前市）

　　・松江浦自然海浜保全地区（豊前市）

単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ３　浅海域の保全等　（２）自然海浜の保全等

該当箇所本文

（２） 自然海浜の保全等
第４回自然環境保全基礎調査海岸調査（環境庁）によると、平成５年度調査において、本県下の瀬戸内海の海岸
線のうち自然海岸は14.8％ 、半自然海岸は6.8％、人工海岸は78.0％、河口部は0.4％となっている。
これらの自然海岸及び半自然海岸は、海水浴場、潮干狩場及び魚つり場として利用されている。海水浴場としては
脇田、長井浜、蓑島等の海岸があり年間約10万人、潮干狩場としては白石、長井、松江、三毛門、吉富等の海岸が
あり年間約３万人の利用者がある。また、魚つり場としては脇田、藍島周辺があり多くの人々に利用されている。
このように自然海岸は、海水浴場、潮干狩り場等の自然とのふれあいの場として、また海辺の自然観察の場として
多くの人々に利用されているが、近年、これらの自然海浜が減少する傾向にあることにかんがみ、できるだけその
利用に好適な状態で保全されるよう以下の施策を講ずるものとする。
ア　規制の徹底と指導取締りの強化
自然海岸の保全のため、瀬戸内海環境保全特別措置法に規定された自然海浜保全地区とし
て、福岡県自然海浜保全地区条例により、３地区の自然海浜保全地区を指定しているところであり、今後とも条例
の適切な運用を図るものとする。
また、自然公園法、都市計画法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、森林法に基づく各種指定
地区に指定されている自然海浜については、当該法律に基づく適切な運用を図ることにより、自然海浜がその利用
に好適な状態で保全されるよう努めるものとする。
自然海浜保全地区
喜多久自然海浜保全地区（北九州市）
三毛門自然海浜保全地区（豊前市）
松江浦自然海浜保全地区（豊前市）
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施策名 自然海浜保全地区清掃美化

１．瀬戸内海関係地域で優れた海浜については、自然海浜保全地区に指定し、自然環境の保全に努めることとしている。

進捗状況を示すデータ

担当部局

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目２

項目３

福岡県　環境部　自然環境課　自然公園係

１．自然海浜保全地区に指定している地域については、自然環境の保全のため、市町村に委託し、清掃美化を実施している。

　　［保全地区］

項目１



単位 千㎥
Ｓ５４ Ｓ５５ Ｓ５６ Ｓ５７ Ｓ５８ Ｓ５９ Ｓ６０ Ｓ６１ Ｓ６２ Ｓ６３ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
7,120 7,321 5,828 5,531 5,220 5,003 5,028 5,393 6,078 5,715 5,324 5,266 5,224 5,119 4,868 4,164

単位 千㎥
Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
4,535 3,799 3,611 3,368 3,279 3,210 2,857 2,485 0 0 0 0 0 0

単位

同上

Ｎｏ

該当箇所 ４　海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

　海砂利採取については、海域環境や水産資源に及ぼす影響が大きいことから、平成１５年度以降禁止している。
　引き続き海砂利採取を禁止するとともに、違法採取の監視を行うものとする。
　また、海砂利採取跡地については、国及び関係県との情報交換・情報収集に努め、既往知見等に基づき、環境修
復のための措置を講ずるよう努めるものとする。
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施策名 　普通海域管理業務（普通海域における海砂利採取の規制及び禁止）

海砂利採取量の推移

担当部局 岡山県　土木部用地課

施
策
の
概
要

１）岡山県においては、漁港区域、港湾区域を除く海域、いわゆる普通海域における海砂利採取、海域占用などの行為について、昭和４３年
に岡山県普通海域管理規則を制定し、知事の許可制としてきたところである。その後、平成１０年に岡山県普通海域管理条例を制定し、罰
則規定を設けるなど規制の強化を図り、引き続き知事の許可制としている。
　
２）採取した土砂を販売の用に供する海砂利採取については、昭和５５年度から平成１１年度までにおいても減量計画を策定し削減に努め
ていたが、海域の環境や水産資源に及ぼす影響が大きいことから、平成１２年９月、岡山県においては平成１５年度以降採取禁止とするこ
ととした。平成１５年度以降は、引き続き違法採取の監視を行うと共に、他県の動向など情報収集に努めている。

３）なお、航路、泊地等のしゅんせつ、水産資源の保護又は漁場の整備等、普通海域の機能の維持又は増進のため採取する場合は、引き
続き許可する方針である。

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

・平成１５年度より海砂利採取を全面禁止し、違法採取の海上監視・陸上監視等を行ってきたが、現在まで違反事例はない。

年度

項目２

年度

項目３



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ４  海砂利採取への対応

該当箇所本文

　本県では、水産資源の保護培養や自然環境の保全の観点から、平成10年2月16日に県内の海砂利採取を全面
禁止しており、今後も採取禁止の措置を堅持する。
　海砂利採取全面禁止後の海域環境・水産資源の回復・修復状況を把握するため、平成12年度に策定した「海砂
利採取環境調査実施計画」に基づき、フォローアップ環境調査を継続して実施する。また、採取跡地周辺における
水産資源を増大させるため、魚礁設置や増殖場の造成等を推進する。
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施策名 海砂利採取に係る海域環境フォローアップ調査

担当部局 広島県土木局空港港湾部　　　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

○  平成１０年２月１６日以来、県内海砂採取全面禁止措置を堅持している。

○　海砂利採取禁止直後の平成１０年～１１年度に海域環境における現況を把握するため，基礎調査を実施し，平成１２年度には，海砂採
取による瀬戸内海の環境の変化等を調査するために、学識経験者の意見を聴いた上で、海砂利採取環境調査実施計画を策定した。
 
   【調査計画の概要】
   ●  調  査  目  的    海域環境及び水産資源の修復過程の把握・修復
   ●  調査実施時期   平成１６・１７ （２１年度以降は未定）

○ 修復への一定の方向性が確認できれば本調査の目的は達成できたものと考え、本調査を終了する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○  上記計画に基づき、基礎調査から５年が経過した平成１６～１７年度の２か年について、底質、卵・稚仔、底生生物、イナカゴ、魚介類に
ついて、環境フォローアップ調査を実施した。

【調査結果】
１  底      質                 海砂利採取禁止前から比べて、シルト分が減少し、礫分が増加した。清浄な底質へと変化
                                  している。
２  底生生物                上記の環境変化に伴い、多毛類主体→二枚貝主体に変化
３  イカナゴ                  過年度に比べ、減少傾向が見られる。長期的モニタリングを行い評価することが必要
４  魚介類                    過年度と同様の傾向をしめした。 長期的モニタリングを行い評価することが必要
５  魚卵、稚仔              過年度から大きな変化はない。長期的モニタリングを行い評価することが必要
６  藻        場               調査条件の違いにより藻場の回復状況についての確認はできなかった。長期的モニタリング
                                 を行い評価することが必要
７  総合評価                底質の清浄化は見られたが、水産資源に明らかな回復傾向は見られなかった。調査を
                                 継続的に行い、長期的なスパンでその推移を見守っていく必要がある。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 千m3
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

311 251 294 338 242 79 0

単位

単位

項目２

項目３

項目１ 瀬戸内海での海砂利採取量の推移

本県では、一般海域の利用に関する条例（平成10年条例第３号）に基づき響灘海域に事実上限定して許可してい
る。当該海域中、瀬戸内海環境保全特別措置法に定める瀬戸内海海域は、下関市蓋井島近海の一部であり、極
めて限定しているが、あらかじめ当該海域の海砂利の資源量や採取による当該及び周辺海域の環境等への影響
を調査し、それらの結果等を十分踏まえ対応するとともに、海砂利の需給動向や代替材の確保状況を踏まえ、最小
限の採取量に留めるものとする。また、採取に当たっては、環境に及ぼす影響を少なくするよう採取する位置、面
積、期間及び方法等を制限するとともに、採取中及び採取後においては、採取位置及び採取量を正確に把握する
ものとする。

施
策
の
概
要

海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮としては、砂利採取業者に対して、年に一度深浅測量及び賦存量調査を行うよう義務づけ
ている（瀬戸内海海域だけでなく、一般海域全域についての対応状況）。また、各県にまたがる広域な環境影響調査は、県単位で対応する
のではなく、国において対応されるべき事項と考えている。平成１５年度に国土交通省河川局において実施された「沿岸海域の環境保全に
関する調査」においても、同様の要望を行っているところである。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・現在の状況
【採取区域の限定】
響灘に限定し、海砂利採取を行っている。
土砂の採取が漁業に大きな影響を与える海域については、採取禁止海域として定めている。また、海上保安庁より海上交通上問題がある
と指摘された区域、水際線（満潮時）から沖合１ｋｍ以内の区域、水底線路保護区域、一般海域の機能が損なわれるおそれのある区域を採
取禁止海域として定めている。
【採取量等の限定】
１業者１許可区域に制限するとともに、事業廃止、倒産等により採取を廃止した場合には当該区域での新規許可は行わない。また、許可量
は１許可区域につき１か月５万ｍ3、１業者につき年間６０万ｍ3以内としている。
年間２１００千ｍ3を採取上限とする総量規制を実施している。

進捗状況を示すデータ
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施策名 海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮の取組

担当部局 山口県土木建築部河川課

Ｎｏ

該当箇所 第3-4

該当箇所本文



単位 ㎥
H14 H15 H16 H17 H18 Ｈ19 Ｈ20

300 288.9 278.7 273.1 0 0 0

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 4　海砂利採取に当っての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

　海砂利採取については、自然環境への影響が懸念されており、環境問題発生の恐れがあること等から、平成14
年度に県骨材対策委員会から出された検討結果を踏まえ、代替材の開発の見通しや入手方法及びその準備や体
制を組む期間等を考慮して、3年間の猶予期間をおいて、平成18年4月から採取禁止としており、今後も採取禁止を
堅持するものとする。
　また、海砂利採取による影響については、砂利採取時にとどまらず、長期的な影響についても把握し、環境修復
の可能性についても検討するとともに、海砂利に代わる骨材等の研究開発を鋭意促進するものとする。
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施策名 海砂利採取の禁止及び海砂代替材料の調査検討

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課・土木部土木管理課技術企画室

施
策
の
概
要

　海砂利は、限りある天然の資源であることから、これまでも無秩序・無制限な採取を防止するため、「愛媛県海砂利採取認可要綱」を定
め、採取海域の指定、年間許可採取量の総量規制等の規制を行ってきたが、自然環境の影響・環境問題発生のおそれがある事等から、
「瀬戸内海の環境保全に関する愛媛県計画」において採取禁止を表明した。
　しかしながら、建設用骨材の多くを海砂利に依存してきた本県において、代替材の見通しが立たないまま海砂利採取を禁止した場合、建
設用骨材の受給に不測の事態が生じることが心配されたため、県骨材対策委員会の検討結果を踏まえ、猶予期間をおいて18年４月からの
実施としたものである。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　○平成１８年４月１日から、海砂利採取を禁止

　○土木部土木管理課技術企画室を主管として、他産業副産物（スラグ等）を含む代替材の研究・検討を実施

　　　・海砂代替材（砕砂、輸入砂、石灰砕砂、高炉スラグ等）の使用に伴う生コンクリートの品質変化については、県内の生コンクリート工場
　　　　や打設現場において調査検討を行い、品質の低下がみられないことを確認している。
　　　・海砂代替材（一般廃棄物等溶融スラグ）を使用したアスファルト舗装については、試験施工等により実用性、安全性を確認している。
　　　・海砂代替材（ガラスカレット）を使用したアスファルト舗装については、製造メーカーによる試験施工の結果、施工性に問題はなかった
　　　　が、耐久性や路面摩擦抵抗の低下に関する問題が明らかになった。

進捗状況を示すデータ
項目１ 採取量

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ４　海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

海砂利採取については、代替材（山砂利・陸砂利）の確保の過程で、自然環境への影響が生ずるおそれがあること
等から、採取が当面避けられない状況にあるが、採取に当たっては、当該及び周辺海域の環境等への影響が相対
的に小さい海域での最小限の採取に留めるものとする。
このため、本県では海岸、漁場環境等への影響を把握するため、海浜海底影響調査及び漁業影響調査を実施す
ることとしている。
本県における海砂利採取の許可区域は、筑前海海域に限られ、当該海域中でも、瀬戸内海区域は北九州市沖の
響灘の一部と、極めて限定されているが、当該区域における採取を検討する場合にも、海砂利の需要動向や代替
材の供給状況を踏まえ、最小限の採取量に留めるものとする。
また、採取に当たっては、環境等に及ぼす影響が少なくなるような位置、面積、期間及び方法等とするよう努めると
ともに、採取後の状況の把握に努めるものとする。
なお、河口域の砂利採取にあっても、動植物の生息・生育環境等の保全及び海岸の侵食防止等に十分留意するも
のとする。
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施策名 砂利採石法に基づく砂利採取業者の登録

施
策
の
概
要

（１）登録制度
　　砂利採取に伴う災害を未然に防ぐため、採石業を行おうとする者の資質面を審査するものである。
　　砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

担当部局 福岡県商工部工業保安課

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当なし（担当する施策が業者の登録のみのため）

進捗状況を示すデータ

年度

年度

項目２

項目３

年度



単位

単位

単位

進捗状況を示すデータ

項目２

項目３

大分県海砂利採取計画認可要綱

担当部局

  海砂利の採取が当面避けられない状況にあるが、採取にあたっては、当該及び周辺海域の環境等への影響が相
対的に小さい海域での最小限の採取に努めるものとする。

施
策
の
概
要

海砂利採取申請にあたって、適正な採取を行うための事前指導を行う。

平成１４年度から庁内関係課で構成する海砂利採取規制検討会の最終結果として、平成１９年１１月に採取禁止で合意し、同年１２月に関
係課長会議で大分県として、禁止する旨の合意に至った。

大分県土木建築部　河川課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

大分県では、平成10年度に「大分県海砂利採取計画認可要綱」を制定したが、制定以来瀬戸内海区域での砂利採取は、一部を除きほとん
ど採取実績がなかった。しかし、瀬戸内各県が、Ｈ18．４の愛媛県を最後に全域で海砂利採取が禁止されたため、本県で採取の動きが活発
となっていた。当初の要綱は、採取区域を漁業権設定区域内を想定していたが、漁業権区域外での採取が想定されるため、平成１８年10月
に要綱を改正し、採取に際して一定の規制を行うこととした。しかし、要綱は、あくまで採取認可に対しての規制であり、平成２０年６月に策定
された｢瀬戸内海の環境の保全に関する大分県計画｣で航路、港湾区域の維持管理に必要と認められる浚渫及び漁場等の環境改善対策
事業の一環として行う浚渫に伴う海砂利採取以外は禁止となった。

項目１
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施策名

Ｎｏ

該当箇所 4 海砂利採取にあたっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文



単位 件
Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

3 5 5 2 0 4

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

○公有水面埋立ての免許にあたっては、「瀬戸内海環境保全特別措置法の運用に係る基本方針」において、海域環境保全上、自然環境保
全上及び水産資源保全上の見地から、十分に配慮されたものであるか確認することとされている。
○また、埋立面積が25ha超40ha未満の場合には「広島県環境影響評価に関する条例」に基づく環境影響評価を、40ha以上の場合には「環
境影響評価法」に基づく環境影響評価を、別に行うこととされている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【直近３ヵ年の免許実績】
平成18年度　　２件　約0.1ha
平成19年度　　０件
平成20年度　　４件　約7.0ha
　これらの埋立ては、「環境影響評価法」あるいは「広島県環境影響評価に関する条例」に基づく環境影響評価の対象事業ではないが、これ
に準じた方法による環境影響評価により、環境への影響が軽微であることを確認しており、海域環境保全上、自然環境保全上及び水産資
源保全上の見地から、十分に配慮されたものであることを確認している。

進捗状況を示すデータ
項目１ 免許実績

施策名 埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

担当部局 広島県土木局空港港湾部　　　　　　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 ５  埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

  本県の瀬戸内海区域における埋立に係る公有水面埋立法の免許又は承認に当たっては、瀬戸内海環境保全特
別措置法第13条第1項の規定の運用に関する同条第2項の基本方針に沿って、環境保全に十分配慮する。
　また、埋立事業の実施に当たっては、環境影響評価法及び広島県環境影響評価に関する条例に基づく環境影響
評価等を通じて、環境への影響の回避・低減を図るとともに、必要に応じ、適切な代償措置を検討する。その際、地
域住民の意見が適切に反映されるよう努めるとともに、特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、
底生生物や魚介類の生息、水質浄化等において重要な場であることを考慮する。
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単位

単位

単位

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

（１）本県の区域のにおける公有水面埋立法に基づく免許等に際しては、瀬戸内海の埋立に当たっての環境保全に対する環境配慮につい
て、埋立の「基本方針」への適合性を審査した上で免許等を行うものとする。
（２）環境影響評価法、条例に基づく環境アセスの対象事業となる埋立案件については、環境アセス手続きにおいて、事業者による代替措
置を含む適切な環境保全措置が講じられるよう審査を行うものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）　平成21年1月から同年12月の間に、本県区域における埋立免許等については、該当案件なし。
（２）　環境影響評価法、条例に基づく環境アセス対象の埋立については、該当案件なし。なお、岩国基地沖合移設に伴う埋立事業について
は、H20.5月に公有水面埋立を竣工しているが、本事業に伴う藻場・干潟回復事業については、事業者（中国四国防衛局）において、学識者
による藻場・干潟回復調査委員会の指導・助言のもと、計画的に藻場・干潟の回復事業が進められている。

第3-5

山口県の区域における公有水面埋立法（大正年10法律第57号）第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認
に当たっては、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第2項の規定に基づき、瀬戸内海環境保全審議会が答申した
同条第1項の埋立についての規定の運用に関する基本方針に沿って、引き続き環境保全に十分配慮するものとす
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、環境影響評価法（平成９年法律第81号）及び山口県環境影
響評価条例（平成10年条例第37号）に基づく環境影響評価に当たっては、環境への影響の回避・低減を検討すると
ともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切に反映されるよう努め
るものとする。
これらの検討に際しては、特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息、
海水浄化等において重要な場であることを考慮するものとする。

該当箇所本文
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施策名 埋立に当たっての環境保全に対する配慮の取組

担当部局 山口県土木建築部港湾課、山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

該当箇所



単位

単位

単位

　環境影響評価法及び県の環境影響評価条例に基づく環境影響評価にあたっては、環境への影響の回避・低減を
検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切に反映され
るよう努めるものとする。

施
策
の
概
要

 自然環境の保全と調和を図るため、マリンピア沖洲第２期事業では、徳島県環境影響評価条例に基づき、住民の方々の意見を十分に踏ま
え、自然環境に与える影響をより一層、回避、低減するため、必要な調査を追加するとともに、学識者や専門家の意見を踏まえながら検討
を重ね、環境影響評価を実施した上で、環境配慮型の整備を基本に据え整備方針を決定した。この結果、埋立地の存在に伴い消失する海
岸を主たる生息環境とする昆虫に与える環境影響が、極めて小さいと判断できず、損なわれる環境が有する価値を代償するため、新たに人
工海浜を造成し、昆虫の移動を行うこととした。

項目１

該当箇所本文

マリンピア沖洲第二期事業

担当部局

進捗状況を示すデータ

徳島県　県土整備部　港湾空港企画課

施策名

年度

項目３
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該当箇所 ５　埋立にあたっての環境保全に対する配慮

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成１７年２月に公有水面埋立免許を取得し、平成１７年９月より工事に着手し、現在、整備段階であるが、工事中の周辺環境への影響を
考慮し、モニタリングを同時に実施しながら整備を行っている。また、学識経験者等の意見を聞きながら、調査方法等の具体的な内容を定
めた事後調査計画を策定し、必要に応じて追加調査等を行い、適切な措置を講じることとしている。
　平成２０年夏に、代償措置として整備した人工海浜において自然移動したルイスハンミョウの繁殖が確認され、平成２０年秋から埋め立て
区域内の個体の人為移動を開始した。

　平成２１年度、幼虫の人為移動個体についても、う化が確認された。年度内に、ルイスハンミョウ保全と人の利用の調和を図るための人工
海浜利用ルールを策定のうえ、平成２２年度春に供用開始予定としている。

年度

項目２



単位 ％
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

0 4 100 100 100 100 100 100 100

単位

単位

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成１３年６月に公有水面埋立免許を取得し、平成１３年９月より工事に着手した。平成１５年度に埋立により消失した海岸の代償措置で
ある人工海浜及び海浜植生の移植が完了し、平成１６年度から平成２０年度の５カ年において、事後調査として海浜地形、植生モニタリング
調査を実施し、事後調査報告書を作成した。また、工事中の環境監視を行い周辺環境への影響を考慮しながら事業進捗に努めている。こ
れらの調査結果については年１～２回程度事後調査及び環境監視検討委員会を行い、学識経験者等の指導・助言を得て科学的・客観的に
解析・評価している。

年度

項目２

161Ｎｏ

該当箇所 ５　埋立にあたっての環境保全に対する配慮

年度

人工海浜整備の進捗度

項目３

環境影響評価法及び県の環境影響評価条例に基づく環境影響評価にあたっては、環境への影響の回避・低減を
検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切に反映され
るよう努めるものとする。

施
策
の
概
要

 自然環境の保全と調和を図るため、徳島飛行場拡張整備事業及び徳島空港周辺整備事業では、埋立地の造成に伴い消失する海岸の代
償措置として人工海浜を整備することとしている。また、海浜部に繁茂している特定植物群落についても新たに整備する人工海浜地に移植
することとなっている。
工事完成後は徳島県環境影響評価条例に基づき事後調査（海浜地形及び海浜植生モニタリング）を行い、その結果を基に事後調査報告書
を作成し、公告・縦覧して住民等の意見を聴き評価を行うことになっている。また、事業者による任意の調査として環境監視を行い、住民等
の意見を聴き、学識経験者等らが委員となっている検討委員会を経て、助言・指導を受けた後、一般公開することになっている。

項目１

該当箇所本文

徳島飛行場拡張整備事業及び徳島空港周辺整備事業

担当部局

進捗状況を示すデータ

徳島県　県土整備部　運輸政策総局　港湾空港企画課

施策名



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ５　埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

　瀬戸内海の本県海域における公有水面埋立法第２条第１項の免許又は同法第４２条第１項の承認に当たって
は、瀬戸内海環境保全特別措置法第１３条第１項の埋立てについての規定の運用に関する同条第2項の基本方針
に沿って環境保全に十分配慮するものとする。
　また、環境影響評価法及び香川県環境影響評価条例に基づく環境影響評価に当たっては、環境への影響の回
避・低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切
に反映されるよう努めるものとする。
　これらの検討に際しては特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息、
海水浄化等において重要な場であることを考慮するものとする。
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施策名 環境影響評価

担当部局 香川県　環境森林部　環境政策課

施
策
の
概
要

　環境影響評価とは、大規模事業の実施に際し、事前に事業が環境に与える影響を調査、予測、評価することにより、事業者による適切な
環境配慮を促す制度である。
　香川県では、昭和58年に「香川県環境影響評価実施要綱」を制定し、平成11年にはそれまでの要綱に変わる「香川県環境影響評価条例」
を制定している。この条例と「環境影響評価法」に基づき、環境影響評価制度を適切に運用している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　法、条例及び要綱に基づき、環境影響評価手続きを行った公有水面埋立事業は、2件ある。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位 件
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 H20

19 14 29 16 10 15 12 3 5 6

単位 ha
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 H20

5 40.3 20.6 15 1.2 23.2 8 2 2.3 3

単位

Ｎｏ

該当箇所 ５　埋立てに当っての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海区域における埋立てについては、未利用地や既存施設の有効利用のほか、残土等の搬出抑
制・有効利用、廃棄物の発生抑制・再利用等を通じた循環型社会の形成を推進することによって、極力その抑制に
努めるものとする。
　なお、やむを得ず公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を行う場合であっても、瀬戸
内海環境保全特別措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する同条第2項の基本方針に沿って、
環境保全に十分配慮するものとする。
　また、環境評価法及び愛媛県環境影響評価条例に基づく環境影響評価に当っては、環境への影響の回避・低減
を検討するとともに、必要に応じて適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切に反映
されるよう努めるものとする。
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施策名 環境影響評価制度（環境アセスメント）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

施
策
の
概
要

　当県は瀬戸内海及び宇和海に面し、西日本最高峰である石鎚山を擁するなど、豊かな自然環境に恵まれている事から、これら環境を保
全し、県民、事業者、行政が相互に協力し将来の世代に引き継いでいくため、平成11年「愛媛県環境影響評価条例」を制定し、同年6月から
施行している。
　その運用にあたっては、評価要件等が現況に適した運営がなされるよう、施行規則などを適宜改正することとしている。

○評価対象の事業
　・埋立て、干拓
　・道路
　・河川
　・鉄道
　・飛行場
　・発電所
　・廃棄物処理施設　等

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

■埋立て、干拓
　　面積25ｈａ以上（干潟、自然海浜等については15ｈａ以上）の埋立てについて、標記条例の対象としている。

　○調査、予測及び評価の対象
　　１　環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
　　　　　水質、底質、土壌、地形・地質、地盤、地下水、大気質、悪臭、騒音、振動　等

　　２　生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
　　　　　動物、植物、生態系

　　３　人と自然の豊かな触れ合い及び地域の歴史的文化的特性の保全
　　　　　景観、文化財、人と自然との触れ合い活動の場

　　４　環境への負荷の低減
　　　　　廃棄物、温室効果ガス　等

進捗状況を示すデータ
項目１ 埋立件数

項目３

年度

項目２ 埋立面積



○水面の埋立及び干拓
（法）   面積５０ｈａ超
（条例）面積２５ｈａ以上５０ｈａ以下

○埋立処分場
（法）   面積３０ｈａ以上
（条例）面積１５ｈａ以上３０ｈａ未満

○新門司南地区公有水面埋立事業（約４９ｈａ）

単位

単位

単位

施
策
の
概
要

進捗状況を示すデータ

施策名

担当部局

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

福岡県　環境部　自然環境課　環境影響審査係

１．一定規模以上の水面の埋立て及び干拓並びに埋立処分場の設置及び構造・規模の変更については、環境影響評価法又は
福岡県環境影響評価条例に基づき、環境影響評価を行う必要がある。その際、事業者は、環境への影響の回避・低減を検討
し、それが困難な場合は必要に応じ適切な代償措置を検討するものとされている。また、地域住民の意見が適切に反映されるよ
う努めるものとされている。

１．環境影響評価法の施行日（平成１１年６月１２日）以降、瀬戸内海関係地域での環境影響評価の実施事例は次のとおり。

項目２

項目１

Ｎｏ

該当箇所 ５　埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文
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　埋立てについては、未利用地や既存施設の有効活用、廃棄物の発生抑制・再生利用等を通じた循環型社会の構
築を図ることにより、瀬戸内海区域における埋立ての抑制に努めるものとする。
　なお、やむを得ない事由により、本県の瀬戸内海区域において公有水面埋立法第２条第１項の免許又は同法第
４２条第１項に基づく承認を行う場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第１項の埋立てについての規定の
運用に関する同条第２項の基本方針に沿って、環境保全に十分配慮するものする。
　また、環境影響評価法及び福岡県環境影響評価条例等に基づく環境影響評価に当たっては、環境への影響の回
避・低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切
に反映されるよう努めるものとする。
　これらの検討に際しては特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息、
海水浄化等において重要な場であることを考慮するものとする。

埋立に当たっての環境保全

項目３



単位

単位

単位
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　埋立てについては、未利用地や既存施設の有効活用、廃棄物の発生抑制・再生利用等を通じた循環型社会の構
築を図ることにより、瀬戸内海区域における埋立ての抑制に努めるものとする。
　なお、やむを得ない事由により、本県の瀬戸内海区域において公有水面埋立法第２条第１項の免許又は同法第
４２条第１項に基づく承認を行う場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法第１３条第１項の埋立てについての規定の
運用に関する同条第２項の基本方針に沿って、環境保全に十分配慮するものとする。
　また、環境影響評価法及び福岡県環境影響評価条例等に基づく環境影響評価に当たっては、環境への影響の回
避・低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。その際、地域住民の意見が適切
に反映されるよう努めるものとする。
これらの検討に際しては特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息、海
水浄化等において重要な場であることを考慮するものとする。

施策名 埋立に当たっての環境保全に係る代償措置

担当部局 北九州市環境局廃棄物事業部施設課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所

年度

年度

項目２

項目３

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（実施事例）
　計画中の新門司南地区公有水面埋立地では、緩傾斜護岸を採用。

５　埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

該当箇所本文

施
策
の
概
要

環境保全措置が必要な護岸については、緩傾斜護岸を採用し、海藻の育成が促され藻場等が形成しやすくなるような環境を生成する。

項目１



単位

単位

単位

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ

５　埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

項目１

　本県の瀬戸内海区域における公有水面埋立法第２条第１項の免許又は同法第４２条第１項の承認に当たって
は、瀬戸内海環境保全特別措置法第１３条第１項の埋立についての規定の運用に関する同条第２項の基本方針
に沿って十分配慮するものとする。
　また、環境影響評価法及び大分県環境影響評価条例に基づく環境影響評価に当たっては、環境への影響の回
避・低減を検討するとともに、必要に応じ適切な代償措置を検討するものとする。
　これらの検討に際しては特に浅海域の藻場・干潟等は、一般に生物生産性が高く、底生生物や魚介類の生息、
海水浄化等において重要な場であることを考慮するものとする。

施
策
の
概
要

　埋立面積２０ｈａ以上の公有水面の埋立及び５ｈａ以上の廃棄物最終処分場の建設事業においては、大分県環境影響評価条例に基づい
て、環境影響評価を行うこととされている。その際には、環境への影響の回避・低減を検討するとともに、必要に応じて適切な代償措置を検
討するものとされ、その際、関係住民等の意見が適切に反映されるよう努めるものとされている。
　本県においては、事業者から提出される環境影響評価実施計画書、環境影響評価準備書等の内容について、大分県環境影響評価技術
審査会の意見を参考にしながら指導・審査を行うこととなっている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　大分県環境影響評価条例が施行された平成１１年６月１５日以降、これに該当する公有水面の埋立及び廃棄物の最終処分場の建設事業
は行われていない。

該当箇所本文
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施策名 環境影響評価指導事業

担当部局 大分県生活環境部生活環境企画課

Ｎｏ

該当箇所



単位 者
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ H１７ Ｈ１８ H１９ H２０ H２１

282 242 228 200 216 207 297 202 311

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２．廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　(1)廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用

該当箇所本文

　このため、県では第二次奈良県廃棄物処理計画（平成二十年三月策定）に基づき、具体的な減量化目標値を設
定し、廃棄物の発生抑制、減量化及びリサイクルの推進、環境に安全な廃棄物の処理の推進並びに廃棄物処理
施設の確保を図るものとする。
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施策名 廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用の取り組み

担当部局 奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課

施
策
の
概
要

　平成12年3月に、これまでの基本計画を見直し、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理の観点から、資源循環型社会
の構築を目指す「第三次産業廃棄物処理基本計画」を策定した。

　策定当初の本計画の期間は、平成12年度から平成21年度までの10年間としたが、平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」が制定
され、また廃棄物処理法が改正になり都道府県は国が策定する基本計画に基づき、廃棄物処理計画を定めることになった。
　
　このことから、平成15年3月に「奈良県循環型社会構築構想」を策定すると共に、「第三次産業廃棄物処理基本計画」に一般廃棄物処理も
含めた「奈良県廃棄物処理計画」を、平成20年3月には「第2次奈良県廃棄物処理計画」を策定し、現在、構想、処理計画に基づき、廃棄物
の発生抑制、再利用、再生利用に向けた施策を展開している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

事業者に対する指導・支援としての実施事例
・　「廃棄物処理法」及び「奈良県産業廃棄物処理計画作成指導要領」に基づき、多量排出事業者に産業廃棄物減量化計画の作成指導を
強化すると共に、毎年度の処理状況、減量化目標達成状況の報告を求める。また、事業所への立ち入り調査等により処理計画の実行を促
す。

・排出事業者が自ら廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクルが十分になされているかを評価し、改善するためのガイドラインとして「奈良県
廃棄物排出事業者自己評価ガイドライン」を作成し、排出事業者の減量化等の取り組みのための支援を行った。

・排出事業者の発生抑制・減量化・リサイクルの推進のための技術的な取り組みに対し支援を行うため「廃棄物減量化マニュアル」を作成し
た。平成17年度には、小規模事業所においても取り組みの参考となる「廃棄物循環利用と適正利用のための手引き書」を作成した。

・平成16年度からは、税制度においても、減量化等を推進するため「産業廃棄物税」を導入し、この税収を財源として、事業者が取り組む減
量化等に向けた研究開発への補助や、個々の事業者に対する専門家の派遣、ゼロエミッションに向けたセミナーの開催などを実施してい
る。

進捗状況を示すデータ
項目１ 廃棄物処理計画を提出した多量排出事業者数の推移

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　廃棄物処理法が改定されたことにより、平成15年3月に、従来の産業廃棄物処理基本計画に加え、一般廃棄物の処理も含めた「奈良県廃
棄物処理計画」を策定し、また、平成２０年３月には「第２次奈良県廃棄物処理計画」を策定した。その中で引き続き環境に配慮した施設を
設置することとしている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）市町村の処理施設の整備
　平成19年度末における県内のごみ焼却施設は、25市町村で27施設が稼働(処理能力(2,321t/日）、ごみ燃料化施設１施設(処理能力35t/
日）、粗大ごみ処理施設11施設(処理能力301t/日）が整備された。

（２）監視の徹底
　平成13年度より、産業廃棄物監視センターを設置、平成21年度には、それまでの各保健所の環境保全業務を集約し、景観・環境保全セン
ターへと組織替を行い、市町村、県ほか関係機関との連携を図りながら不法投棄等の不適正処理の未然防止、早期発見のためのパトロー
ルを実施している。
　保全センター職員及び民間委託によるパトロール体制を強化し、土・日・祝や早朝・夜間、最終処分場周辺など目的別にきめの細かいパト
ロールを行っている。
　平成18年度からは、ヘリコプターによる空からの監視を行い、通常人目につかない場所への不法投棄に加え最終処分場の空からの監視
を行っている。

（３）不法投棄をさせない環境づくり
　平成17年度から、県民総監視による不法投棄をさせない環境づくりを目指して、不法投棄等通報のためのフリーダイヤルの設置、マス・メ
ディアも活用した広報、県内事業所と連携した「不法投棄ゼロ作戦」などを推進実施している。

（４）産業廃棄物処理施設の検討
　地方公共団体が関与する産業廃棄物処理施設の建設については、適地の情報等については、地元市町村の協力無しには実現はあり得
ないため県下市町村に対して条件を示し適地の情報を求めるアンケートを実施した。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 廃棄物の処理施設の整備及び廃棄物の不法投棄等の監視

担当部局 奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課

Ｎｏ

該当箇所 ２．廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　(2)処理施設の整備

該当箇所本文

　県の瀬戸内海関係区域の平成十七年度末ごみ処理施設の整備状況は、奈良市をはじめ二十三市町村でごみ処
理施設二十四箇所（処理能力二千三百七十四ｔ／日）及び粗大ごみ処理施設十一箇所（処理能力三百一ｔ／日）が
整備されており、現在これらの施設により処理を行っている。
　今後は、再生利用のための中間処理施設の整備及び広域的な施設整備を推進していく。
　また、産業廃棄物については、排出事業者責任を徹底するとともに、優良な産業廃棄物処理事業者を育成し、適
正処理の推進を図るものとする。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ２．廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

　県の瀬戸内海関係区域においては、平成十七年度末において、一般廃棄物の最終処分場九箇所、処分業者の
産業廃棄物の最終処分場十三箇所が確保されている。
　廃棄物の最終処分量は、減少傾向にあるが、今後、廃棄物の再生利用のための中間処理施設の整備を推進し、
最終処分量の減少を図るとともに、関係機関と協力して、大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス計画）を推
進し、処分地の確保に努めるものとする。
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施策名 廃棄物の処分地の確保

担当部局 奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課

施
策
の
概
要

　平成20年3月に策定された「第2次奈良県廃棄物処理計画」に基づき事業を推進する。

　処分地の確保については、本県も参画している大阪湾フェニックス計画で、平成18年3月に県内の受け入れ市町村数が25から34に拡大さ
れると共に、受け入れ期間も平成22年度から平成33年度にまで延長された。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）最終処分場適地調査
　最終処分場の公共関与については今後も重要な課題であり、県下市町村に対し、設置候補となる場所の要件を示し、適地の有無につい
てのアンケート調査を実施し、情報の提供を求めた。

（２）フェニックスにおける受け入れ対象地域の拡大
　中間処理技術の向上や産業廃棄物税の導入、排出事業者の廃棄物の発生抑制・再生利用への取り組みが実施されている一方、大阪湾
フェニックスでの受け入れ期間が延長され、県下の受け入れ対象市町村も拡大されたことから、今後既存の県内最終処分場と併用してフェ
ニックスの利用促進を図る。

（３）減量化等の取り組み
　最終処分量を減少させるために、排出事業者に対して、減量化等の研究開発に対する補助、組織的に取り組むセミナーの開催、各事業
者への専門家の派遣等を行っている。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 6.廃棄物処理施設の整備及び処分地の確保　(1)処理施設の整備

該当箇所本文

（１）処理施設の整備　本県の瀬戸内海区域の平成１９年度末における、ごみ処理施設の整備状況は、１３カ所（処
理能力１，３４８ｔ／日）が整備されており、現在これらの施設により処理を行う一方、平成９年１月に策定した「ごみ
処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に従い、将来の本県におけるごみ処理体制の基本的な考え方
を示した「和歌山県ごみ処理広域化計画」に基づき、ごみ処理施設の整備を実施するものとする。

170【終了】

施策名 市町村が実施するダイオキシン対策のための施設整備事業に対する県費補助（Ｈ１５で終了）

担当課室 和歌山県環境生活部循環型社会推進課

施
策
の
概
要

平成１４年１２月から実施されているごみ焼却施設ダイオキシン排出濃度新基準に適合するために必要な市町村のごみ処理施設の改良に
対し、県単独の補助を実施した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○補助事業名：ごみ焼却施設ダイオキシン削減特別対策事業
○補助率：国庫補助対象外経費の1／４（上限３０，０００千円）
○平成１４年度実績：９８，４７０千円（４カ所）、平成１５年実績：３０，０００千円（１カ所）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　適正処理を確保するために、処理業者や排出事業者に対して立入検査の実施を行い、監視指導を行っていくとともに、処理業者や排出事業
者に対し、産業廃棄物の適正処理に係る法令、専門知識等を修得させるための研修会や、排出事業者を対象に産業廃棄物管理票の交付等
について、個別に点検・確認を行うなど、和歌山県産業廃棄物協会委託事業として実施している。また、２０年度より義務化された産業廃棄物
管理票交付等状況報告書により、排出事業者への指導や監視等体制を強化している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 排出事業者、処理業者に対しての監視指導

担当課室 和歌山県　環境生活部　環境政策局　廃棄物対策課

Ｎｏ

該当箇所 6.廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　(1)処理施設の整備

該当箇所本文

本県の瀬戸内海区域の平成１８年度におけるごみ処理施設の整備状況は、１４ヶ所（処理能力1,378ｔ/日）が整備さ
れており、現在これらの施設により処理を行う一方、平成９年１月に国が策定した「ごみ処理に係るダイオキシン類発
生防止等ガイドライン」に従い、将来の本県におけるごみ処理体制の基本的な考え方を示した「和歌山県ごみ処理広
域化計画」に基づき、ごみ処理施設の整備を実施するものとする。
産業廃棄物については、適正処理を確保するため、排出事業者及び処理業者に対しての監視指導を徹底する。
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単位 品
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

122 76 167 34 20 33 25
ただし、H17年度に条例化に伴い再認定を行ったため、現在の認定数は計279製品

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１）本事業は、リサイクル製品等の利用拡大により資源の循環的な利用の促進とリサイクル産業の育成を図り循環型社会の形成に資すること
を目的とし平成１５年度から実施している。
２）平成１７年度にはリサイクル製品の更なる利用促進のため条例化した。
３）リサイクル製品とは、循環資源を原材料の全部（又は一部）として製造（又は加工）される製品であり、次のいずれにも該当するものである。
　　　①県内における廃棄物の減量化・再資源化に寄与するものとして一定の要件を満たすもの
      ②生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造・加工されたこと
　　　③その他品質・安全性等一定の要件を満たすこと
４）現在までに２７９製品を認定し県民、市町村及び事業者に対し普及広報を行うとともに、県産の認定製品については県による優先使用に努
めている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ リサイクル製品認定数

施策名 リサイクル製品の利用促進

担当課室 和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課

Ｎｏ

該当箇所 6.廃棄物処理施設の整備及び処分地の確保　     (2)処分地の確保

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海地域においては、平成１９年度末において一般廃棄物の最終処分場９ヶ所（残余容量３６万２千
㎥）が確保されている。
  また、公共関与による産業廃棄物の処分については、大阪湾圏域広域処理場整備事業（フェニックス計画）への参
加を本県の公共関与処理の一部として位置付けているが、より積極的な対応として、指定地域の拡大に努めるととも
に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律等に基づき再生利用の促進
等総合的施策を推進することにより、廃棄物としての最終処分量の減少を図るとともに、廃棄物の適正な処理に十分
配慮する。
   特に、廃棄物の海面埋立処分によらざるを得ない場合においては、瀬戸内海の環境保全に十分配慮し、処分地の
確保に努める。

172



　　リサイクル推進等県民運動
　(1) ごみゼロ社会プロジェクト推進会議

　(2) 「エコフェスタおかやま」の開催や各種広報媒体を活用した啓発

  (3) おかやま・もったいない運動推進事業

単位

単位

単位

　　　再生品の利用促進、マイバッグ持参運動の推進等の実践的な取り組みを推進する。

      テレビ、ラジオ、新聞等による啓発やポスターコンクールなど、全県的なＰＲ活動を実施する。

　　　「もったいない」をキーワードとして、３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）についての県民一人ひとりの意識改革と実践
　　 活動を促すため、「おかやま・もったいない運動」推進やごみゼロコンテスト等を実施する。

項目３

項目２

進捗状況を示すデータ
項目１

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

上記と同じ

施策名 ごみ減量化推進対策事業

担当部局 岡山県生活環境部循環型社会推進課

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び最終処分場の確保　（１）廃棄物の3Rの促進等

該当箇所本文
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会からの転換を図るため、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏まえ、廃
棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の3Rの促進、処理施設の整備等の総合
的施策を推進することにより、廃棄物としての最終処分量の減少等を図るものとする。
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　　岡山エコタウン推進事業
  (1) エコタウン事業推進組織の運営
　　　エコタウン事業全体の推進、事業展開を行う上で助言を行う「事業推進委員会」を運営し、各分野の事業の発展的な
　　  取り組みを促進する。
  (2) エコタウンソフト事業
　　　県内３カ所で巡回展示を行うとともに、パンフレット等の活用により、「岡山エコタウンプラン」を県民等へ広く周知する。
  (3) 岡山エコタウン関係施設巡回見学受入事業
　　　エコタウンプランのハード事業により支援した資源循環型施設を県民の環境学習の場として有効に活用するため、視
　　  察受入れの推進・支援を行う。

単位

単位

単位

施策名 岡山エコタウン推進事業

担当部局 岡山県生活環境部循環型社会推進課

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び最終処分場の確保　（１）廃棄物の3Rの促進等

該当箇所本文
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会からの転換を図るため、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏まえ、廃
棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の3Rの促進、処理施設の整備等の総合
的施策を推進することにより、廃棄物としての要最終処分量の減少等を図るものとする。
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施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

上記と同じ

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



　　循環型社会形成推進条例に掲げる施策
  (1) 再生品使用促進事業

　　 品の認定及びPR事業を実施する。
  (2) 環境にやさしい企業づくり事業

　(3)循環資源情報提供システム整備事業
　　 循環資源の需要と供給をインターネットでマッチングするシステムを運用している。
　(4)グリーン調達の推進

単位

単位

単位

進捗状況を示すデータ

岡山県生活環境部循環型社会推進課

上記と同じ

施
策
の
概
要

      リサイクル製品の需要を喚起するため、再生品の使用促進に関する指針の周知徹底を図るとともに、「岡山県エコ製

　　　環境にやさしい企業づくりを促進するため、「岡山エコ事業所」の認定及びPR事業を実施する。

　　　県の率先行動として、グリーン調達（環境に配慮した製品やサービスの調達）を推進する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び最終処分場の確保　（１）廃棄物の3Rの促進等

該当箇所本文
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会からの転換を図るため、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏まえ、廃
棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の3Rの促進、処理施設の整備等の総合
的施策を推進することにより、廃棄物としての要最終処分量の減少等を図るものとする。
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施策名 循環型社会形成推進事業

担当部局

項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

176

上記と同じ

Ｎｏ

該当箇所

公共関与臨海部新処分場建設推進事業

進捗状況を示すデータ

担当部局

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目１

項目２

項目３

６　廃棄物の処理施設の整備及び最終処分場の確保　（３）最終処分場の確保

　今後は発生量の抑制と減量化・資源化を一層推進することにより、最終処分量の削減を図るものとする。また、本
県では、民間における計画的整備が困難になっている状況から、事業者処理責任の原則を堅持しつつ民間処理を
補完する立場から「第2次岡山県廃棄物処理計画」に基づき、公共関与によるモデル的な最終処分場を整備するこ
ととし、特に現在整備を進めている公共関与の最終処分場計画の着実な進捗を図るものとする。なお、特に海面埋
立処分を行う場合には、瀬戸内海の環境保全と廃棄物の適正な処理の両面に十分配慮するものとする。

施
策
の
概
要

該当箇所本文

施策名

　　県内の産業廃棄物最終処分場のひっ迫状況を解消するため、公共関与による産業廃棄物最終処分場を倉敷市水島地区に整備する。
施設整備は、(財)岡山県環境保全事業団が事業主体となり、平成18年度に各種法手続を終了。工事着手し、平成21年4月に竣工・埋立開
始。

岡山県生活環境部循環型社会推進課



単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１）備後地域を対象に平成１２年に「びんごエコタウン構想」を、平成１３年度に構想を実現するための「実行計画」を策定し、この計画に沿って
循環型施設の集積に向けて取り組んでいる。

２）また、実行計画でモデル地区に設定した福山市箕沖地区については、平成１８年度から平成１９年度で企業用地を整備し、リサイクル施設
の集積を図ることとしており、団地整備を完了した。平成20年度から企業用地の分譲を開始している。

３）容器包装リサイクル法に基づき、分別収集の徹底に向けた市町の取組を支援していくとともに、県民に対して分別排出の必要性を周知して
いる。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）「びんごエコタウン構想」対象地域の主な循環型施設
　①福山リサイクル発電事業【福山リサイクル発電㈱】　：県内市町参画の広域RDF発電の事業化
　②廃プラスチックの高炉原料化【JFE環境㈱】　：一般廃棄物の高炉原料化
　③フロンの広域回収、再生・処理【イネオスケミカル㈱】　：全国初のフロンの広域回収、再生・処理
　④発泡スチロールトレーリサイクル【㈱エフピコ】　：食品トレーの再生と回収システムの確立
　⑤ポリエステル混紡衣料品リサイクル【㈱エコログ・リサイクリング・ジャパン】　：ポリエステル繊維の再生

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 びんごエコタウン構想の推進

担当部局 広島県環境県民局環境部

Ｎｏ

該当箇所
６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保
（1）　廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用

該当箇所本文

循環型社会の構築に向けた先進的なモデルケースとして、備後地域を対象とした「びんごエコタウン構想」の具体化
を図るため、びんごエコタウンモデル地区に企業用地を整備し、リサイクル関連企業の立地を促進する。
　「びんごエコタウン構想」の中核として、可燃ごみを加工した固形化燃料（RDF）による発電や灰溶融による資源化を
図る「福山リサイクル発電事業」を実施しており、ごみ焼却に係るダイオキシン問題、最終処分場の逼迫、一般廃棄物
処理の広域化といった課題に対応するため、引き続き、この事業を推進する。
　また容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器再商品化法、食品循環資源
の再生利用等の促進に関する法律、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、使用済自動車の再資源
化に関する法律に基づき、消費者、行政、事業者がそれぞれの役割と責任を分担し、リサイクルシステムを適切に運
用する。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６ 　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保 　（2） 　処理施設の整備等

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域における平成18年度末の一般廃棄物処理施設の整備状況は、次のとおりである｡
　　（施設整備状況は図表のため、省略）
　現在、これらの施設により処理を行うほか、循環型社会形成推進交付金事業により廃棄物のリサイクル及びエネ
ルギー回収に重点を置いた施設の整備が進められており、今後とも、こうした施設の整備を推進する。

178

施策名 産業廃棄物の適正処理の推進

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

広域的・組織的な不法投棄の未然防止、早期発見、早期是正を図るため、次の施策を講じる。
　○　立入検査等による監視、改善指導等の強化
　○　排出事業者における廃棄物の管理の徹底
　○　優良産業廃棄物処理業者の育成
　○　違反行為の是正促進及び悪質業者に対する厳正な行政処分の実施
　○　関係機関、団体及び県民による監視・通報体制の拡充・強化
　○　監視・パトロールや不法投棄対策班の設置による不法投棄防止対策の推進

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○シーパトロールの実施
　海上保安部、政令市等と連携して、船舶による島嶼部、沿岸部における不法投棄を監視するシーパトロールを定期的(４海域年２回）に実
施している。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 ％
Ｈ8 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14 Ｈ16

57.8 62.1 67.5 72.6 76.0

単位

単位

179【終了】

施策名 広島県廃棄物処理計画の策定等

担当部局 広島県環境部環境対策局

Ｎｏ

該当箇所
６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保
（２）　処理施設の整備等

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域におけるごみ処理施設の平成11年度末整備状況は，ごみ焼却施設44施設，粗大ごみ処
理施設14施設が整備されており，その処理能力はそれぞれ3,255t／日，438t／日である。
　現在，これらの施設により処理を行う一方，ダイオキシンの排出削減や適正なごみ処理の推進に向け，平成10年7
月に策定した「広島県一般廃棄物広域処理計画」に基づき，廃棄物処理施設整備事業による処理施設の整備が進
められているところである。今後とも市町村との連携の下で，ごみの発生抑制，再使用，再生利用の総合的な推進と
併せて，一般廃棄物処理の広域化を推進する。
　さらに，産業廃棄物については，事業者及び処理業者に対する監視指導を徹底するとともに，「広島県廃棄物処理
計画」に基づき，適正処理の推進を図る。

廃棄物処理施設整備事業実施及び予定箇所
　ごみ処理施設（継続事業）　　　　広島市，呉市，安芸地区衛生施設管理組合
　　〃（新規事業）　　　　　　　　　　福山リサイクル発電㈱
　粗大ごみ処理施設（継続事業）　呉市
　ごみ燃料化施設（継続事業）　　府中市
　　〃（新規事業）　　　　　　　　　　大竹市，神石広域事務組合，東城町，福山市

施
策
の
概
要

１）廃棄物処理法が平成１２年６月に改正され，都道府県は産業廃棄物処理計画に替えて，一般廃棄物を含めた廃棄物処理計画を策定する
こととされた。

２）このため，大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムから資源循環型の環境への負荷が低減されるシステムへの転換を図るた
め，平成１５年３月に広島県廃棄物処理計画を策定した。

３）この計画は，①資源循環型社会への転換，②環境への負荷の低減，③環境配慮型行動の推進を目標とし，減量化目標及び施策の方向性
を示したものであり，計画期間は平成１５年度から平成１８年度までの４年間としている。

４）一般廃棄物広域処理計画の推進
ごみ焼却施設の集約化等が行われ，平成１４年１２月には５０施設から３４施設となり，その全ての施設で恒久基準への対応がなされた。ま
た，福山リサイクル発電所が平成１６年４月に稼動した。

５) 本県の瀬戸内海関係区域におけるごみ処理施設の平成16年度未整備状況は，ごみ焼却施設25施設，粗大ごみ処理施設11施設が整備さ
れており，その処理能力はそれぞれ3，040ｔ／日，357ｔ／日である。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
汚水処理人口普及率（県全体）

年度

項目１

年度

項目３

年度

項目２



単位 万ｍ
３

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
978 843 892 924 822 718 877 1,034 1,083 826 750 682

単位 万ｍ
３

H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９
256 373 342 281 246 232 221 239 239 231

単位

180

施策名 最終処分場の整備

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 ６ 　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　　（3） 　埋立処分地の確保等  

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域における平成19年度末の埋立処分地の整備状況は、一般廃棄物の最終処分場につい

ては29箇所（建設中、廃止分及び埋立完了施設を除く。残余容量231万ｍ
3
）、産業廃棄物の最終処分場については

57箇所（残余容量678万ｍ
3
）となっている。　平成15年度から実施している産業廃棄物埋立税の導入等により、近

年、廃棄物の排出量、埋立処分量は減少に転じているものの、適正処理の推進には埋立処分が必要となるため、
新たな処分地の確保も重要な課題である。廃棄物の最終処分が海面埋立によらざるを得ない場合においては、瀬
戸内海の環境保全に十分配慮したうえで、循環型社会形成推進交付金事業（最終処分場）及び廃棄物処理施設整
備事業（廃棄物埋立護岸）を活用し、埋立処分地の確保に努める。

施
策
の
概
要

【一般廃棄物最終処分場】

　平成19年度末において一般廃棄物の最終処分場29箇所（建設中、廃止分及び埋立完了施設を除く。残余容量231万m
3
）となっている。

【産業廃棄物最終処分場】
○　産業廃棄物最終処分場の残余容量は逼迫した状況にあることから、新規埋立処分場の整備等により最終処分場を確保する必要があ
る。
○　最終処分場の残余年数は、約７年しかない。
○　民間事業者による処分場設置が進まない中、公共関与による新規の管理型埋立処分場の整備等により最終処分場を確保する必要が
ある。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○　広島地域（出島地区）に、公共関与による廃棄物最終処分場を新規整備する。

　　・出島地区：埋立面積１８．０万ｍ
２
、埋立容量１９０．０万ｍ

３

進捗状況を示すデータ

年度末

項目１ 産業廃棄物最終処分場残余容量

項目２ 一般廃棄物最終処分場残余容量

項目３



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

本県の瀬戸内海関係区域においては，平成16年度末において一般廃棄物の最終処分場28箇所（建設中，廃止分及び埋立完了施設を除
く。残余容量210万m3）となっている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 廃棄物対策事業

担当部局 広島県環境部環境対策局

Ｎｏ

該当箇所 6　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　　（3）処分地の確保等

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域においては，平成11年度末において一般廃棄物の最終処分場25箇所（建設中，廃止
分及び埋立完了施設を除く。残余容量361万m3），産業廃棄物の最終処分場74箇所（残余容量822万m3）が確保さ
れているが，廃棄物は量的に増大，質的に多様化，複雑化しており，新たな処分地の確保も重要な課題である。廃
棄物の最終処分が海面埋立によらざるを得ない場合においては，瀬戸内海の環境保全に十分配慮したうえで廃棄
物処理施設整備事業（最終処分場）及び港湾整備事業（廃棄物埋立護岸）を実施し，処分地の確保に努める。
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単位 ％
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

13.4 15.6 15.9 20.5 21.7 22.3 27.3 28.5 28.1

単位

単位

項目２

項目３

施策名 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の取組

担当部局

一般廃棄物のリサイクル率

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

「山口県循環型社会形成推進基本計画」に掲げられている次の重点プロジェクトに取り組んでいる。
①やまぐちエコ市場の運営
②コンビナート企業等の特性を活用した資源循環
③食品系廃棄物の資源循環
④メタン発酵新技術導入による有機性廃棄物のバイオガス化
⑤食品残さの新技術活用による資源循環
⑥バイオマスのガス化・熱源利用による地域循環
⑦廃棄物を活用した新建材創出
⑧環境保全・再生に資する資源循環
⑨広域静脈物流システムによる資源循環
⑩廃棄物適正処理体制の確立による安心・安全の確保
⑪県民活動による３R推進

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

　持続的発展が可能な循環型社会を形成するための具体的な行動促進計画として策定した「山口ゼロエミッションプラン」に基づいて、地
域・産業特性を活かしたプロジェクトの具体化、事業化等施策を展開してきた。
　平成18年３月には、山口ゼロエミッションプラン等を含めた関連計画の１本化を図った、「山口県循環型社会形成推進基本計画」を策定し
た。

山口県環境生活部廃棄物･リサイクル対策課

項目１

182Ｎｏ

該当箇所 第3-6-(1)

該当箇所本文
山口県循環型社会形成推進条例（平成16年条例第１号）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき策
定した「山口県循環型社会形成推進基本計画（平成18年３月策定）」に基づき、循環的資源の循環的利用や廃棄物
の適正処理を通じて、県民が住み良さを実感でき、元気な企業が育ち活動できるような社会の実現を目指す。



単位 台
H16 H17 H18 H19 Ｈ20 H21

26 37 16 11 8 13

単位 件
H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 H21 ※

284 259 162 166 174 105
※Ｈ21は12月末現在

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　（１）廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用

該当箇所本文

　循環型社会形成促進基本法（平成12年法律第110号）の趣旨を踏まえた、第二次えひめ循環型社会推進計画（平
成17年３月制定）のほか愛媛県資源循環促進税条例（平成18年愛媛県条例第52号）等に基づき、廃棄物の発生抑
制、再使用及び再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することにより、循環型社会システムの
構築に努め、廃棄物の減量及び資源化対策等を鋭意推進するものとするとともに、最終処分量の減少等を図るも
のとする。
　なお、併せて愛媛エコタウンプランや資源循環優良モデルの認定等環境ビジネスの育成を図るものとする。

183

施策名 産業廃棄物不法投棄未然防止対策

担当部局 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課

施
策
の
概
要

　産業廃棄物の不法投棄等は悪質化、広域化、巧妙化しており、また資源循環促進税が平成19年4月から導入されたところであり、不法投
棄等の産業廃棄物の不適正処理が増大することが懸念されることから、不法投棄等を未然に防止し、早期発見・早期対応を図るため緊急
対策を講じ、県民の生活環境の保全を図るものである。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　監視指導の拡充・強化
　(1)「環境パトロールカー」による監視指導の強化
　　・不法投棄等の多発地帯を重点的、計画的に監視指導を実施。
　　・県民の苦情に応じて不適正処理の是正指導。
　(2)「消防防災ヘリコプター」の活用による上空監視
　　・地上からでは現認しづらい不法投棄等を上空監視により早期発見・早期対応。
　(3)「監視カメラ」による監視体制強化（監視カメラ増設）
　　・不法投棄は人目をさけ、夜間に行われることが多いが、夜間監視に対応可能なカメラは２台しかないため、県下全域で発生する不法
　　投棄に対して十分な監視ができていない。このため、夜間監視可能な高性能カメラを更に１台増設し、夜間の監視強化を図る。また、
　　既存の２台とともに不法投棄の多発地帯等に機動的に設置し、あわせてダミーカメラを積極的に活用して抑制効果発現を狙うとともに
　　不法投棄を未然に防止する。

２　不法投棄110番の設置
　　循環型社会推進課内にフリーダイヤル専用電話を設置、県民から通報を受け、早期対応と被害拡大防止を図る。

３　収集運搬車輌の検問
　　四県連携の1事業として、警察と合同で県下一斉に産廃を運搬している車輌の検問を行い、マニフェストの携帯等について確認し、
　マニフェスト制度の徹底と無許可営業の取締り等を行う。
　○回数：延べ15回
　○担当：循環型社会推進課及び保健所職員、警察官

４　産業廃棄物等適正処理指導員の設置
　　暴力団関係者等に対して厳格な対応が出来る等、指導効果の高い警察OBを各地方局に１名配置し、不法投棄の未然防止体制を
　強化する。

項目１ 車輌検問実施台数

項目３

年度

年度

項目２ 不適正処理事案の発見件数



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　近年の社会システムにおいて、様々の環境問題が引き起こされており、生活に関わりの深い廃棄物処理においても、排出量の増加や多
様化、不法投棄の増大、廃棄物焼却炉からのダイオキシン発生など、様々な問題が生じている。
　このため、国においても、廃棄物処理法の数次にわたる改正による規制効果、リサイクル関連法制定などの対応を推進していることを踏ま
え、本県においても、廃棄物処理問題に適切に対処するため、廃棄物処理の現状や課題、減量化の目標や行政施策の方向を明らかにし、
県民並びに事業者の理解と協力を求めるため、「愛媛県廃棄物処理計画」を策定した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○基本方針と各種施策
１．３R施策の展開
（１）排出抑制
　　　一般廃棄物：環境意識の高揚、経済的手法の導入
　　　産業廃棄物：多量排出事業者による排出抑制の推進と指導の徹底、環境マネジメントシステム導入の促進、
　　　　　　　　　　　　廃棄物削減工程導入への支援、発生・排出抑制技術の研究開発
（２）再使用
　　　一般廃棄物：消費者意識・行動の転換・誘導、回収・再生事業者への支援
　　　産業廃棄物：製造業者等による再利用（リユース）の促進
（３）再生利用
　　　一般廃棄物：えひめエコランド構想の推進、リサイクル関連法取組支援、広域連携、焼却施設等の熱回収　等
　　　産業廃棄物：資源循環優良モデル認定制度充実、産業廃棄物再生利用指定制度の活用促進、グリーン調達の促進、
　　　　　　　　　　　　廃棄物リサイクルの推進、利用技術研究開発助成　等

２．適正処理の確保
（１）適正処理の確保と不適正処理の防止
　　　一般廃棄物：処理施設の整備促進、ごみ処理広域化計画の推進　等
　　　産業廃棄物：監視指導体制の拡充・強化、不適正処理の防止（マニフェスト徹底、土砂埋立て規制の厳正運用　等）
　　　　　　　　　　　　優良処理業者の育成（評価制度の導入・支援育成）、有害物質対策（ダイオキシン、PCB等の対策推進）
（２）適正な処理施設の確保
　　　一般廃棄物：し尿処理施設の整備、最終処分場の延命対策、埋立物の中間処理の実施
　　　産業廃棄物：処理施設整備の促進（民間事業に対する融資制度、廃棄物処理センター処理事業の推進　等）

３．産業廃棄物税の導入・活用
　　　廃棄物の減量等に関する研究開発助成、環境ビジネスの振興、優良処理業者の育成。監視指導体制の強化

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 愛媛県廃棄物処理計画（平成１８年度～２２年度）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　（２）処理施設等の整備

該当箇所本文

　本県の関係区域の平成18年度末における一般廃棄物のごみ処理施設の整備状況は、ごみ焼却施設21箇所（処
理能力1,846ｔ/日）、粗大ゴミ処理施設16箇所(処理能力323ｔ/日）、再利用施設（リサイクルプラザ・センター）6箇所
（処理能力93ｔ/日）となっており、現在これらの施設により処理を行う一方、循環型社会形成推進交付金事業によ
り、松山市、新居浜市、西条市及び上島町において施設の整備が進められているところである。
　現在、周辺施設との集約化及び廃焼却炉の早期解体に努めているところであり、今後とも処理施設の整備等の
総合的施策を推進するものとする。
　また産業廃棄物については、事業所及び処分業者に対する指導及び監視を徹底するとともに、愛媛県廃棄物処
理計画（平成18年３月策定）に基づき、適正な処理体制の整備を図るものとする。
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単位 件数
Ｈ20 H21

2 2

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　愛媛エコタウンプランの中核事業に位置付けた「製紙スラッジ焼却灰ゼロエミッション」の具体化を図るため、業界団体が取り組む製紙ス
ラッジ焼却灰の発生抑制等の研究開発事業に必要な経費の一部を助成している。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　紙産業資源循環促進支援事業の実施
　　（社）愛媛県紙パルプ工業会が会員を対象に実施している製紙スラッジ焼却灰の発生抑制等の研究開発事業について、平成21年度に
は
　工業会が採択した2件の事業に助成している。

進捗状況を示すデータ
項目１ 補助事業の件数

施策名 産業廃棄物の発生抑制等の促進（紙産業資源循環促進支援事業）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　（３）処分地の確保

該当箇所本文

　本県の関係区域においては、一般廃棄物最終処分場が平成18年度末において、24箇所（残余容量944千㎥）、産
業廃棄物最終処分場が平成16年度末において、43箇所（残余容量8,836千㎥）が確保されており、廃棄物の量は減
少傾向にあるものの、今後とも安全性の高い最終処分場を確保する必要がある。
　このため、地域住民の理解のもと処分場の確保に努めるほか、廃棄物となる以前を含めた循環型社会システム
の構築に努め、最終処分量の減量化を促進するものとする。
　なお、廃棄物の海面埋立処分によらざるを得ない場合においても、環境保全と廃棄物の適正な処理の両面に十
分配慮し、このような観点から整合性を保った廃棄物処理計画及び埋立地の造成計画によって行うものとする。
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単位 件数
Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

4 9 6 13

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　（１）廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用

該当箇所本文

　循環型社会形成促進基本法の趣旨を踏まえた、第二次えひめ循環型社会推進計画のほか愛媛県資源循環促進
税条例等に基づき、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進す
ることにより、循環型社会システムの構築に努め、廃棄物の減量及び資源化対策等を鋭意推進するものとするとと
もに、最終処分量の減少等を図るものとする。
　なお、併せて愛媛エコタウンプランや資源循環優良モデルの認定等環境ビジネスの育成を図るものとする。
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施策名 環境ビジネスの振興（資源循環優良モデル認定事業、資源循環技術等研究開発事業）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課

施
策
の
概
要

　環境ビジネスを振興し、循環型社会の構築を図るため、そのモデルとなるリサイクル製品や廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）に積極的に取組む事業所や店舗等を、「資源循環優良モデル」に認定し、その存在を県民等に周知することにより、他の事業所等への
普及を図っている。
　また、産業廃棄物の再資源化を促進し、地域の循環資源を活用した新規産業を創出するため、県内廃棄物処理事業者が実践可能なリサ
イクルシステム等の調査研究を実施している。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　資源循環優良モデルの認定
　　平成21年度の認定分を含めると、これまでに、「優良リサイクル製品」を２８、「優良循環型事業所」を３６、「優良エコショップ」を
　３１認定している。（Ｈ22.2.5時点）
２　エコビジネス支援事業の実施
　　優良モデルの普及・啓発を図るため、平成21年度には「愛媛の３Ｒ企業展」を松前町で開催するなど、県内各地の環境イベント
　で制度や認定モデルのパネル展示等を実施した。
３　資源循環技術等研究開発事業の推進
　　県内産業廃棄物等の処理実態を踏まえ、県内産業廃棄物処理事業者が取り組むことが可能とされる６つのリサイクルシステム
　の具体化を図るための調査研究を実施している。

項目１ 優良モデルの認定件数

項目３

年度

年度

項目２



単位

単位

単位

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○廃棄物の３R推進を図るため、啓発活動等やリサイクル製品普及等を実施
　・ごみゼロふくおか行動指針の普及、３Ｒの達人派遣事業の実施
　・ポスターコンクール、マイバッグキャンペーン、施設見学会の開催
　・リサイクル社会構築のための研究開発やアドバイス
　・リサイクル製品認定制度によるリサイクル製品の利用推進
　
○エコタウン事業を展開（北九州市）

６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

施
策
の
概
要

○廃棄物の３R推進を図るため、啓発活動等やリサイクル製品普及等を実施する。
○エコタウン事業を展開。

年度

年度

項目２

項目３

年度
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(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。

施策名 ごみ減量化の推進

担当部局 福岡県環境部循環型社会推進課

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所



単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

ごみ減量化を推進するため、平成18年７月から「家庭ごみの指定袋料金の改定」や「プラスチック製容器包装の分別収集」などを実施。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

制度見直し説明会の実施(H17年５月～Ｈ１８年７月）
　（1，376回：約46,300人の市民参加）
市民と市職員の協働によるごみ出しマナーアップ運動の展開（Ｈ１８年７月）
　(市民分別協協力員は約11,700人、市職員は1,550人参加）

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 ごみ減量化の推進

担当部局 北九州市環境局環境政策部計画課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。

188【終了】



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。
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施策名 ごみ減量化の推進

担当部局 北九州市環境局環境政策部  環境首都政策課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

　H18.7実施。「分別・リサイクルの仕組みの充実」と「手数料の見直しによる減量意識の向上」という２つの施策で取り組み、具体的には、
「資源化物を含めた指定袋料金の改定」や「プラスチック製容器包装や小物金属の分別収集開始」など。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全市実施

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。
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施策名 容器包装廃棄物の分別収集

担当部局 北九州市環境局環境政策部  環境首都政策課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

○かん・びん分別収集（ステーション回収）　    （H5年～）
○PETﾎﾞﾄﾙ分別収集(ステーション回収)          (H9年～)
○紙パック・食品トレイ分別収集(拠点回収)     (H14年～)
○プラスチック製容器包装分別収集(ステーション回収) (H18年～)

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全市実施

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

年度

項目２



単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

○古紙集団資源回収奨励金の見直し(拠点回収：7円/kg　軒先回収：5円/kg)　（H16年～）
○市民センターへの保管庫設置
   　市民が古紙を持ち込む保管庫を設置。H9年から随時設置し、設置不可能な３市民センターを除き、H21.1に１２６箇所の市民センターへ
設置完了。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全市実施

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 地域における古紙集団資源回収の支援

担当部局 北九州市環境局環境政策部  環境首都政策課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。
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施策名 生ごみコンポスト化容器・電気式生ごみ処理機購入助成制度

担当部局 北九州市環境局環境政策部  環境首都政策課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

○生ごみコンポスト化容器購入助成制度：1台あたり3,000円の助成　            （H4年～）
○電気式生ごみ処理機購入助成制度　  ：購入価格の半額で20,000円を上限  (H12年～)

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全市実施

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

年度

項目２



単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

○レジ袋をもらわない消費者に全市共通のポイントシールを配布し、ポイントがたまれば事業参加店共通の割引シールとして利用できるも
の。
○行政は運営支援、事業参加店はポイントシールの原資を負担。
○H18.12実施。H21.12現在のレジ袋お断り率は、21.0%

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全市実施

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 全市共通ノーレジ袋ポイント事業の実施

担当部局 北九州市環境局環境政策部  環境首都政策課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

該当箇所本文

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの転換を図るためには、循環型社会形成推進基本法の趣旨を踏ま
え、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策を推進することが必要であ
る。
　このため本県では、容器包装廃棄物については、市町村において分別収集計画を策定し分別収集に取り組んで
いるところであり、県においても、市町村の分別収集が円滑に実施されるよう福岡県分別収集促進計画を策定する
とともに、ごみ減量化・リサイクルに関する普及啓発のための各種事業を実施している。
　また 、再資源化技術や社会システムを一体的に開発し、その実践支援を行うためリサイクル総合研究センターを
設立し産学官民の連携協力のもとに共同研究を実施しているところであり、今後も循環型社会の構築を推進するも
のとする。
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・浄化槽設置整備事業（津久見市　工期１８－２２）

・浄化槽設置整備事業（別府市他２市町　工期１９－２５）

・マテリアルリサイクル施設（佐伯市　工期１９）

単位 施設数

単位

単位

194

施策名 3R推進交付金（循環型社会形成推進交付金）制度

担当部局 大分県生活環境部廃棄物対策課

Ｎｏ

該当箇所 ６　廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保　（2）処理施設等の整備

該当箇所本文
今後は、これらごみ処理施設についての新増設、改造、更新など計画的な整備の促進を図っていくとともに、積極
的にごみの減量化・再生利用の促進を図るため、マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設等の
整備を進めている。

施
策
の
概
要

廃棄物の３Ｒを総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整
備を推進することにより、循環型社会の形成を図ることを目的とし、市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」に基づき実施される
事業の費用について交付される。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

年度

項目２

項目３



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ３　健全な水循環機能の維持・回復　８　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文（変更素案）

３　健全な水循環機能の維持・回復
特に、森林の保全・整備等については、地球環境の保全や子供達の未来を育むための公共事業と位置づけ、「緑
の公共事業アクションプラン」（平成17年策定）に基づき、放置森林や放置竹林の再生、間伐の促進など、水源地域
となる森林整備の推進に努める。

８　環境保全意識の普及及び住民参加の推進
また、水源地域となる森林を守り育てていく諸活動の実践に当たっては、「緑の公共事業アクションプラン」で掲げる
モデルフォレスト運動を推進し、地域住民、ＮＰＯ、企業など多様な主体の参加と連携の徹底を図るものとする。
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施策名 緑の公共事業アクションプラン

担当部局 京都府農林水産部林務課

施
策
の
概
要

京都府では、緑の象徴である森林の保全・整備等を地球環境の保全や子供達の未来を育むための公共事業と位置付け、「緑の公共事業
アクションプラン」を策定して、放置森林を針広混交林に再生する取組や京都の文化に貢献する森林づくり、間伐材の利活用等を推進して
います。

しかしながら、こうした行政中心の取組だけで森林を守り育てていくことは難しいことから、これまでの緑の公共事業の取組と併せて、モデル
フォレスト（利害関係者の総参加による森林を核とした環境保全運動）の理念の下で、多様な主体の参加と連携により持続可能な森林づくり
の取組を推進していくこととしました。

平成２１年度も、この府民協働の取組を具体的に展開していくための施策の方向について、大学の研究者や現場で活躍されている方々な
どで構成する政策検討会議で議論し、新しいアクションプランとしてとりまとめ、このアクションプランに基づき、施策を推進しています。

※モデルフォレスト…１９９２年の地球サミットの際に、日本の主催で開催された森林関係会合の席でカナダが提唱し各国で取組がスタート。
モデルフォレストとは、流域森林を単位として利害関係者の総参加のもとに行われるスケールの大きな地域住民参加の環境保全活動全体
のことで、巨木からなる森林や美しい森林そのものを指すものではありません。現在、世界１３カ国で取り組まれています。

１　緑の公共事業 豊かな水の森整備事業
（１）事業の趣旨／内容
　山村集落の生活用水等を供給する水源山地の森林を対象として、荒廃森林の整備や治山施設の設置を一体的に実施することにより、良
質で安定的な水を供給します。また、川及び海への養分の供給源である沿岸背後の森林整備を通じて豊かな海づくりに貢献します。
（２）事業内容
　取水機能を備えた治山ダムの整備、親水森林空間の整備、環境に優しい木製治山施設の設置

２　緑の公共事業 いのちと環境の森づくり事業
（１）事業の趣旨／内容
　放置された人工林等を対象に、森林所有者との協定により一定期間の伐採利用禁止等の措置を講じながら、環境保全の視点から針葉樹
と広葉樹が適度に混在した森への再生を促進します。
なお、この事業には、次の３つのメニューがあります。
（２）事業内容
　①森林機能回復整備事業：造林未済地における広葉樹の植栽や放置森林での強度の間伐等の実施
  ②森林適正整備推進事業：水源かん養等の機能を高度に発揮するため、国庫補助対象とならない８齢級（36年生～40年生） から12齢級
（56年生～60年生）の高齢級の間伐と間伐材の搬出、及びこれに伴う施業路開設の実施
  ③放置竹林拡大防止事業:放置されたことにより森林に侵入した竹林の伐採整理の実施

進捗状況を示すデータ

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目２

項目３

項目１



単位 ｍ
３

15年度 16年度 17年度 18年度
489 489 500 500

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持・回復　（１）海域

196【終了】

該当箇所本文 　藻場・干潟等の浅海域の保全や浄化機能の高い沿岸域の拡大に努める。

施策名 築いそ事業

担当部局 大阪府環境農林水産部水産課

施
策
の
概
要

＜概　要＞
○　事業目的：自然石の投入による小規模漁場の造成。

○　事業内容：魚類等の増殖を図るための投石事業(自然石の沈設）に対して補助する。

○　事業主体：漁業協同組合（府単独）

○　実施箇所：岬町

○  事業計画：事 業 費　(平成1８年度実績）１，０００千円
　　　　　　　　　　　　　　　 （平成1９年度予算）実施せず　　　事業終了

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　

進捗状況を示すデータ
項目１ 投石量

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７ 健全な水循環機能の維持・回復　(2) 陸域　ウ 都市域

該当箇所本文

　学校や公園敷地内等での雨水の一時貯留を検討するほか、一定面積以上の開発に対して雨水貯留施設の設置
の指導を行う等、雨水の貯留浸透を推進するとともに、雨水の流出抑制を図り、河川や水路の負担を軽減する。
　また、家庭や地域における雨水利用を推進するとともに、雨水及び下水道、浄化槽処理排水の植栽への散水、便
器洗浄水等への利用等、水の効率的利活用に努める。
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おおさかレインボウぷろじぇくと！

担当部局 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課

施
策
の
概
要

　本府ではレインは雨、ボウは宝を意味し、「雨を宝」として大切に使う社会づくりや水とみどりが豊かなまちづくりを目指すため、平成17年度
から雨水利用の取組みを「おおさかレインボウぷろじぇくと！」として推進しています。

（平成17年度の取り組み）
　・事業者の協力を得て、府域16か所に雨水タンクを設置。地域の方々による雨水モニター活動を実施。
（平成18年度の取り組み）
　・地域の方々による雨水モニター活動の実施
　・打ち水イベントの実施
　・「雨水と地下水を活かした水循環シンポジウム」の開催
（平成19年度の取り組み）
　・大阪府立花の文化園での雨水利用の導入
　・雨水利用技術セミナー「やってみよう雨水利用！」の開催
　・雨水利用啓発用パッケージの作成
　・簡易雨水利用診断ソフトの作成
（平成20年度の取り組み）
　・門真ロータリークラブ及び雨水利用を促進するNPO（関西雨水市民の会）と連携して、
　　地域の雨水利用の拠点となるように門真市内の６小学校へ雨水タンクを設置
　・雨水利用啓発用パッケージの貸し出し　３団体
（平成21年度の取り組み）
　・平成20年度の継続事業として、雨水タンクを設置した門真市内６小学校へ水循環に関する環境学習を実施
　・新たに門真市内４小学校及び１保育園へ雨水タンクの設置及び環境学習を実施
　・雨水利用啓発用パッケージの貸し出し　３団体（のべ5回）

施策名

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１

年度

項目２

年度

年度

項目３



・園内に降る雨が集まる噴水池の水を有効活用した散水システ
ムの導入
・家庭でできる雨水利用をPRするための小型雨水タンク（容量
250リットル程度）の設置（ゲート、花の工房、センター棟の３か
所）

※小学校へ設置した雨水タンク利用風景

※平成19年12月１日に開催。約４０名の参加
者に雨水利用についての講座を行った。

シート差し替

・園内に降る雨が集まる噴水池の水を有効活用した散水システムの導入
・家庭でできる雨水利用をPRするための小型雨水タンク（容量250リットル程度）の設置
（ゲート、花の工房、センター棟の３か所）

○雨水利用技術セミナーの開催 ○雨水利用啓発パッケージの作成

※府民、NPO等に環境フェスティバルでの展示や
　　出前講座用に貸出を実施

○小学校への雨水タンクの設置と環境学習

※環境学習風景



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　　「ひょうご水ビジョン」で示された目指すべき姿～水の美しい循環～の実現に向けて、県をはじめとして、県民一人ひとりまで、水を利用す
るあらゆる主体が「蓄え、上手に使う」「はぐくみ・ゆっくり流す」「きれいに保つ」「安全を高める」「親しみ・楽しむ」「学び・伝える」の６つの方向
に即して実践活動へと展開していくため、ひょうご水ビジョンの普及、啓発活動を実施している。
　また、リーフレット「水循環の手引き」を作成し、県民意識高揚のために配布している。
　水に関する総合的な情報発信基地として、また県民との情報の共有を図るためにホームページ「ひょうご水ステーション」を開設し、情報の
提供に努めている。
　
（参　考）
　本県では、平成１６年度に「ひょうご水ビジョン」を策定し、「２１世紀兵庫長期ビジョン」が示す環境優先社会を実現するため、これまでの取
り組みや成果を踏まえながら、水をめぐる様々な課題を見据え、兵庫の水が県土の自然、県民の生活、地域の文化をはぐくみながら美しく
循環するための総合的な指針とした。
　また、「ひょうご水ビジョン」では水の美しい循環を損なう様々な課題に向き合い、水が美しく循環するための水とのかかわりや水利用など
の実践活動に関する誘導指針としての役割を担っており、実践活動に繋げるための普及啓発活動及び情報発信を行っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○普及啓発活動
　・行政、小中学校、ＮＰＯを対象に「ひょうご水ビジョン」の普及、啓発活動を実施しており、平成１６年度は１７回、
　　平成１７年度は７回実施した。
  ・平成１８年度は、県民の参画と協働により水を大切に使う暮らしを実践する事業（節水道場）を実施し、終了した家族
　　を「節水名人」に認定した。
　・平成１９年度は、節水名人が作成された「節水カルタ」をホームページ上で紹介し、節水への取り組みについて啓発を
　　行った。
　・次代を担う中学生を対象に、毎年度「兵庫県中学生水の作文コンクール」を実施ししている。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 ひょうご水ビジョンの推進（水資源対策の総合的推進）

担当部局 兵庫県企画県民部政策室ビジョン担当課

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持・回復

該当箇所本文   海域と陸域の連続性に留意して、健全な水循環機能の維持・回復を図ることとする。

198



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 　７ 　健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域　ア　農地・森林の適切な維持管理

該当箇所本文

　農地や森林が持つ水源かん養等の公益的機能を発揮させるため、適切な維持管理を進める。
　農地については、傾斜地が多くまとまった農地が少ないなど農業生産条件が不利な中山間地域等を対象として、
その不利性を補正する直接支払いを実施し、農地保全を通じた農地の公益的機能の維持発揮を図る。ともに、地
域ぐるみの効果の高い共同活動と先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支援する農地・水・環境保全向上対
策を推進する。
　森林については、水源地域整備事業により水源地域の荒廃森林の整備等を行うほか、流域を単位として、民有
林、国有林を含めた川上から川下の関係者の総意のもとに多様な森林整備を行う流域管理システムの確立を図る
とともに、財団法人広島県農林振興センターによる水源林整備等を進める。

199

施策名 水源林造成事業及び農地・水・環境保全向上対策

担当部局 広島県農林水産部　　　　　　　

施
策
の
概
要

１　水源林造成事業
　渇水緩和、洪水防止等の、いわゆる｢緑のダム｣といわれる森林の諸機能を高度に発揮させていくため、｢(財)広島県農林振興センター（水
源の森会計）｣を事業実施主体とし、上・下流が一体となって水源林の整備を実施。
２　農地・水・環境保全向上対策
　農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて、地域の振興に資するため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業
者ぐるみでの先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支援する、農地・水・環境保全向上対策を実施する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　水源林造成事業
①事業を行う森林を「水源の森」に指定するとともに森林所有者と森林施業に関する協定を締結し、水源林を整備した。
②特に、平成６年の異常渇水を契機に、中長期的な水資源の確保を図るため、100年を超える長伐期のモデル水源林を造成するとともに企
業の参加による“企業の森”、漁業協同組合等関係者の参加による“豊かな海の森林”を整備した。
２　農地・水・環境保全向上対策
①農地・水・環境を保全管理するため、地域内の農家及び非農家を構成員とした活動組織を設立した。
②活動組織で計画した協定書（活動計画）を市町と締結し、共同活動や先進的な営農活動を行うことにより、農地・水・環境の良好な保全や
質的向上が図られた。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位
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　河川における多自然川づくりや道路等の整備における斜面緑化、自然材・自然石の利用等、水の地下浸透にも
配慮した工法を積極的に導入することにより、水循環機能の維持・回復を図る。また、合理的な水利用の促進を図
るなど必要な流量の確保に努めるとともに、下水道や農業集落排水等の処理水を雑用水等として再利用するな
ど、水の循環的利用に努める。

○加茂川
　改修済み区間において水制工を設置し、澪筋を蛇行させ変化を与えることで水生生物の保全を図った。

施策名 多自然川づくり

担当部局 広島県土木局　　　　　　　　　　　　

太田川水系小河原川、芦田川水系加茂川等で実施。

○小河原川
　河川改修にあたり、浸透性のある環境保全型ブロックの使用による植生の回復、澪筋の創出を図った。

Ｎｏ

該当箇所 ７．健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域　イ．河川等における水の地下浸透への配慮、流量の確保等 

該当箇所本文

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

　平成９年度の河川法の改訂により、「河川環境の整備と保全」が位置づけられた。
　ここで河川環境とは次の３つの事を指す。
　　　①河川の水量及び水質
　　　②河川区域内における生態系
　　　③河川区域内におけるアメニティ、景観及び親水
　この法改訂により河川工事においては、従来の間知ブロックから、環境保全型ブロック等の河川環境に配慮した工法を採用し、多自然川
づくりを進めている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
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例

項目１

項目２

項目３



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持･回復

該当箇所本文

　健全な水循環機能の維持･回復を図るため、海域と陸域の連続性に留意して、海域においては藻場･干潟等の浅
海域の保全及び自然浄化能力の回復に資する人工干潟等の適切な整備を図るものとする。陸域においては森林
や農地の適切な維持管理、河川や湖沼等における自然浄化能力の維持･回復、地下水の涵養、下水処理水の再
利用等に努めるものとする。また、これらの施策の推進に当っては、流域を単位とした関係者間の連携の強化に努
めるものとする。
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施策名 地下水の保全と有効活用

担当部局 香川県　政策部 水資源対策課

施
策
の
概
要

　 昭和57年に、国(整備局･経産局)、県、市町(高松･丸亀･坂出･善通寺･多度津･宇多津の４市２町)及び当該地域の地下水ユーザー（平成
20年度末、28企業）が一体となり、香川中央地域地下水利用対策協議会を組織し、取水の自主規制を行うとともに、高松地域･中讃地域で
地下水位を継続観測し、地下水の適正かつ合理的な利用の促進を図っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【地下水利用者間で揚水量の自主規制】　⇒　高松地域 700m3/日･井、中讃地域 800m3/日･井

【地下水位の継続観測】　⇒　高松地域4か所、中讃地域4か所

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域　ア　森林域

該当箇所本文
　森林センターの活用やどんぐり銀行活動等支援事業を実施し、苗木の植栽、森林の手入れなど、県民による森づ
くりの参加の機会と場所の提供に努める。
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施策名 水源の森づくり・県植樹祭

担当部局 香川県　環境森林部　みどり整備課

施
策
の
概
要

○水源の森づくり
山火事などで失われたみどりを取り戻すことを目的に、ボランティアの協力のもと、本島、直島、小豆島などで植樹行事を実施する。
○県植樹祭
緑の大切さ、重要性について県民が理解を深め、緑化思想の高揚を図るため、県民参加の緑づくりの一環として開催する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○水源の森づくり
（直島）　平成16年度～　　（本島）平成15～18年度　（小豆島）平成6年度～　（東かがわ市）平成12～17年度
○県植樹祭　平成15年度 　本島山火事跡地　　平成16　直島山火事跡地　　平成17　屋島(源平屋島の森）
                     平成18年度　直島山火事跡地　　平成20　直島山火事跡地　　平成21　香川用水調整池　宝山湖

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 人
Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

29385 23171 26631 22626 中止 16795 中止 中止 11025

単位
Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員 全員

単位

項目２ 小学４年生への節水副読本の配布

項目３

施
策
の
概
要

1）水資源に恵まれない本県にとって、水源の確保とともに、水の使用量を抑制することが重要であり、そのためには効果的で積極的な啓発
活動を展開し、節水意識を高めることが重要である。
　このため、県と市町で構成する「節水型街づくり推進協議会」を中心に、節水展示や節水ウィークなどの啓発活動を行っている。

２）節水意識を高めるには、子供の頃からの節水を心がけた生活習慣を身につけることが大切である。このため、節水型街づくり推進協議
会では、県内の小学４年生全員に節水副読本を配布して、節水学習の推進に努めている。

３）節水型機器等の普及促進を図るため、節水型街づくり推進協議会では、節水コマの無料配布や、節水機器の展示・紹介を行っている。
　また、県有施設では、トイレの洗浄水の使用を抑制するために、便器のフラッシュ弁の取替えや擬音装置の取り付けなど、率先して節水型
機器の設置を推進している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

1)水辺の納涼祭等での節水パネル展を実施。
2)ラジオによる節水広報の実施。

3)節水副読本を作成し県内の小学4年生全員（約9700人）に配布。（配布数約11000冊）

進捗状況を示すデータ
項目１ 節水ウィークの参加者数

施策名 節水・水循環の促進

担当部局 香川県　政策部　水資源対策課

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持・回復　(2)　陸域　ウ　都市域

該当箇所本文
　節水型社会構築のため、各種普及啓発活動を実施するとともに、水道蛇口への節水コマの普及に努め、水を大
切にする生活様式づくりを推進する。また、工場・事業場における水使用量の適正化を図るため、水の循環利用と
節水型施設・機器の導入促進に努める。
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単位
H17 H18 H19 H20

14 15 16 18

単位
H17 H18

9 9

単位

雑用水利用設備設置
件数

項目２

項目３

施
策
の
概
要

   県では、水の循環利用を促進するため、雑用水利用促進指導要綱を平成10年度に制定して、延べ面積１万㎡以上の新築等の建築物（共
同住宅等は除外）に対する雑用水利用施設の設置（トイレ洗浄水利用）指導を行うなど大型建物への雑用水の利用促進を図っている。
   また、平成14年度から平成18年度までの5年間、雑用水利用施設設置者に補助制度を設ける市町に対しトイレ洗浄水利用施設分の補助
を行い、家庭や事業所への雑用水利用の促進支援を図った。
 

補助件数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

  香川県雑用水利用促進指導要綱に基づき雑用水利用設備を設けた建物件数　平成10年度～　18件(平成20年度末現在)

　香川県水循環利用促進事業補助金交付要綱に基づく補助件数　平成14年度～平成18年度　　9件
　

進捗状況を示すデータ　
項目１

施策名 水の循環利用

担当部局 香川県　政策部　水資源対策課

Ｎｏ

該当箇所 ７　健全な水循環機能の維持・回復　(2)　陸域　ウ　都市域

該当箇所本文 　雨水の貯留施設を整備し、雑用水への利用を促進する。
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単位 ％
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
3.9 4.6 4.3 4.0 3.4 3.4 3.4 3.4 5.4 4.9 5.5 5.8

単位 基
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
69 143 267 363 428 495 539 584 643 699 773 862

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７．健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域　ウ　都市域

該当箇所本文
　森林や農地の適切な維持管理、河川や湖沼等における自然浄化能力の維持・回復、地下水の涵養、下水処理水
の再利用等に努めるものとする。また、これらの施策の推進に当たっては、流域を単位とした関係者間の連携の強化
に努めるものとする。
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施策名 下水処理水の再利用の取り組み

担当部局 香川県　土木部　下水道課

施
策
の
概
要

　下水処理水を雑用水などに再利用するとともに、修景・親水用水、河川維持用水としての利用に努めている。
　そのほか、雨水の貯留施設を整備し、雑用水への利用を促進している。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　本県における下水処理水の再利用の状況は、平成２０年度末において、公共下水道として高松東部処理場等７箇所及び流域下水道として
中讃流域下水道大束川浄化センター、金倉川浄化センター、鴨部川流域下水道鴨部川浄化センター、香東川流域下水道香東川浄化センター
の計１１箇所の終末処理場から　３，２６４千ｍ3/年を再利用しており、再利用率は５．８％である。
　また、高松市では、雨水の貯留施設整備を平成９年度より着手し、平成２０年度末までに８６２基の整備を行なった。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

下水処理水の再利用率

貯留施設整備数（累計）

年度

項目２



単位

単位

単位

・納入方式
　　県民税均等割上乗せ課税方式（法定普通税）

・納入者
　　県内に住所・事業所などを有する個人・法人（個人県民税・法人県民税均等割の納税義務者）

・納入額
　　個人：500円（※Ｈ22年度から700円）
　　法人：県税条例で定める県民税均等割額の5％上乗せ（※Ｈ22年４月１日以降に開始する事業年度分から７％上乗せ）

・税収の規模
　　約17.9億円（Ｈ17年度からＨ21年度税収実績（見込））、約27億円（Ｈ22年度からＨ26年度税収見込）

・納入方法
　　給与所得者・公的年金受給者：特別徴収（天引き）
　　事業所得者：普通徴収
　　法人：申告納付

７　健全な水循環機能の維持・回復　

　健全な水循環機能の維持・回復を図るため、流域を単位とした関係者間の連携に努めつつ、各地域で以下の施
策を実施する。
（１）海域
　海域と陸域の連続性に留意して、藻場・干潟・自然海岸等の浅海域の保全を推進するとともに、自然浄化能力の
回復に資するよう海岸環境整備事業等により、人口干潟の適切な整備を図るものとする。
（２）陸域
　森林や農地の適切な維持管理、河川や湖沼等における自然浄化能力の維持・回復、地下水の涵養、下水処理水
の再利用等に努めるものとする。また、これらの施策の推進に当っては、流域を単位とした関係者間の連携の強化
に努めるものとする。

該当箇所本文
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施策名 森林環境税（H17.4～）の導入(※Ｈ22.4～拡充・継続）

担当部局 愛媛県農林水産部森林局森林整備課・総務部管理局税務課

Ｎｏ

該当箇所

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

基金の設置
　森林環境税は、森林環境保全基金に積立て、目的とする事業に充当する。

基金運営委員会の設置
　知事が委員を委嘱し、森林環境税を活用した事業や基金に関する調査・審議を実施する。

森林環境税を活用する事業
　○県指定事業：県が使途を定めて実施しようとするもの
　　・森をつくる活動事業
　　　　県民共有の財産である森林の環境保全を目指し、水源涵養等、公益的機能の高い森林など、県民の暮らしと深く
　　　関わる森林の整備・保全
　　・木をつかう活動事業
　　　　健康で快適な生活環境の創造を目指し、森林から生まれ、人にやさしく、地域の環境保全に貢献する木材を利用
　　　する事業
　　・森とくらす活動事業
　　　　県民と森林が共生する豊かな暮らしの実現のため、森林との出会いやふれあい等を通じて森林を知り、森林を身近
　　　に感じる契機となる事業
　○公募事業
　　・県民施策提案公募事業
　　　　県民から森林環境税を財源として実施するべき事業案を募集するもの
　　・県民活動提案公募事業
　　　　県民の豊かな発想や自発的な活動により実施される事業を募集するもの

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

243.5 212.6 217 190 174 149 167 百万円

単位
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

817 606 957 633 989.7 1179 1,177 百万円

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７．健全な水循環機能の維持・回復　（２）陸域

該当箇所本文
　河川については、自然環境を保全・復元するため「ふるさとの川整備事業」、「マイタウン・
マイリバー事業」等を実施しているところであり、今後も河川が本来有する多様な生物の生息・生育環境に配慮し、
併せて美しい自然景観を保全・創出することを目的とした「多自然川づくり」を推進するものとする。

208

進捗状況を示すデータ
項目１ 郷土の水辺整備事業

施策名 各種河川改修事業

担当部局 福岡県土木部河川課

項目２、３ ふるさとの川整備事業、マイタウン・マイリバー整備事業

年度

施
策
の
概
要

１）郷土の水辺整備事業
　この事業は、「生物の多様な生息・生育環境の確保」、「健全な水辺環境の確保」及び「河川と地域との関係の再構築」を目標に、生態系の
保全、心地よい景観形式、親水性の確保を行うとともに、人と自然が出会う水辺環境の整備を行うものである。

２）ふるさとの川整備事業
　この事業は、河川本来の自然の整備・保全や周辺の景観との調和を図りつつ、地域整備と一体となった河川整備を行い、良好な水辺空間
の形成を図るものである。

３）マイタウン・マイリバー整備事業
　この事業は、大都市の中心市街地及びその周辺地のうち、改修が急務でありかつ良好な水辺空間の整備の必要性が高く、また周辺の市
街地の状況から見て、沿川における市街地の整備と合わせて河川改修を進めることが必要かつ効果的と考えられる河川について、水環境
の向上に配慮した河川改修を行うものである。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）郷土の水辺整備事業
　豊前市を流れる岩岳川等で実施。
＜具体的な実施内容＞
　・瀬や淵を回復させることにより、生物や植物の生息環境の改善を実施。
　・景観に配慮した自然豊かな護岸を整備することにより、親水性の高い水辺空間を整備。
＜他の河川の実施状況＞
　平成１４年度　今川、祓川、長峡川、城井川、岩丸川、友枝川、佐井川　　計８河川（岩岳川含む）
　平成１５年度　今川、祓川、紫川、城井川、岩丸川、友枝川　　　　　　　　　計７河川（　　　〃　　　）
　平成１６年度　今川、祓川、城井川、岩丸川、友枝川　　　　　　　　　　　　　計６河川（　　　〃　　　）
　平成１７年度　今川、祓川、城井川、友枝川　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計５河川（　　　〃　　　）
  平成１８年度　今川、祓川、城井川、友枝川　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計５河川（　　　〃　　　）
  平成１９年度　今川、祓川、城井川、友枝川　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計５河川（　　　〃　　　）
　平成２０年度　今川、祓川、城井川、友枝川　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計５河川（　　　〃　　　）
　
２）ふるさとの川整備事業
　北九州市を流れる紫川上流部で実施
＜具体的な実施内容＞
　・歴史や周辺の自然を生かしながら、景観に配慮した自然豊かな護岸を整備。
　

３）マイタウン・マイリバー整備事業
　北九州市を流れる紫川河口部で実施
＜具体的な実施内容＞
　・市民の憩いの場として、親水性の高い水辺空間を整備。

年度



単位 か所
H12 H14 H15 H18 H19 H20

1 1 1 1 1 1

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

・国庫補助事業を活用したあわび、さざえの増殖場の整備の実施。
・浅海域の機能回復の試験を実施。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・投石事業を 5 箇所で実施。
・干潟の機能回試験復のため、海中フェンスを設置（1箇所）。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 築いそ事業

担当部局 北九州市産業経済局農林水産部水産課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

Ｎｏ

該当箇所 ７健全な水循環機能の維持・回復

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全を図るため、各地域で次の施策を実施しており、今後も水循環機能の維持・回復に努めるも
のとする。
また、これらの施策の推進に当たっては、関係者間の連携の強化に努めるものとする。
(1) 海域
　海域においては藻場・干潟等の浅海域の保全を推進するとともに、洞海湾にて実施しているムラサキイガイを利
用した海水浄化のための実証研究等、自然浄化能力の回復に資する事業の推進に努めるものとする。
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単位 改善率
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
7.9 8.1 8.3 8.5 8.5 9.7 11.7 12.8 13.6 ％

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７  健全な水循環機能の維持・回復   

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全を図るため、各地域で次の施策を実施しており、今後も水循環機能の維持・回復に努めるも
のとする。
また、これらの施策の推進に当たっては、関係者間の連携の強化に努めるものとする。
(1) 海域
　海域においては藻場・干潟等の浅海域の保全を推進するとともに、洞海湾にて実施しているムラサキイガイを利
用した海水浄化のための実証研究等、自然浄化能力の回復に資する事業の推進に努めるものとする。
(2) 陸域
　森林については、水源かん養機能を高めるため、保安林の配備及び適切な維持管理に努めており、これととも
に、「（財）福岡県水源の森基金」を活用した水源かん養林の整備を進めているところであり、農地についても、保水
機能や地下水かん養機能の保全、再生のため、水田等農地の適正な維持管理を図るものとする。
　河川については、自然環境を保全・復元するため「ふるさとの川整備事業」、「マイタウン・マイリバー事業」等を実
施しているところであり、今後も河川が本来有する多様な生物の生息・生育環境に配慮し、併せて美しい自然景観
を保全・創出することを目的とした「多自然川づくり」を推進するものとする。
　また、都市部においても、下水処理場の処理水を再利用したビオトープの整備を図ったところであり、今後も下水
処理水の再利用の促進に努める。

210

施策名 水の循環利用

担当部局 北九州市建設局下水道河川部水環境課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

北九州市全体の水循環に係わる現状・課題を把握し、将来の水循環に対する明確な展望と、良好な水環境を再生・創出するための方向性
を見いだすことを目的に、平成15年に北九州市水循環再生プランを策定。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

水環境再生のため、今後進めていく主な施策として、雨水浸透施設の整備・普及、被覆面の改良（緑化の推進）、ため池の活用、雨水貯留
施設の普及、下水処理水の活用、雨水・地下水利用、合流式下水道の改善、下水の高度処理、多自然川づくり、水辺空間の整備といった１
０施策を盛り込む。
短期（１０年後）、中期（３０年後）、長期（５０年後）の３段階で実施スケジュールを計画して各種施策を実施予定。

進捗状況を示すデータ
項目１ 合流式下水道の改善

項目３

年度

年度

項目２



単位 か所
H19 H20 　　

2 1 　

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１ 実施箇所数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府　水産課

施
策
の
概
要

〈概要〉
○事業目的：魚介類の産卵や幼稚仔・未成魚の育成の場あるいは水質浄化の場として機能する増殖場（藻場）を造成し、漁業資源の増大と
海域環境の保全を図る。

○事業内容：自然石の投石によるホンダワラ、カジメ等の藻場の造成。
　 餌料培養礁の沈設による産卵、幼稚仔・未成魚の育成の場の造成。

○事業箇所：大阪阪南地区（泉佐野～阪南市地先）

○事業費：19年度実績　120,000千円
　　　　　　　20年度実績　 89,600千円
　　　　　　　21年度予算　102,000千円

該当箇所本文
　瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い既に失われた藻場干潟、自然海浜等の良好な
環境を回復させる施策の推進に努める。

施策名 豊かな海づくり推進事業

Ｎｏ

該当箇所 8 失われた良好な環境の回復
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単位

単位

単位

８　失われた良好な環境の回復等

進捗状況を示すデータ

施策名

項目２

項目３

Ｎｏ 212

担当部局

該当箇所

該当箇所本文

施
策
の
概
要

播磨灘西部沿岸域における里海づくり

　瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い消失、劣化した藻場、干潟、自然海浜等の良好
な環境を回復し、望ましい環境を創り出すための施策の展開を図るものとする。
　このため、先導的なプロジェクトとして、「尼崎21世紀の森構想」における沿岸域の環境創造や、播磨灘西部沿岸
域における里海づくりを推進する。
　これらの施策の推進に当たっては、国及び地方公共団体が先導的役割を果たしつつ、事業者、県民及び民間団
体との参画と協働による取組に努めるものとする。
　なお、施策の実施に当たっては、計画的な取組に努めるものとする。

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　事業目的
　　開発等により、干潟など海浜自然の消失や劣化などが進んできた播磨灘西部沿岸域において里海づくりに取り組む。また、瀬戸内海の
保全と再生を総合的に推進するための新たな法整備を主唱する県として、モデル的な実践を行い、近隣府県とも連携した取組成果を瀬戸
内沿岸府県に波及させていく。

２　事業内容
　　播磨灘西部沿岸域の環境現況等を調査し、里海づくりの考え方や進め方等を検討するとともに、適地を選定の上、モデル的な取り組み
を参画と協働により推進する。
　(1) 詳細調査の実施
　　　千種川河口（赤穂市）及び相生湾（赤穂市）をモデル区域として選定し、水質調査や植生調査等の詳細調査を実施した。
　(2) 播磨灘里海づくり専門委員会の設置
　　　沿岸域の自然再生等に造詣の深い学識者等による専門委員会を設置し、里海づくりの考え方・進め方等を検討するとともに、モデル
　　区域における詳細調査、再生方策・適用可能技術や具体的な取組内容の検討、提案等を行った。
　(3) 懇談会等の開催
　　　モデル区域（相生、赤穂）において、行政連絡会議を開催するとともに、漁協、保全活動団体、企業等が参加する懇談会を開催し、今
　　後の里有無づくりの取組や中長期的なビジョンについて意見交換を行っている。今後は、懇談会を発展させた里海づくり協議会を設
　　置し、具体的な構想を策定し、事業・取組みを推進していく。

項目１



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ８　失われた良好な環境の回復

該当箇所本文

　瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い既に失われた藻場及び干潟等の浅海域並び
に自然海浜等の良好な環境を回復させる施策の展開を図るものとする。海砂利採取跡地については、埋戻しも含
めてその環境回復のための措置を講ずるよう努めるものとする。これらの施策の推進に当たっては、開発等に伴い
かつての良好な自然環境が消失した地域を対象とすることを基本とし、国及び県が先導的役割を果たしつつ、事業
者、住民及び民間団体と連携した取組に努めるものとする。なお、施策の実施に当たっては、環境調査等を併行し
て実施し、工事等に反映させるなど、順応的に進めるものとする。
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施策名 養浜等による海浜環境の整備

担当部局 岡山県土木部港湾課

施
策
の
概
要

　1880年以来、長い間海水浴場として市民に親しまれてきた沙美海岸は、潮流等の影響を受けて一部の海岸浸食により砂浜が後退し、背
後地では越波による被害が発生したことから、白砂青松と詠われる瀬戸内特有の海浜の復元・創出及び人々が使いやすい海辺となるよう、
緑地、駐車場、休憩所を配置し多目的な海岸環境整備事業として整備した。
（事業概要）
　延長Ｌ＝９５０ｍ、砂浜Ａ＝１２２，６００㎡
　緑地等　Ａ＝１９，６５０㎡

１　児島港　唐琴地区
・当該地区は、児島港東端の瀬戸内海国立公園に位置し、背後には王子ヶ岳がそびえ、前面には備讃瀬戸や瀬戸大橋が望める風光明媚
なところである。また、当地区の一部区域は県の自然海浜保全条例に基づく自然海浜保全地区「唐琴の浦」として指定され、自然海浜の保
全が図られている。

　・当地区では近年砂浜が後退し、既設護岸の老朽化や台風波浪による越波被害がたびたび生じ、早急な対策が求められていた。また、古
くは和歌にも詠まれた白砂青松の美しい海岸として知られ、海水浴場として利用されていたが、砂浜の後退と併せ駐車場等の利便施設の
不足と相まって利用者が激減し、海浜の荒廃が進んでいる。このため、面的防護による保全施設の向上とあわせて、景観や自然環境に配
慮しつつ付近住民だけでなく他の地域の人々にも海辺に親しめ、利用しやすい潤い豊かな海辺の再生を図ることが必要となっている。

　・当該計画地は、約２．７ｈａのアマモ場（平成７年度調査）が確認されているが、平成元年調査と比べると約６ｈａの減少となっており、藻場
等引き網禁止区域に当該地区内も指定され、藻場の保全が図られている。このため、海岸保全施設整備に併せて、減少傾向であるアマモ
場の保全が必要となっている。

　・当地区が瀬戸内海国立公園内であることや、計画地内は県の自然海浜保全地区「唐琴の浦」に指定されており、海浜の保全、周辺環境
との調和、保持等について規定され、自然海浜の保全と適正な利用が図られている。このため、周辺の自然環境との調和に十分配慮した
整備を行い、海浜の保全と快適な利用の確保を図る必要がある。

２　 水島港・沙美海岸　海岸環境整備事業

項目２

項目３

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

同上

進捗状況を示すデータ
項目１



児島港　唐琴地区 事業期間　平成６年～平成２１年

水島港　沙美地区 事業期間　昭和５６年～平成元年

完成状況 完成状況

１工区北側

整備状況

整備前 整備前

整備状況



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 8.失われた良好な環境の創出

該当箇所本文

瀬戸内海にふさわしい多様な環境を確保するため、開発等に伴い既に失われた藻場、干潟、自然海浜等の良好な
環境を回復させる施策の展開を図るものとする。
これらの施策の推進に当たっては、開発等に伴いかつての良好な自然環境が消失した地域を対象とすることを基
本とし、国及び地方公共団体が先導的役割を果たしつつ、事業者、住民及び民間団体と連携した取組に努めるも
のとする。
なお、施策の実施に当たっては、計画的な取組に努めるものとする。
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施策名 観音寺港海岸侵食対策事業（有明地区）

担当部局 香川県　土木部　港湾課

施
策
の
概
要

　良好な自然環境を積極的に保全、回復する必要の高い海岸において、高潮、津波、侵食等の自然災害から海岸を防護することと合わせ、
生態系や自然環境等周辺の自然環境に配慮した海岸の形成に努め、自然と共生する海岸を整備する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○観音寺港海岸侵食対策事業（有明地区）
（１）有明海岸の現況
　当海岸は、香川県西部の観音寺市に位置する南北２ｋｍあまりの白砂青松の海岸で、県内では東部の津田の松原と並び海水浴場として
も賑わっており、また背後には寛永通宝の砂絵で有名な琴弾公園があり、多くの観光客で賑わいをみせている。しかし、近年侵食により砂
浜が後退しており、貴重な白砂青松海岸の消失、さらに背後地への越波による浸水被害が生じている。（平成16年台風16号では、同地区を
中心に床上浸水84戸、床下浸水227戸の被害）
また、当海岸は名勝や国立公園特別地域の指定箇所であり、自然環境や景観に配慮する必要もある。

（２）事業概要
　上記のことから、事業策定にあたって、有明海岸に係わりの深い地元の関係者、学識経験者及び行政担当者等で構成する｢有明海岸の
考える会｣を設置し、有明海岸の保全のあり方及び美しく豊かな海岸へ回復させるための方策について検討を行い、平成17年度より現地着
手、平成20年度に完成を図ることにしている。
　また、養浜については、備讃瀬戸航路の浚渫砂を再利用することで、瀬戸内海の自然環境や景観にも配慮している。

施設規模　　潜堤　　　　　　N=3基、L=360m
　　　　　　　　養浜　　　　　　V=約200,000m3（昭和30年代の有明海岸の復元）
　　　　　　　　護岸（嵩上）　L=445m

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



１．有明海岸に関する新聞記事 ２．有明海岸の汀線後退（昭和30年頃と平成14年の比較）

３．観音寺港海岸侵食対策事業（有明地区）事業計画図

４．イメージパース（現況と事業完了後の比較）

潜堤　N=3基、L=360m

養浜　V=200,000m3

護岸（嵩上）　L=445m



単位

単位

単位項目３

項目２

項目１
進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

優れた自然の風景を有する地域や貴重な動植物の生息する地域を自然公園や県自然環境保全地域等として指定し、その保全・管理に努
める。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　　Ｈ２１．４．１現在
　　　　瀬戸内海国立公園　１０, ６８１ｈａ（陸域）
　　　　県自然環境保全地域　２箇所（当木島・釜戸岬、柏島　）　４２ｈａ
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施策名 自然公園等の保全・管理

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所  ９ 　島しょ部の環境の保全

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海には有人・無人合わせて138の島がある。これらの地域は、内海航路の要衝として栄えるなど豊
かな歴史・文化を持ち、柑橘栽培等の農業や漁業、造船業等が営まれてきたが、近年、過疎化、高齢化の進行、基
幹産業の低迷等、島しょ部の活力の低下が懸念されている。その一方で、豊かな自然環境が随所に残されており、
とりわけ、これら自然環境や島々がつくり出す瀬戸内海らしい多島美の景観等は、極めて貴重な財産となっている。
　このため、これら自然環境、景観を守りつつ、地域の活性化を図っていく必要がある。
　また、貴重な自然環境を適切に保全・活用する観点から、自然公園区域の指定等により適切な保全を図るととも
に、自然とのふれあいを促進させる施設整備やそれらを有効に生かすソフト面の施策を総合的に推進する。



単位 ％
Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 H17 H18 H19 H20

29.5 30.6 38.5 66.7 78.8 80.3 90.6 91.0 92.8 92.9 92.8

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　瀬戸内海の特性等にかんがみ、水質総量規制制度の実施、富栄養化対策の推進等汚濁負荷量の削減の見地から特に重要な役割を有す
る下水道につき重点的な投資を図ること等により引き続きその整備の促進に努めるものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　直島町における下水道の整備状況は、平成２０年度末において、公共下水道として直島町センターの終末処理場が稼働しており、処理人口
は３，０９６人、処理人口普及率は９２．８％である。

進捗状況を示すデータ
項目１ 下水道普及率（直島町）

施策名 直島町の下水道整備の取り組み

担当部局 香川県　土木部　下水道課

Ｎｏ

該当箇所 ９．島しょ部の環境の保全

該当箇所本文

　本県には、１１６の島があり、うち２４島が有人島であり、平成17年度国勢調査において島しょ部における人口は、４
０，７５２人である。
　島しょ部は、豊かで美しい瀬戸内海地域の自然景観の維持、創出の役割を果たしているが、限られた環境資源を利
用した生活が営まれていることから、その環境保全は住民や社会経済のあり方に直結する課題である。
　そのため、環境容量の小さな島しょにおいては、特に環境保全の取組が重要であり、下水道施設が整備されている
直島や農業・漁業集落排水施設が整備されている粟島があるが、今後とも島しょ部の環境保全施設の整備促進に努
めるものとする。
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単位 ％
H15 H16 H17 H18 H19 H20

4 12 20.1 27.9 36.0 45.1

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ９　島しょ部の環境の保全

該当箇所本文

　また、土庄町豊島に堆積する約60万トンの廃棄物等を、平成12年６月に成立した調停条項に従い、環境保全と安
全を第一に、直島の中間処理施設で焼却・溶融処理するとともに、豊島の処分地における暫定的な環境保全措置
施設の維持管理を適正に行う。さらに、処理に伴い発生する溶融スラグなどの副生物の有効利用を図るものとす
る。
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施策名 豊島廃棄物等処理事業

担当部局 香川県　環境森林部廃棄物対策課　資源化・処理事業推進室

施
策
の
概
要

１）平成１２年６月６日に、公害紛争処理法に基づく調停が成立し、県は廃棄物等を豊島から搬出し、搬出した廃棄物等を直島町内に設置す
る処理施設で焼却・溶融方式により処理するとともに、本件処分地内の地下水・浸出水の浄化や地下水等の漏出防止措置などを講じること
となった。

２）平成１４年３月に、豊島処分地の暫定的な環境保全措置工事が完了した。

３）平成１５年４月に、豊島処分地内の地下水・浸出水を浄化する高度排水処理施設が完成した。

４）直島町に中間処理施設（回転式表面溶融炉２基、ロータリーキルン炉１基）が完成し、平成１５年９月から豊島廃棄物等の本格処理を開
始した。

５）溶融スラグは生コンクリート用代替骨材などに利用するなど、処理により生じた副成物の有効利用を図っている。

６）平成１４年３月に「エコアイランドなおしまプラン」が国の承認を受け、このプランに基づき、直島地域における環境調和型まちづくりを推進
している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 豊島廃棄物等処理量（進捗率）

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所
９　島しょ部の環境の保全
10　下水道等の整備の促進　(2)　その他の生活排水処理施設の整備

該当箇所本文

９　島しょ部の環境の保全
　そのため、環境容量の小さな島しょにおいては、特に環境保全の取組が重要であり、下水道施設が整備されてい
る直島や農業・漁業集落排水施設が整備されている粟島があるが、今後とも島しょ部の環境保全施設の整備促進
に努めるものとする。

10　下水道等の整備の促進　(2)　その他の生活排水処理施設の整備
　下水道が当分の間整備されない、あるいは下水道整備予定区域外においては、生活排水対策としての浄化槽
(合併処理浄化槽)、農業・漁業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の整備が重要な施策である。
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施策名 漁業集落排水の整備

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

施
策
の
概
要

　快適な漁業地域の生活環境を整備するため、漁村総合整備事業により、H20までに三豊市、さぬき市の4処理区において集落排水処理施
設が完成しており、使用を開始している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　漁業集落における生活雑排水等の汚水を処理し、漁業集落の生活環境の改善を図るとともに、漁港区域内及び周辺海域の水質の保全
に寄与するため、平成２年度から漁業集落環境整備事業に着手しており、現在さぬき市及び三豊市の４処理区において集落排水処理施設
が完成し供用を開始している。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２

 

事業主体 
地区数 

（漁港名） 
集落数 

計画処理

人口 

   （人）

事業費 

（千円） 

事業実施

期間 

使用開始 

年   度 

三豊市 上新田 2 202 223,000 H2-H4 H5 

江泊 3 418 646,000 H6-H10 H10 

室沖 2 418 350,000 H10-H14 H15 さぬき市 

小田裏 1 950 867,000 H13-H20 H17 

合計２市 ４地区計 8 1988 2,086,000     



単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１　計画策定の趣旨
　愛媛県には、離島振興法に基づいて指定を受けた離島振興対策実施地域が、魚島群島をはじめとして10地域（33有人島、47無人島）あ
る。
　これらの地域については、昭和28年に離島振興法が制定されて以来、10年毎に離島振興計画を策定し、道路、水道、港湾などの生活・産
業基盤の整備を積極的に推進してきた。
　しかしながら、離島をめぐる状況は、過疎化・高齢化の著しい進行、主要産業である農水産業の低迷のほか、高度情報化・市町村合併等
の新たな課題等も生じており、一層厳しいものとなっている。
　こうした状況を改善するとともに、離島地域の自立的発展を促進するため、今後10年間の振興の基本方針となる離島振興計画を策定す
る。

２　整備方針の概要
　　・住む人々が元気に暮らせる島づくり
　　・訪れる人々が元気になる島づくり
　　・本土と連携し地域全体が元気になる島づくり
を整備の基本方針とし各分野における施策の充実を図る。

　生活環境の整備に関する事項としては、
　　・水道未整備地区の改善
　　・安全な飲料水の確保（水源開発・海水淡水化装置）
　　・生活排水の適正な処理対策の推進
　　・廃棄物の資源化・減量化の推進
　　・廃棄物の広域処理体制・資源循環システムの構築
を整備方針とし、各種施策に取り組んでいる。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　愛媛県離島振興計画に基づき、水道施設や汚水処理施設の整備、ごみ焼却施設の建設促進を図っている。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 　愛媛県離島振興計画

担当部局 　愛媛県総務部新行政推進局市町振興課

Ｎｏ

該当箇所 ９　島しょ部の環境の保全

該当箇所本文

　本県には199の島があり、これら島しょ部では、限られた環境資源を利用した生活が営まれていることから、その
環境保全は住民や社会経済のあり方に直結する課題であることに鑑み、環境容量の小さな島しょ部においては、
特に環境保全の取組みが重要であり、ほぼ全島で下水道施設が整備されている魚島や生名島等のように、今後と
も環境保全施設の整備促進に努めるものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）浄化槽整備事業
　「浄化槽設置整備事業」及び「浄化槽市町村整備推進事業」を実施する市町村に対し、府費補助金を交付した。なお、浄化槽市町村整備
推進事業については、高度処理型の合併処理浄化槽（窒素又はりん除去型、窒素及びりん除去型）による整備を対象とした
　     浄化槽設置整備事業は平成２１年度現在、７市４町１村の計１２市町村が実施。
　     浄化槽市町村整備推進事業は平成２１年度現在、富田林市、河内長野市、大東市、枚方市の計４市が実施。

２）浄化槽の適正管理指導
　浄化槽の所期性能を担保し、生活排水処理施設としての信頼性確保を図るため、保健所による立入等による維持管理指導を行っている
（平成20年度では２，６７７件）。
　また、浄化槽法第７条に基づく「設置後の水質検査」については、１００％の受検を担保している。同法第１１条に基づく「定期検査」につい
ては受検率は低いため、重点事項として現地訪問、ダイレクトメールによる受検啓発に取り組んでいる。
　平成１６年度からは浄化槽法第１１条に基づく定期検査の水質検査項目に「ＢＯＤ」を追加し、浄化槽の機能を化学的にも評価できるように
した。

３）調査研究
　ア）ＰＦＩによる浄化槽市町村整備推進事業の導入にあたっての技術的支援として「大阪府版浄化槽ＰＦＩ事業導入ガイドライン」及び「ＰＦＩと
公設公営事業費試算ソフト」を作成した。
　イ）単独処理浄化槽設置状況調査
　平成１３年度の浄化槽法改正により単独処理浄化槽の新設は不可となったが、それ以前の既設単独処理浄化槽は１０万基を超えている。
これらの単独処理浄化槽の設置状況を正確に把握し、適正な維持管理の啓発及び合併処理浄化槽への転換の促進を図るため、平成１８・
１９年度で調査を実施した。

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府健康医療部環境衛生課

施
策
の
概
要

１）合併処理浄化槽の普及促進を図るため、個人が浄化槽を設置する際の費用の一部を国と地方（都道府県・市町村）が助成する「浄化槽
設置整備事業（個人設置型・点整備）」が昭和６２年に創設され、平成４年度から大阪府においても和泉市を皮切りに事業が実施され、平成
２１年度では１２市町村が実施している。

２） 合併処理浄化槽のさらなる普及促進を図るため、市町村が主体となって地域単位で各戸に浄化槽を設置し、使用者から使用料を徴収し
て管理運営する事業である「浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型・面整備）」が平成６年国により創設された。本府においても、平成
１７年度より府費による上乗せ補助制度を設けるなど、当該事業の早期導入を促進している。平成２１年度は富田林市、枚方市、大東市、河
内長野市の４市が事業を実施している。

該当箇所本文

　下水道の整備が相当期間見込めない地域や下水道整備予定区域外においては、生活排水対策として、浄化槽
の整備が重要な施策である。
　本府においては、生活排水の100％適正処理を目標に、効率的・計画的な施設の整備を推進するとともに、排水
処理の高度化の促進並びに適正な維持管理の徹底を図る。
　市町村が各戸に浄化槽を設置して、管理・運営する「浄化槽市町村整備推進事業」について、技術的支援を行う
とともに、府費補助制度の活用等により、その導入を促進するなど、一層の普及促進に努める。
　また、規模の大きな浄化槽については、窒素、りんの除去等高度処理浄化槽の設置を指導する。
　さらに、既設の単独処理浄化槽についても、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽への転換の促進を図る。
　なお、浄化槽については、「浄化槽法（昭和58年５月制定）」、「建築基準法（昭和25年５月制定）」等に基づき、浄
化槽の適正な設置、維持管理及び水質に関する検査の徹底等浄化槽対策の一層の推進に努める。

施策名 合併処理浄化槽の整備促進

Ｎｏ

該当箇所 ９ 生活排水処理施設等の整備の促進　 (2)浄化槽の整備
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1 平成２０年度までの浄化槽設置基数

２　浄化槽整備事業

ア）浄化槽設置整備事業

年度 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１6 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市 和泉市

河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市 河内長野市

岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町 岬町

河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町 河南町

泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市 泉南市

泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市

堺市 堺市 堺市 堺市 堺市

東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市

大東市 大東市 大東市 大東市 大東市 大東市 大東市 大東市 大東市 大東市

富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市 富田林市

貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市 貝塚市

阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市 阪南市

八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市

千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村 千早赤阪村

島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町 島本町

熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町 熊取町

柏原市 柏原市

府補助額

(千円)

設置基数 8 13 62 128 330 600 1,183 997 1,013 956 907 729 502 235 190 191 199

イ）浄化槽市町村整備推進事業
年度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

富田林市 富田林市 富田林市 富田林市

河内長野市 河内長野市 河内長野市

大東市 大東市 大東市

枚方市 枚方市 枚方市

実施市
町村数 1 4 4 4

府補助額
(千円） 570 4,420 3,610 2,310

設置基数 30 205 153 100

12

25,323

実　施
市町村

3,329 14,622 37,500 30,226

12

75,1991,595 24,512

実　施
市町村

実施市
町村数

122,050 114,573 92,077 63,116141,550

14

173,531 133,881 134,455 24,416

1216 16 1215 14 14 13 111 2 163 6

164,566

46,381 48,149

138,509

18661 22758 26385 27715 31433 32907 35607 38168 39657 41527

123,782

255,015
261,559 266,388 269,488 269,843 272,017 267,159 267,057 265,725 268,624 271,127 275,725 271,735 267,546

262,412
255,415

235,088
224,982

213,116

190,933

175,071

3,909 4,298 4,681 5,036 5,470 6,115 6,605 7,320 8,182 9,092 10,030 12,676 17,120 22,102 26,909 31,455 33,458 38,394 40,107 43,116 44,800

99,255

192,801 197,448 200,759 202,710 201,886 203,319
193,272

199,373 198,164 200,279 202,114 206,088 202,259 201,318 197,344 193,209

178,123
167,842

161,166

145,270 142,593

6605505444754128 6108
6882 7706 8535 10630 14408

382735713266
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年度

基

単独処理浄化槽（政令市及び中核市含む）

合併処理浄化槽（政令市及び中核市含む）

単独処理浄化槽（政令市及び中核市含まない）

合併処理浄化槽（政令市及び中核市含まない）



単位
H17 H18 H21

実施設計 管路整備 全体供用

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ９　生活排水処理施設等の整備の促進　（３）その他の生活排水処理施設の整備

担当部局 大阪府環境農林水産部水産課

222【終了】

施
策
の
概
要

１）漁業集落排水施設整備は、漁港及び漁場の水域環境と漁業集落の生活環境の改善を図るために「漁業集落環境整備事業」の一項目とし
て、昭和53年に制定された。

２）漁業集落排水施設整備の対象となる集落は、次の要件のいずれかに該当する漁業集落であって、この事業の実施につき、漁業者その他
住民、市町村及び漁業団体等の意欲が高いものとなっている。
　　・漁業依存度が高く今後とも漁業の振興を図ることが適当であると認められる集落であること。
　　・漁港漁場整備法第6条の規定により指定された漁港の背後に位置し、漁港及び漁場環境の保全ため、水質汚濁の防止を図る必要性が
特に高い水域に面する集落であることとなっている。

３）この内、岬町小島地区は水質汚濁防止法第3条の規定により定められた排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定めた閉鎖性
海域である瀬戸内海に面している。

４）地元岬町が事業主体となり、平成17年度に事業着手し、平成20年11月1日に部分供用を図った後、平成20年度末に施設が完成している。
その後、施設の調整期間を経て、平成21年7月1日に全体供用を図っている。

該当箇所本文
　漁業集落環境整備事業（集落排水施設）については、岬町小島地区において、平成20年度完成を目標に実施す
る。

施策名 漁業集落環境整備事業による排水施設整備

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 事業内容

年度
H19 H20

管路・処理場整備
管路・処理場整備・部
分供用

項目２

年度

年度

項目３



単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１)維持管理指導
　市町村等が設置している既存施設について維持管理が適正に実施されるよう、保健所の環境衛生指導員が立入指導を行うとともに、日
常の管理状況を把握するために各施設から月間報告書を徴収した。

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府健康医療部環境衛生課

施
策
の
概
要

１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という）に基づき、各市町村では一般廃棄物（し尿関係）を処理するし尿処
理施設が設置されている。
　　平成２０年度末現在　２３施設（処理能力計3,635.5ｋＬ／日）

２）各施設では、老朽化が進んでおり、特に泉州ブロックでは施設の更新時期を迎えているが、地方財政の悪化により困難となっている。

該当箇所本文

　府域の平成17年度末のし尿処理施設（下水道に投入するため、希釈処理等を行う施設を含む）の整備状況は、23
市町５組合において整備されており、その処理能力は5,000ｋＬ／日である。
　今後は、市町村の生活排水処理施設の整備状況、また排出されるし尿、浄化槽汚泥量について的確に把握した
上で、広域的処理も含めた効率的で安定的な処理体制の構築に努める。

施策名 し尿処理施設等の整備促進及び維持管理

Ｎｏ

該当箇所 ９ 生活排水処理施設等の整備の促進　(４) し尿処理施設の整備
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単位
H2 H7 H12 H17 H18 H19 H20

310.2 617.1 937.2 2174.7 2,983 3,828 3,828 ｋｌ/日

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　農業集落排水事業：農業用水の水質保全・農業用排水施設の機能維持や農村生活環境の改善を図ることを目的とし、併せて公共用水域
の水質保全に寄与するよう、農業集落におけるし尿生活雑排水等の汚水・雨水を処理するもの。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成２０年度末において、農業集落排水施設が、３市２町１村（処理能力3,828ｋｌ/日）整備されている。
　コミニュティ・プラントが２市町（処理能力４９９kl／日）に於いて整備されている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 農業集落排水施設の処理能力

施策名 農業集落における生活排水処理施設の整備

担当部局 奈良県農林部耕地課

Ｎｏ

該当箇所 ４．下水道等の整備の促進　(2)その他の生活排水処理施設の整備

該当箇所本文

　平成十八年度末において、農業集落排水処理施設が三市一町一村（処理能力二千九百八十三kl／日）、平成十
七年度末において、コミュニティ・プラントが二市町（処理能力四百九十九kl／日）において整備されており、今後も
地域の特性を考慮し、農業集落排水処理施設及びコミュニティ・プラント等の整備を推進するものとする。
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単位 市町村
Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

23 18 21 11 9 6 5 4

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 10.下水道等の整備の促進

該当箇所本文
下水道の整備は、瀬戸内海の水質保全を図るうえで特に重要かつ緊急を要する課題であるとの観点
から、現在事業実施中の児島湖流域下水道事業のほか26市町村１事務組合で、公共下水道事業及
び特定環境保全公共下水道事業について鋭意その整備の促進に努めるものとする。
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施策名 公共下水道建設事業費補助制度

担当部局 岡山県土木部都市局下水道課

施
策
の
概
要

項目１ 補助対象市町村数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

県内の新規に下水道事業に着手する市町村を対象に、市町村が実施する単独管渠に補助を行い、下水道の普及率向上と
早急な整備促進を図る。

年度

項目２

項目３



単位 基
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

3,064 2,969 3,099 3,094 3,121 2,977 2,691 2,524 2,277

単位 基
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

372 387 334 288 330 300 245

単位

Ｎｏ

該当箇所 10　下水道等の整備の促進 　(2)　浄化槽（合併処理浄化槽）の普及促進

該当箇所本文

　浄化槽（合併処理浄化槽）については、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業等の活用により整
備を促進する。
　また、既設単独浄化槽については、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽への転換を推進する。
　なお、新設及び既設合併処理浄化槽並びに既設単独浄化槽については、浄化槽法等関係法令のほか、「広島県
浄化槽取扱指導要綱」等に基づき、その適正な設置及び維持管理の徹底に努め、法定検査の徹底により放流水質
の適正化を図る。

事業名  実施及び予定箇所
浄化槽設置整備事業（継続事業）
   竹原市、三原市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、熊野町、坂
町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町

浄化槽市町村整備推進事業（継続事業）　  三原市、庄原市、安芸高田市

汚水処理施設整備交付金事業（継続事業）    広島市、呉市、尾道市、安芸太田町
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施策名 生活排水対策推進事業

担当部局 広島県環境県民局環境部

施
策
の
概
要

(1)　小型浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の県費補助の実施により、合併浄化槽の整備促進を図った。
(2)　小型浄化槽設置整備事業実施状況　2,277基（20年度）
　　　呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、熊
野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町
(3)　浄化槽市町村整備推進事業実施状況　4市　245基（20年度）
     三原市、三次市、庄原市、安芸高田市

浄化槽設置基数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 小型浄化槽設置整備事業（県費補助）

項目３

浄化槽設置基数

項目２ 浄化槽市町村整備推進事業（県費補助）



単位

単位

単位

農業集落排水施設(新規事業)

漁業集落排水施設(継続事業) 呉市、三原市、福山市、大崎上島町

Ｎｏ

該当箇所 10下水道等の整備の促進　（３）農業集落排水施設及び漁業集落排水施設の整備

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域における農業集落排水施設及び漁業集落排水施設は、平成20年度末において62地区
で整備されている。
　今後も、地域の特性を考慮しながら、農業・漁業地域における水質保全並びに生産環境及び生活環境の改善を
図るため、これら施設の整備を推進する。
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施
策
の
概
要

生活排水による汚濁負荷量を削減するため「広島県生活排水浄化対策推進要綱」に基づき、なお一層の生活排水対策を推進する。また、
「広島県汚水適正処理構想」等に基づき、生活排水処理施設の整備を促進するとともに、既設の処理施設については適正な維持管理の徹
底を図る。このほか、必要に応じて、排水処理の高度化を図るものとする。

農業集落排水施設(継続事業) 広島市，呉市

施策名 生活排水に係る汚泥負荷量の削減

担当部局 広島県農林水産局

項目２

進捗状況を示すデータ
項目１

生活排水処理施設整備事業 実施及び予定箇所

項目３

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例



広島市 井原 1,410人 平02 ～ 平07 東広島市 志和掘 1,400人 平04 ～ 平09

広島市 小河内 730人 平03 ～ 平07 東広島市 板城 1,920人 平09 ～ 平13

広島市 三田 930人 平04 ～ 平08 東広島市 保田 870人 平16 ～ 平20

広島市 上三田 1,310人 平05 ～ 平09 東広島市 大内原 210人 平08 ～ 平12

広島市 市川 1,890人 平05 ～ 平11 廿日市市 浅原中央 930人 平13 ～ 平18

広島市 下三田 1,750人 平07 ～ 平13 安芸高田市 長田 710人 平06 ～ 平11

広島市 阿戸 4,350人 平08 ～ 平13 安芸高田市 坂上 470人 平03 ～ 平07

広島市 須沢 2,080人 平09 ～ 平16 安芸高田市 向井原 950人 平14 ～ 平17

広島市 井原高南 3,100人 平13 ～ 平19 江田島市 大須 410人 平10 ～ 平14

広島市 棡 600人 平06 ～ 平10 江田島市 沖 2,560人 平07 ～ 平12

広島市 太田部 830人 平10 ～ 平15 江田島市 三高 2,630人 平14 ～ 平19

広島市 鹿ノ道 140人 平16 ～ 平20 安芸太田町 殿賀 600人 平03 ～ 平07

広島市 戸山 2,550人 平20 ～ 平27 安芸太田町 井仁 100人 平06 ～ 平08

呉市 下島 1,530人 平03 ～ 平11 安芸太田町 坂原 100人 平06 ～ 平08

呉市 三之瀬 2,490人 平06 ～ 平14 安芸太田町 田之尻 120人 平07 ～ 平09

呉市 向 1,240人 平16 ～ 平21 安芸太田町 戸河内本郷 2,320人 平08 ～ 平14

呉市 野路西 360人 平09 ～ 平13 北広島町 川小田 910人 平07 ～ 平14

呉市 立花 130人 平06 ～ 平08 北広島町 琴庄 890人 平08 ～ 平13

呉市 大浜 400人 平08 ～ 平13 大崎上島町 大串 1,010人 平10 ～ 平15

呉市 沖友 360人 平11 ～ 平15 神石高原町 市場 1,620人 平05 ～ 平10

呉市 久比 830人 平16 ～ 平21 神石高原町 福永 1,450人 平09 ～ 平13

三原市 下徳良 3,300人 平5 ～ 平9 神石高原町 四日市 960人 平03 ～ 平07

三原市 萩原 710人 平06 ～ 平13 神石高原町 小畠 1,520人 平03 ～ 平08

尾道市 御寺宝池 790人 平03 ～ 平08 神石高原町 高蓋 1,130人 平04 ～ 平09

福山市 服部 2,140人 平08 ～ 平14 神石高原町 井関 740人 平06 ～ 平13

大竹市 栗谷 710人 平06 ～ 平10

継続地区

農業集落排水施設実施状況（地区別調書）

市町村名 地区名 処理人口 工期 市町村名 地区名 処理人口 工期



単位

単位

単位項目３

項目２

施
策
の
概
要

(1)　瀬戸内海関係区域におけるし尿処理施設の平成19年度末整備状況は、31施設で処理能力2,562ｋℓ/日である。
(2)　循環型社会形成推進交付金を活用し、施設の新増設及び更新を実施よう市町等に指導等を行っている。

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

施策名 廃棄物対策事業

担当部局 広島県環境県民局環境部

Ｎｏ

該当箇所 10　下水道等の整備の促進　　　（４）　し尿処理施設の整備

該当箇所本文

　本県の瀬戸内海関係区域におけるし尿処理施設は、平成19年度末で31施設が整備され、処理能力は2,562kl／
日である。
　今後とも、公共下水道等の整備の進捗状況に配慮しながら、施設の老朽化等に対応して、施設の新増設又は更
新を行うとともに、必要に応じて高度処理の導入に努める。
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単位 ％
Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 H17 H18 H19 H20

26.4 27.3 28.3 30.6 32.5 34.4 35.6 36.6 37.7 38.6 39.6

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 10　下水道等の整備の促進　（１）下水道の整備

該当箇所本文

　瀬戸内海の特性等にかんがみ、水質総量規制制度の実施、富栄養化対策の推進等汚濁負荷量の削減の見地か
ら特に重要な役割を有する下水道につき重点的な投資を図ること等により引き続きその整備の促進に努めるものと
する。
　さらに、必要に応じ窒素及びりんの除去性能の向上を含めた高度処理の導入を図るものとする。
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施策名 下水道整備の取り組み

担当部局 香川県　土木部　下水道課

施
策
の
概
要

　瀬戸内海の特性等にかんがみ、水質総量規制制度の実施、富栄養化対策の推進等汚濁負荷量の削減の見地から特に重要な役割を有す
る下水道につき重点的な投資を図ること等により、引き続きその整備の促進に努めるものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　本県における下水道の整備状況は、平成２０年度末において、公共下水道として高松東部処理場等１２箇所及び流域下水道として中讃流域
下水道大束川浄化センター、金倉川浄化センター、鴨部川流域下水道鴨部川浄化センター、香東川流域下水道香東川浄化センターの計１６
箇所の終末処理場が稼働しており、処理人口は４０２千人、処理人口普及率は３９．６％である。

　下水道の整備については、今後においても下水道事業の推進を図る。

　合流式下水道については、公共用水域の水質等に与える影響等を勘案し、逐次改善に努めている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 下水道普及率

項目３

年度

項目２



　

単位 基
62 Ｈ元 Ｈ６ Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ H１９ H２０
200 482 3,453 11,896 30,143 34,854 38,009 41,156 45,985

単位 ％
Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

15 16.5 17.9 19.6 20.6 21.6 22.5 23.1

単位

１　趣旨・概要
　生活雑排水による生活環境の悪化及び公共用水域の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の整備の促進を図る。

２　事業内容
　（１）　浄化槽整備事業

年度

年度

項目２

項目３

項目１ 合併浄化槽設置基数（補助事業による・累計）

汚水処理人口普及率（合併浄化槽分）
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合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して市町がその設置費用を助成する事業に対して県費補助を行う。

施策名

Ｎｏ

１０　下水道等の整備の促進　(2)　その他の生活排水処理施設の整備

生活排水処理施設の整備促進

　　①　浄化槽設置整備事業費補助

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

　　②　既存単独処理浄化槽撤去費補助

　　上記に同じ

施
策
の
概
要

市町が定める浄化槽整備区域において、合併処理浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽の撤去が必要な撤去費を市町が
助成する事業に対して、県費補助を行う。

該当箇所

担当部局

該当箇所本文

　本県においては、平成20年度末で、浄化槽設置整備事業（個人設置型）及び浄化槽市町整備推進事業により、８
市９町で45,985基の浄化槽（合併処理浄化槽）が整備され、このうち浄化槽市町整備事業については平成21年度か
ら事業を休止しているが、浄化槽設置整備事業（個人設置型）については事業を継続して実施している。
　なお、浄化槽については、放流の水質の向上を図るため、浄化槽法、建築基準法及び「浄化槽に関する取扱要
綱」に基づき、施設の適正な設置及び維持管理に関する指導の強化等に努めるとともに、窒素又はりん対策を特に
実施する必要がある地域にあっては高度処理施設を導入するよう指導するものとする。

香川県　環境森林部　廃棄物対策課



単位 件数
H18 Ｈ19 H20 H21

2 4 4 4

単位 ％
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 H19 H20

34.1 35.5 36.7 38.1 39.3 41.2 42.2 43.5 44.7 45.9

単位

Ｎｏ

該当箇所 １０　下水道等の整備の促進　（１）下水道の整備

該当箇所本文

　瀬戸内海の水質保全を図るうえで、生活排水に係る汚濁負荷量及び栄養塩類の削減対策としての下水道の整備は、極めて重要な施策
である。本県の瀬戸内海関係区域における下水道の整備状況は、平成18年度末において、松山中央浄化センター等11市4町の終末処理
場が稼動しており、処理人口641千人、処理人口普及率44.2％と依然低水準の状況にある。下水道の整備は、瀬戸内海の水質保全を図る
うえで特に重要かつ緊急を要する課題であるとの観点から、積極的に整備を促進するものとする。
　このため現在稼動中の15市町の区域拡張と併せて、事業実施中の砥部町の公共下水道事業についても、鋭意その整備を促進するとと
もに現在計画中の町についても、できるだけ早期に事業着手し、その整備を推進するものとする。
　下水道終末処理場については、維持管理の徹底等により排水水質の安定及び向上に努めるとともに、高度処理の導入を促進する。ま
た、流域等が一体となった流域別下水道整備総合計画を策定し、水質保全に努めるものとする。
　なお、合流式下水道については、越流水の現状把握に努めるとともに、改善を推進する。
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施策名 合流式下水道緊急改善計画

担当部局 愛媛県土木部道路都市局都市整備課

施
策
の
概
要

　合流式下水道は、雨水と汚水を同一の管渠で排除する下水道で、大都市を中心に採用され、本県でも松山市、今治市、八幡浜市及び四
国中央市の４市で実施している。
　合流式下水道は、処理能力の問題から、雨天時に雨水と汚水が混合した一部が公共用水域に放流されることがあり、平成16年度の法改
正により、原則として10年以内に改善することが義務付けられたことから、「合流式下水道緊急改善計画」を策定するとともに、技術的支援
等、改善を積極的に推進する。（18年度より、工事開始）

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○１８年度開始：松山市中央処理区　合流式下水道緊急改善計画
　・計画目標
　　①汚濁負荷量の削減
　　　　遮集量の増大及び処理場のでの処理量（簡易処理）の増大を図り、分流式と置き換えた場合のBODと
　　　同程度となることを目標とする。
　　②公衆衛生上の安全確保
　　　　合流系統への雨水流入カット及び遮集量の増大を図り、雨水吐きからの未処理下水放流回数を半減
　　　させる。
　　③きょう雑物の削減
　　　　きょう雑物が公共用水域へ放流されていることから、これを極力防止する。

　・整備効果
　　①汚濁負荷量削減
　　　バイパス管を新設し、分流下水道並の改善目標値までBODを低減させる。
　　②各吐口からの年間越流回数
　　　バイパス管を新設し、越流回数を現況の約半数まで削減する。
　　③各吐口からのきょう雑物流出削減
　　　全ての雨水吐き口にろ過スクリーンを設置する。

※現在、他施設に関しても順次改善を行っている。

進捗状況を示すデータ
項目１ 改善着手処理区（H18～）

項目３

年度（H18～）

項目２ 下水道普及率



単位 件
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

5 ― 3 1 6 3 1 2 ― 1 ―

単位 件
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Ｈ19
― 1 ― 3 ― ― ― ― 1

単位

Ｎｏ

該当箇所 10　下水道等の整備の促進　（2）その他の生活排水処理施設の整備　イ　農業集落排水施設等

該当箇所本文

　農業集落排水施設、コミュニティプラント及び漁業集落排水施設については、平成18年度末までに81施設が整備
されており、現在13施設の整備が進められている。今後も、地域の特性を考慮し、農業集落排水施設、コミュニティ
プラント、漁業集落排水施設等の整備を促進するとともに、必要に応じ、窒素、りんの除去等高度処理施設の設置
を指導するものとする。
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施策名 農業集落排水資源循環統合補助事業

担当部局 愛媛県農林水産部農地整備課・水産局漁港課

施
策
の
概
要

　農村・漁村地域における資源循環の促進を図りつつ、農業用用排水施設の機能維持又は生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の
水質保全に寄与するため、農業集落等におけるし尿等施設の整備若しくは改築等を実施することにより、生産性の高い活力のある農村社
会等の形成及び循環型社会の構築に資する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　瀬戸内海関係地域の内地及び離島において、処理場・管路施設等の整備に対して、事業主体である市町へ、平成20年度には、事業費農
集排1,763,800千円で団体営補助事業を実施した。

　・対象地域：農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域内の農業集落
　・処理対象汚泥：し尿、生活排水、雨水等
　・処理対象人口：原則として1,000人程度
　・受益個数：概ね20戸以上（離島においては概ね10戸以上）
　・処理水質：原則としてBOD20mg／リットル以下、SS50ｍｇ／リットル以下

進捗状況を示すデータ
項目１ 農業集落排水施設　新規地区数

項目３

項目２ 漁業集落排水施設新設数



単位 ％
H13末 H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末
65.4 66.5 68.0 69.2 70.2 72.0 73.4 74.7

単位 ％
H13末 H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末
7.5 9.3 11.2 12.5 14.9 16.2 17.7 19.8

単位 千人
H13末 H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末
14.8 15.2 22.0 24.6 27.8 31.9 34.4 36.6

年度

施
策
の
概
要

１）　公共用水域の水質保全を図るうえで、生活排水に係る汚濁負荷量及び栄養塩類の削減対策としての下水道の
　整備は極めて重要な施策である。福岡県では「福岡県汚水処理構想」に基づき、計画的で効率的な下水道の整備
　促進を図っているところである。

２）　県内では、６６市町村において４８市町で整備実施中である。（平成20年度末現在）

３）　下水道が公共用水域の水質保全を資するため、河川その他公共用水域に放流される水の水質基準を定めており、
　　そのため、終末処理場で処理することが困難な汚濁の程度の著しい下水は、工場等個々の発生源で事前に処理
　　した上で下水道に排除することが、下水道法及び市町村の下水道条例により定めてるところである。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

§瀬戸内海関係地域での実施事例と平成20年度末時点での下水道処理人口普及率。
 
　　　　　　行橋市（S5年着手）　　　　　 １５．０％
　　　　　　豊前市（H2年着手）　　　　　 ３４．１％
　　　　　　苅田町（H6年着手）　　　　　 ３１．０％
　　　　　　吉富町（H9年着手）　　　　　 ２４．１％
　　　　　　築上町（H13年着手）          １０．８％
　　　　　　みやこ町（H14年着手）          ７．４％

　　　　　　(参考）北九州市　　　　　　　　　　　　　　９９．８％

年度

項目３ 下水道処理人口（瀬戸内水域：北九州市除く）

項目２ 下水道処理人口普及率（瀬戸内水域：北九州市除く）

年度

施策名 下水道の整備促進

担当部局 福岡県建築都市部下水道課

進捗状況を示すデータ
項目１ 下水道処理人口普及率（福岡県全域）

Ｎｏ

該当箇所 １０．下水道等の整備の確保　（１）下水道等の整備

該当箇所本文

（１） 下水道の整備
瀬戸内海の水質保全を図るうえで、生活排水に係る汚濁負荷量及び栄養塩類の削減対策としての下水道の整備
は、極めて重要な施策である。
本県の瀬戸内海区域における下水道の整備は、北九州市等において進められており、平成20年度末において北
九州市の日明浄化センターほか１０か所の終末処理場が供用され、処理人口は1,015千人、その処理人口普及率
は北九州市99.8％となっており、区域全体では87.1％となっている。
今後においても瀬戸内海の水質保全を図るうえで下水道の整備が特に重要かつ緊急を要する課題であるとの観点
から、下水道整備７箇年計画との整合性を図りつつ、整備区域の拡大及び処理人口の増加に努めるものとし、現
在事業実施中の北九州市等における公共下水道事業についても、引き続きその整備を促進し、その他の区域につ
いては、現在流域別下水道整備総合計画を策定中であり、この計画をもとに関係市町村と協議を進め、下水道整
備の早期実現に努めるものとする。
下水道事業実施計画
（継続）　北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町
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§　福岡県における下水道事業実施状況



単位 基
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

470 448 481 524 514 539 542

単位 千円
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

62055 59159 63312 68512 63619 66277 66398

単位

年度

年度

項目２ 補助実績

項目３

施
策
の
概
要

　生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、下水道や浄化槽などの汚水処理施設の計画的かつ効率的整備を目的として平成
1521年3月に策定した「福岡県汚水処理構想～快適な生活環境のために～」に基づき、市町村が浄化槽の整備促進のため実施する事業に
要した経費の一部を予算の範囲内で補助する。

（１）浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型）
・市町村が設置主体となって浄化槽の整備を行うのに必要な経費の一部を県が補助する。
・補助率７．５％
（２）浄化槽設置整備事業(個人設置型）
・浄化槽の設置を行うものに対し、市町村が設置費用を助成する事業で、その助成費用の一部を県が補助する。
・補助率1/3

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成2021年度実施市町村
（１）浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型）
　　　なし
（２）浄化槽設置整備事業(個人設置型）
　　　９市町村　行橋市・豊前市・添田町・赤村・苅田町・みやこ町・吉富町・上毛町・築上町

進捗状況を示すデータ
項目１ 補助金による浄化槽整備基数

施策名 浄化槽(合併処理浄化槽）の普及促進

担当部局 福岡県環境部廃棄物対策課

Ｎｏ

該当箇所 １０　下水道等の整備の促進　（２）その他の生活排水処理施設の整備　ア浄化槽（合併処理浄化槽）の普及促進

該当箇所本文

本県の瀬戸内海区域の浄化槽(合併処理浄化槽）の整備状況は、平成１８年度末で浄化槽設置整備事業により３
市６町１村(５７１７基）の合併処理浄化槽が整備されており、今後とも地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備
を図るよう指導するとともに、当該事業を引き続き実施するものとする。
　なお、浄化槽については、安定した性能の維持及び放流水質の向上を図るため、浄化槽法、建築基準法、福岡
県浄化槽法施行細則、福岡県浄化槽事務取扱要領等に基づき、適正な設置及び管理の指導強化を図るものとす
る。
　また、施設の処理能力が大きいものにあっては必要に応じ高度処理の導入を指導するものとする。
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単位 市町村

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
2 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 8 8

単位 ％
H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

4.8 5.0 5.5 6.4 8.2 9.6 11.0 12.7 14.3 14.8 16.4 18.6 19.4 20.2 21.5 28.8 30.5

単位

本事業は県に対して「後進地特例」が適用される。（国費に対する割合で翌年度以降２年間で交付する）

③

県は町村に代わって、下水道の根幹的施設（終末処理場、20ha以上の排水区域を持つ幹線管渠）の設置（増設は、過
去に代行により整備を行った箇所に限る。）を行う。

①

② 県は、代行に要する費用（国費を除く）の２分の１を負担し、受益者負担金相当分は町村から徴収できる。
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施策名 　下水道県過疎代行事業

担当部局 　大分県土木建築部公園・生活排水課

Ｎｏ

該当箇所

　今後は、下水道の整備が瀬戸内海の水質保全を図るうえで、特に重要かつ緊急を要する課題であると
の観点から積極的に整備を推進するものとし、このため、現在、事業実施中の大分市ほか１０市町の公共
下水道事業については、鋭意その整備を促進するものとし、かつ未着手市町村の公共下水道事業につい
て、できるだけ速やかに事業着手し、その整備を促進するものとする。

　10　下水道等の整備の促進　(１)下水道の整備

該当箇所本文

⑤ 代行を行う期間は、終末処理場の供用開始の時点までとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　平成３年度の下水道県過疎代行制度の創設以降、平成２０年度までに８町村（県計画区域内の旧町村数）で実施している。

　これにより、財政力、技術力が充分でない過疎の町村における中心部の下水道整備が促進され、人口５万人未満の中小市町
村における下水道普及率の向上、さらに県全体の下水道普及率の底上げに大きく寄与している。

施
策
の
概
要

　下水道県過疎代行事業は、財政力、技術力が充分でないことなどから下水道整備が遅れている過疎地域の下水道整備を促
進するため、下水道の根幹的施設（終末処理場、幹線管渠等）の整備を市町村に代わり都道府県が行う制度である。

　事業の概要は下記のとおり。

用地取得、末端の面整備、維持管理、受益者負担金及び使用料の徴収は町村が行う。

④

項目２ 中小都市下水道普及率（行政人口５万人未満）

項目３

進捗状況を示すデータ 別添グラフを参照
項目１ 事業実施市町村数（県計画区域内の旧市町村）



中小都市下水道普及率と過疎代行事業実施市町村数
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中小都市下水道普及率（行政人口５万人未満）

事業実施市町村数（県計画区域内の旧市町村）



単位 市町村
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

10 12 19 19 19 21 22 22 22 22 23 23 25 25 26 26 27 27

単位 ％ ％
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

21.8 23.0 24.2 25.5 27.0 28.7 30.1 31.3 32.8 34.1 35.7 37.2 38.3 39.3 40.1 41.2 42.2 45.9

単位 ％ ％
H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

38.0 41 43 45 48 51 54 55.8 58.6 60.8 62.0 63.4 64.6

　漁業集落排水施設については、平成２０年度末において９市１９施設で整備されており、引き続き漁業集落環境整備事業及び漁
港漁村総合整備事業により整備を促進するものとする。

　生活排水処理施設整備推進事業

　県内市町村の生活排水処理施設整備事業への取り組みが遅れている最大原因は財政面にある。

　そこで、公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、漁業集落排水施設整備事業、浄化槽市町村整備推進事業のそれぞれに県費交付金事業が設け
られていた。

施策名

担当部局 　大分県土木建築部公園・生活排水課

Ｎｏ

該当箇所

該当箇所本文
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　10　下水道等の整備の促進　(１)下水道の整備
                                            (２）その他の生活排水処理施設

　今後は、下水道の整備が瀬戸内海の水質保全を図るうえで、特に重要かつ緊急を要する課題であるとの観点から積極的に整備
を推進するものとし、このため、現在、事業実施中の大分市ほか１０市町の公共下水道事業については、鋭意その整備を促進する
ものとし、かつ未着手市町村の公共下水道事業について、できるだけ速やかに事業着手し、その整備を促進するものとする。

　浄化槽については、浄化槽法、建築基準法及び「大分県浄化槽指導要綱」に基づき、浄化槽の設置及び維持管理の適正化の徹
底を図るよう指導している。

　また、新規に設置する浄化槽については、浄化槽法の改正により平成１３年４月１日以降は原則として合併処理浄化槽とし、単独
処理浄化槽の新設は廃止された。

　さらに、既設の単独処理浄化槽についても合併処理浄化槽への転換を図るものとする。

　農業集落排水施設については、平成２０年度末において２７市町村４６施設が整備されており、今後も農業集落排水整備事業によ
り整備・促進するものとする。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施
策
の
概
要

項目１

　公共下水道事業に関しては、平成３年度に県費交付金事業を創設して以来、事業着手市町村数が着実に増加している。また、下水道普及率の年平均上
昇率も制度の創設後に増加している。

　農業集落排水施設整備事業に対する県費交付金事業を平成９年度、漁業集落排水施設整備事業に対する県費交付金事業を平成１１年度に創設したが、
いずれの事業においても公共下水道事業と同様な効果が得られている。

　浄化槽市町村整備推進事業に対する県費交付金事業については、平成１５年度に創設した。これにより市町村設置型浄化槽の基数が着実に増加し、ま
た適切な維持管理が徹底されることとなった。

別添グラフを参照
事業着手市町村数（県計画区域内の旧市町村）

　平成１７年度より、各生活排水処理施設整備事業の一層の推進と効率的な予算執行を図るため、県費交付金事業を統合し、市町村へ一括して交付してい
る。

　交付金の額は、市町村の地域特性（財政力、生活排水処理施設の整備状況）を考慮の上、実質負担額の２分の１を超えない範囲を１２１０年分割としてい
る。

項目３ 汚水処理人口普及率（全県）

項目２ 下水道普及率（全県）

進捗状況を示すデータ



普及率と着手市町村数の推移
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○浄化浚渫
平成18年度　平野川　　V＝1,386 〔㎥〕
          　寝屋川　　V＝1,100 〔㎥〕
            神崎川　　V＝12,000 〔㎥〕
            樫井川　　V＝600 〔㎥〕

平成19年度　平野川　　V＝1,000 〔㎥〕
          　寝屋川　　V＝3,600 〔㎥〕
            神崎川　　V＝8,000 〔㎥〕
            樫井川　　V＝1,000 〔㎥〕

平成20年度　平野川　　V＝2,000 〔㎥〕
          　寝屋川　　V＝2,000 〔㎥〕
            神崎川　　V＝6,000 〔㎥〕
            古川　　　V＝2,500 〔㎥〕
            樫井川　　V＝　500 〔㎥〕

平成21年度　平野川　　V＝1,200 〔㎥〕
          　寝屋川　　V＝1,500 〔㎥〕
            神崎川　　V＝6,000 〔㎥〕
            古川　　　V＝2,500 〔㎥〕

単位

単位

単位

Ｎｏ
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該当箇所本文

　瀬戸内海の水質汚濁の一因となる海底及び河床の汚泥の実態を把握するため、府域の河川及び海域において
底質調査を実施しているが、今後ともその積極的な実施を図る。
　また、水銀又はポリ塩化ビフェニル等の人の健康に有害な物質を含む汚泥の堆積による底質の悪化を防止する
とともに、国が定めた除去基準を上回る底質については、除去等の対策を講じ環境の浄化に努めるほか、有機汚
泥の堆積等による悪臭の発生等生活環境に影響を及ぼす底質については、除去等の適正な措置を検討するもの
とし、除去の際には、周辺環境への影響等を十分配慮する。
　さらに、漁場に浮遊又は堆積した廃棄物を引き揚げ除去し、漁場の再生産機能の回復を図る。
　なお、府域においては、泉州諸河川、大阪市内河川及び大阪港海域において、汚泥のしゅんせつを実施し、底質
の改善を進めているところであるが、今後も引き続き、主要河川等においてしゅんせつ事業及び各種浄化対策の推
進を図る。

施策名 淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画、ダイオキシン類により汚染された底質の浄化対策外

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

担当部局 都市整備部　河川室　河川環境課

施
策
の
概
要

1、淀川水系寝屋川流域 水環境改善緊急行動計画
　寝屋川流域は昭和３０年代からの都市化により、水質の悪化や堆積した汚泥からの悪臭などが問題となっており、河川での浄化事業や下
水道の普及により、水質は改善傾向にあるものの、恩智川や平野川等では環境基準値Ｄ類型（ＢＯＤ８mg/L）が達成されていない箇所があ
る状況である。
　このため、主に恩智川や支川での浄化対策に引き続き、国の「都市再生プロジェクト第３次決定」により「水循環系再生構想の策定」が決
定し、「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」によりモデル流域に選定され、平成15年6月には「寝屋川流域水循環系再生構
想」が策定された。
　この構想の実現に向け、平成16年5月に第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ計画）を策定し、流域全体で水質改善、流
量確保、水辺環境の整備を図る。

２、ダイオキシン類により汚染された底質の浄化対策
　ダイオキシン類による汚染に係る環境基準が告示(平成14年7月22日)され、水底の底質に関しては１５０pg-TEQ/g以下とされたことをうけ
て、大阪府及び大阪市が管理する河川区域・港湾区域において、環境基準値を超えるダイオキシン類により汚染された底質の浄化対策に
ついて審議を行うことを目的とし、平成14年7月28日に河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会を設置した。
　大阪府においては、平成16年度より河川底質浄化対策事業を実施している。平成16年度より神崎川、大阪市内河川、寝屋川流域河川に
おいて順に対策範囲調査を、平成17年度より神崎川において浚渫・覆砂工法による浄化対策の試験施工を実施している。現在も、条件を
変えて試験施工を継続中である。浚渫・覆砂工事は、委員会において取りまとめた「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル」（H16.2）に
基づき、事業実施にあたっての二次汚染防止・環境監視等の環境対策を講じながら実施している。

３、樫井川における浄化対策事業
　樫井川は近年の市街化に伴い河川水質の悪化が著しく、特に平成10年度、14年度及び15年度には環境省の調査で水質ワースト１となっ
ている。
　このような水質状況を改善するため、流域市町による下水道の整備などの生活排水対策や河川愛護活動などと合わせ、河川において河
床に堆積したヘドロの浚渫を実施している。
(水質改善により平成21年度より休工)

進捗状況を示すデータ
項目１

年度

項目２

年度

年度

項目３



H１７～：平野川浄化浚渫

H１７～：寝屋川浄化浚渫

▽　計画河床 浚渫（堆積土砂分）
浚渫（覆砂分）

断面図

神崎川浄化浚渫

寝屋川流域　水環境改善緊急行動計画
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平野川分水路・天王田大橋 平野川・城見橋



単位 ｋ㎡
19年度 20年度 　　

13.1 7.9 　

単位

単位
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該当箇所本文 　漁場に浮遊又は堆積した廃棄物を引き揚げ除去し、漁場の再生産機能の回復を図る。

施策名 豊かな海づくり推進事業②

担当部局 大阪府　水産課

施
策
の
概
要

〈概要〉
○事業目的：水産資源の再生産や漁業操業等の障害となっている漁場堆積物を回収除去し、漁業生産力の回復と漁業操業の効率化を図
り、もって漁業経営の安定化に資する。

○事業内容：小型機船底びき網漁船を使用して、ビニール、空缶等の海底堆積物を回収除去する。

○実施箇所：大阪中南部海域

○事業費：19年度実績　21,000千円
　　　　　　　20年度実績　12,600千円
　　　　　　　21年度予算　11,970千円

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 掃海面積

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位 m3
H17 H18 H19 H20 H21

310 1,100 0 1,000 0

単位

単位

施策名 河川の浚渫事業

担当部局

Ｎｏ

該当箇所 １１　海底及び河床の汚泥の除去等

該当箇所本文

瀬戸内海の水質汚濁の一因となる海底及び河床の汚泥の実態を把握するため、県下の主要河川及び主要海
域において、底質調査を実施しているが、今後ともその積極的な実施を図り、水銀またはポリ塩化ビフェ
ニル等人の健康に有害な物質を含む汚泥の堆積による底質の悪化を防止するとともに、これらの物質につ
き、国の定めた暫定除去基準を上回る場合には、除去等の適切な措置を講じるものとするほか、有機汚泥
の堆積等による悪臭の発生等、生活環境に影響を及ぼす底質については、除去の際の周辺環境への影響
等、所要の調査研究を進めるとともに、必要に応じて、除去等の適正な措置を講じるものとする。
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兵庫県県土整備部土木局河川整備課

項目２

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（一）庄下川（尼崎市）において、これまで、浚渫や覆砂を行うとともに、水質改善や臭気軽減に取り組むなど、総合的な水辺環
境の改善を図ってきた。
また、平成１７年度から、再び堆積してきたヘドロの浚渫及び覆砂を実施している。

進捗状況を示すデータ

Ｈ４～Ｈ６
198,000

施
策
の
概
要

項目１ 河床浚渫量

本県の瀬戸内海関係区域における河川、港湾等の汚泥除去対策として、河川環境整備事業として阪神地域の河川の浚渫事業を実施
しており、この浚渫事業については、積極的にその推進を図る。

項目３
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単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　　対象事業場数：234事業場内　　電子申請は、93事業場

　

担当部局 大阪府環境農林水産部　環境管理室事業所指導課

施
策
の
概
要

　電子申請システムを用いた指定地域内事業場による汚濁負荷量測定結果の報告方法を整備し、平成20年12月より実施。
　

該当箇所本文
　発生源については、「水質汚濁防止法」「ダイオキシン類対策特別措置法」等に基づき、工場・事業場に対して立
入検査等を実施し、排水基準の遵守状況の監視に努めるとともに、総量規制の指定地域内事業場における汚濁負
荷量の把握を行うため、水質自動計測器の設置等、効果的な監視体制の整備の促進を図る。

施策名 監視体制の整備

Ｎｏ

該当箇所 １1　水質等の監視測定
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所在地

Ｎｏ

該当箇所 １２ 　水質等の監視測定

該当箇所本文
　発生源については、主要な工場・事業場に対して、水質の毎時測定データの収集・監視を行い、総量規制の円滑
な推進を図るとともに、水質汚濁防止法及び広島県生活環境の保全等に関する条例等に基づき、工場・事業場に
対する排水基準の遵守を指導する。

242

福山市

施策名 発生源水質連続測定データの監視

担当部局 広島県環境県民局環境部

王子製紙(株)呉工場

日本化薬(株)福山工場

施
策
の
概
要

主要な発生源のＣＯＤ、窒素、りんの連続測定データを収集し、汚濁負荷量を把握・監視する。
関係工場・事業場のデータの確認を行い、把握するとともに、総量規制基準値等を超過した場合は工場・事業場の指導を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
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例

進捗状況を示すデータ

ダイセル化学工業(株)大竹工場

三菱レイヨン(株)大竹事業所

日本大昭和板紙(株)大竹工場【北】

ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所

項目１

年度

項目２

年度

項目３

年度

ＣＯＤ、窒素及びりんの連続測定データの監視を行なっている事業場

事業場名

日本大昭和板紙(株)大竹工場

大竹市

三井化学(株)岩国大竹工場

日新製鋼(株)呉製鉄所
呉市



単位 千円
Ｈ１７ Ｈ18 Ｈ19 H20 H21
4,063 3,757 2,088 1,642 1,691

単位

単位

予算

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　原子力発電に対する漁業者等の不安が払拭されたといえない状況にあることから、原子力発電所から排出される温排水が、付近の漁場
や漁業に与える影響の有無を評価するため、県が愛媛大学に委託し調査を実施している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　
　　県が愛媛大学に委託して実施する影響調査のうち水質、水温、プランクトンの試料採取及び流動データの収集については栽培資源研究
所が行い、採取した試料の分析及び収集したデータの解析のほか、付着動植物、温排水拡散調査を愛媛大学が実施する。
　調査内容
　・水質調査　18点、年4回
　・水温調査　19点、年4回（うち水温連続調査　1点　　水温リモート監視装置設置による連続観測）
　・流動調査　1.8平方キロ、年2回
　・プランクトン調査　9点、年4回
　・漁業実態調査　3支所、年間・付着動植物調査　5点、年4回
　・拡散調査　44点、年2回

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額（18ＦＹから国核燃料税源充当金を一部含む）

施策名 伊方原発温排水影響調査費

担当部局 愛媛県農林水産部水産局水産課

Ｎｏ

該当箇所 １２　水質等の監視測定

該当箇所本文

　瀬戸内海の水質保全対策の実効を期すには、公共用水域の環境基準の維持達成状況及び発生源における排水
基準の遵守状況を把握するため、水質等の監視測定が必要である。
　このため、公共用水域については、平成18年度、水質汚濁に係る環境基準点として、海域129地点、河川42地
点、湖沼6地点、合計 177地点において水質汚濁防止法による測定計画に基づき、関係機関の相互協力の下に、
常時監視に努めているところであるが、今後とも、これら常時監視の拡充強化を図り、監視体制の整備に努めるも
のとする。
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○過去50数年間の水質等のデータを電子化し、グラフ作成や検索機能を持つデータベース及び地図上での表示機能を持つ
　環境GIS情報提供システムを構築した。
○上記データは、大阪府をはじめ国土交通省近畿地方整備局や府内11市が協力し得られたものであり、長期間に
　わたるデータを公開している。
○概要について
　１．公開開始日
　　　データベース：平成16年9月6日（月）　環境GIS：平成18年11月14日（火）

　２．公開内容
　　　河川・海域の水質及び底質の測定結果
　　　　水質汚濁防止法の規定による水質測定計画等に基づく水質・底質測定結果（BODやトリクロロエチレンなど約90項目の
　　　　測定データ）
　
　３．機能

データベース ①グラフ表示（経年、経月、経日、散布図） 環境GIS ①地図表示（濃度色分け、基準値超過地点）
②検索（平均値等のデータ、基準値超過地点） ②データ表示、テキスト出力
③データ表示、テキスト出力

　４．公開方法
　　　おおさかの環境ホームページ「エコギャラリー」に掲載

データベース　URL： http://www.epcc.pref.osaka.jp/center_etc/water/data_base/
環境GIS　URL： http://eco.epcc.pref.osaka.jp/gismenu/

　当該測定データは、大阪湾（瀬戸内海）に流入する河川及び大阪湾の水質等に係るものであるが、アクセス件数は下記の表

　のとおりである。データベースについては年間数千件、環境GISについては年間約千件のアクセスがなされている。

単位 件
H16 H17 H18 H19 H20 H21(1月まで）

3673 4620 4871 4737 4577 4270

単位 件
H18 H19 H20 H21(1月まで）

1048 1383 1132 1222

単位

Ｎｏ

該当箇所 12．環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

担当部局 大阪府環境農林水産総合研究所（環境情報部環境調査課）
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施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当箇所本文
 　府域における瀬戸内海に関する環境情報や調査研究、技術開発の成果等のデータベースを整備し、情報の共
有化、情報収集の効率化に努める。

施策名 公共用水域水質等環境データベース及び環境GIS情報提供システムの公開

進捗状況を示すデータ 　　　

項目１ 環境データベースへのアクセス件数

年度

項目２ 環境GIS情報提供システムへのアクセス件数

年度

年度

項目３



単位
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

単位
H19 H20 H21

実施 － -

単位
H16 H17 H18 H19 H20 H21

実施 実施 実施 実施 実施 実施

施策名

該当箇所本文

　今後は、大阪府環境農林水産総合研究所等において、海域における富栄養化、内部生産機構の解明等に関する
研究、有害化学物質等の水域環境汚濁に関する調査研究、貧酸素水塊の形成のメカニズムの解明及びそれらの
防除技術の調査研究並びに自然環境の保全に関する基礎調査及び回復手法に関する調査研究等、瀬戸内海の
環境保全に関する調査研究に鋭意努めるとともに、事業者・民間団体との情報交換等を行い有機的な連携を図る
ことにより、調査研究及び技術開発の効果的な実施を図る。
　また、環境省の環境技術実証モデル事業を活用し、閉鎖性海域の水環境改善に資する技術の普及促進を図る。
　さらに、府域における瀬戸内海に関する環境情報や調査研究、技術開発の成果等のデータベースを整備し、情報
の共有化、情報収集の効率化に努める。

年度

項目２

年度

環境技術実証モデル事業

年度

項目３ 人工干潟の生物保育能調査

H18
予備調査実施

　　　海域における富栄養化に関する研究　⇒　漁場環境調査を従来から継続実施
　　　貧酸素水塊の形成のメカニズムの解明及びそれらの防除技術の調査研究
　　　　　　⇒　貧酸素水塊の防除技術の調査研究（発生メカニズムについては解明済み、
　　　　　　　　　H18から改善技術調査にも着手、環境技術実証モデル事業（受託事業）
　　　回復手法に関する調査研究等　⇒　人工干潟の生物保育能調査（受託事業）を実施

進捗状況を示すデータ

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

項目１ 漁場環境調査等
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12．環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

施
策
の
概
要

担当部局 環境農林水産総合研究所（水産技術センター）

該当箇所

漁場環境調査ほか



１　漁場環境の再生と整備を進める技術開発

瀬戸内海における藻場・干潟など漁場改善及び環境修復技術等の開発

２　広域漁海況予報システムの構築と水産資源管理技術の開発

　 広域的な漁場環境データベース構築等、重要水産資源の管理技術の高度化と漁況予測の精度向上のための

技術開発

３　地域漁業に密着した増養殖技術と漁業被害防止技術の開発

　 漁業団体と連携した魚介類の増養殖技術等の開発とノリの色落ち、有害赤潮及び魚病の蔓延防止など漁業

被害防止対策技術等の開発

単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １３　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文
本県においては、県立農林水産技術総合センターにおいて、赤潮発生機構の解明、その他環境保全に関する調査
研究及び技術開発等を進めており、今後とも、国・市町等その他関係機関との協力により、これらの調査研究等の
促進を図るとともに、瀬戸内海の環境保全に関する調査研究及び技術開発等の鋭意推進に努めるものとする。
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施策名 県立農林水産技術総合センターにおける環境保全に関する調査研究、技術開発

担当部局 兵庫県農政環境部農政企画局総合農政課

施
策
の
概
要

漁場環境の悪化に伴い、漁獲量、漁業生産額が減少傾向にあり、ノリの色落ち等の漁業被害の発生も相次いでいる。このため、水産資源の
維持、増大のための技術や漁業被害防止技術等を開発することにより、瀬戸内海の環境の保全・再生を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進歩状況を示すデータ
項目１

項目３

ひょうごの豊かな海と水産資源を再生する技術の開発

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 ７．環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　県においては、保健環境研究センター、工業技術センター、畜産技術センター等で環境保全に資するための調査
研究及び技術開発を進めてきたところであるが、今後も、河川汚濁機構解明調査及び河川等における窒素、りん等
の挙動調査研究、さらに総量規制に対応した汚水処理技術に関する研究及び開発についても鋭意努めるものとす
る。
さらに、瀬戸内海に関する環境情報や調査研究、技術開発の成果等の情報収集に努めるものとする。

247【終了】

施策名 環境保全に関する調査研究

担当部局 奈良県保健環境研究センター

施
策
の
概
要

　環境保全に関する調査研究を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

研究発表
（吉野川（紀ノ川水系）水質解析事例）
　奈良県の紀ノ川水系の吉野川の水質状況を把握するために、2007年6月から2008年12月まで概ね月一回の水質調査を実施した。（現状
調査）　また、1981年度から2006年度までの紀ノ川水系の水質結果をデータベース化し、解析を行った。（長期調査）
　現状調査では次のことがわかった。①吉野川のBODはほとんどの調査地点で環境基準を下回っており、流下に伴って、その濃度は微増
程度と良好であった。②CODは流下に伴い、濃度上昇が見られた。③全りんと全窒素は流下に伴い、濃度上昇が見られ、特に全りんは市
街地において濃度上昇が顕著であった。長期調査では次のことがわかった。BODは1990年代後半に下流において濃度が上昇したが、2000
年代には減少傾向が見られた。CODは1980年代後半に下流において濃度が上昇し、そのまま横ばい傾向が続いている。［第29回奈良県公
衆衛生学会（2008）、第23回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部「支部研究会」（2009）］

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



年度

事業内容
（１）　特定事業場台帳等に係る事務処理
（２）　基礎汚濁源調査
（３）　公共用水域測定結果及び排水検査結果等

年度

項目２

項目３

年度

進捗状況を示すデータ
項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施策名 水質情報管理システムの運用

担当部局 広島県環境県民局環境部

施
策
の
概
要

水質全般に関する各種データの収集・管理及び汚濁解析などの処理を行い、総合的かつ効率的な水質保全行政を推進する。

Ｎｏ

該当箇所 １３ 　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　県内の瀬戸内海に関する調査研究は、県立総合技術研究所、独立行政法人産業技術総合研究所中国セン
ター、独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所及び広島大学等の他の試験研究機関で行われ
ている。これらの機関及び民間企業も含めた幅広い連携の下に、広島湾における富栄養化機構の解明、悪化した
底質環境の改善、藻場、干潟等の浅海域の環境保全と創生、アマモ場の造成技術、廃棄物の有効利用等に関す
る各種の調査研究を実施するとともに、水質全般に関するデータ収集・解析のための水質情報管理システムの開
発及び環境情報システムの検討等を行っている。

248



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １３ 　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

本県においては，保健環境センター，水産試験場，工業技術センター等の県試験研究機関及び世界最大規模の瀬
戸内海の大型水理模型を有する独立行政法人産業技術総合研究所中国センター，独立行政法人水産総合研究セ
ンター瀬戸内海区水産研究所，広島大学等の他の試験研究機関，さらに民間企業も含めた幅広い連携の下に，広
島湾における富栄養化機構の解明，悪化した底質環境の改善，干潟，藻場等の浅海域の環境保全と創生，廃棄物
の有効利用に関する研究及び産業排水，畜産排水の処理等に関する各種の調査研究を実施するとともに，電子計
算機を利用した水質情報管理システムの開発及び環境情報システムの検討等に努めてきたところである。
　今後も，関係機関の協力を得て，これらの調査研究を推進するほか，平成16年度を目途に水産試験場を再整備
し，藻場，干潟等の浅海域の環境保全・修復技術や海洋生物資源の持続的利用に関する調査研究，広島かきなど
養殖業の持続的発展のための技術開発等を重点研究課題として，それらに対応する施設整備等を進める。このほ
か，自然環境保全基礎調査や生物指標等を用いた生態系に関する環境モニタリング調査等の調査研究を推進す
るとともに，環境情報や調査研究，技術開発の成果等のデータベースなどを備え，情報の共有化や環境関連情報
の収集の効率化等に資するシステムの開発及び人工衛星等を用いたリモートセンシングデータの利用技術の開発
等環境保全に関する幅広い技術の開発等の推進に努めるものとする。

249【終了】

施策名 水産海洋技術センター整備事業

担当部局 広島県政策企画部研究開発局　　　　　

施
策
の
概
要

旧水産試験場を，瀬戸内海の環境保全や水産資源の維持増大を図る技術開発など，海，河川に関する幅広い要請に応えられる水産・海洋
技術開発の拠点として，再整備する。
整備内容
　　　建設場所　　　　　安芸郡音戸町波多見（現在地）
　　　施設内容　　　　　本館・生物実験棟，養殖技術開発棟，内水面実験棟・屋外飼育棟，海洋環境実験棟，浅海実験棟等
　　　整備スケジュール　平成１３年～１６年

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成１４年度
養殖技術開発棟，内水面実験棟，屋外飼育棟の整備に着手した。

平成１５年度
養殖技術開発棟，内水面実験棟，屋外飼育棟の整備が終了した。
本館・生物実験棟等の整備に着手した。

平成１６年度
本館・生物実験棟等の整備が終了した。
浅海実験棟，海洋環境実験棟等の整備を行った。

平成１７年度
水産海洋技術センターに名称変更を行った。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １３ 　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　今後も，関係機関の協力を得て，これらの調査研究を推進するほか，広島かきなど養殖業の持続的発展のため
の技術開発，自然環境保全基礎調査や生物指標等を用いた生態系に関する環境モニタリング調査等を推進する。
また，環境情報や調査研究，技術開発の成果等のデータベースなどを備え，情報の共有化や環境関連情報の収
集の効率化等に資するシステムの開発及び人工衛星等を用いたリモートセンシングデータの利用技術等の環境保
全に関する幅広い技術の開発等の推進に努める。
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施策名 総合技術研究所における研究開発

担当部局 広島県企画振興局研究開発部　

施
策
の
概
要

総合技術研究所において，複雑化・多様化する環境問題に対応するため，分野を超えた融合的な研究等を推進するとともに，成果の利用
促進を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

研究課題：
【流域再生】
○広島湾流域圏環境再生研究（Ｈ１６～Ｈ１８）
○森林類型による水源林の機能評価技術の確立（Ｈ１６～Ｈ２０）

【環境保全】
○光触媒を利用した環境浄化技術の開発（Ｈ１２～Ｈ１５）
○沿岸海域の窒素浄化機能に関する研究（Ｈ１３～Ｈ１５）
○湖沼における藻類の発生予測に関する研究（Ｈ１３～Ｈ１５）
○酸素透過膜を用いた省エネルギー型廃水処理技術開発に係る調査研究（Ｈ１５～Ｈ１７）
○湖沼等における水質環境改善技術の開発（H１８～２０）
○広島県独自の有機性資源循環システムの開発（H１８～２０）
○重大な水質汚染事故における迅速対応技術の開発（H１９～２０）

【食品リサイクル】
○酵母による食用廃油からの糖脂質生産技術の開発（Ｈ１４～Ｈ１５）
○乳酸菌利用による食品廃棄物リサイクル技術（Ｈ１６～Ｈ１７）
○食品廃棄物のエネルギー変換に関する技術開発（Ｈ１６～Ｈ１８）

【漁場環境改善】
○江田島湾におけるかき養殖適正化技術開発（Ｈ１９～Ｈ２１）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 13 環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　今後も，関係機関の協力を得て，これらの調査研究を推進するほか，広島かきなど養殖業の持続的発展のための
技術開発，自然環境保全基礎調査や生物指標等を用いた生態系に関する環境モニタリング調査等を推進する。ま
た，環境情報や調査研究，技術開発の成果等のデータベースなどを備え，情報の共有化や環境関連情報の収集の
効率化等に資するシステムの開発及び人工衛星等を用いたリモートセンシングデータの利用技術等の環境保全に関
する幅広い技術の開発等の推進に努める。
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施策名 環境関連産業の創出（環境保全技術の開発）

担当部局 広島県商工労働局　　

施
策
の
概
要

１）広島県の技術集積や産業基盤を生かし，環境分野における産業創出を図るため，産学官で組織される「広島県環境関連産業創出推進協
議会」（平成１３年６月）を設置し，環境関連の技術開発や事業化の支援を行っている。

２）また，技術開発に係る財政支援として，「ひろしま産業創生補助金」（商工労働局所管）等の活用を図るなどして，技術開発への支援を行っ
ている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）海洋浄化に係る研究開発
　平成１３年度の県補助金を活用し，ＪＦＥスチール㈱において「鉄鋼スラグによる沿岸環境修復技術」の研究開発を行い，尾道市因島の沿岸
海域において，鉄鋼スラグのリサイクル材(マリンブロック等）を用いた浅場を造成し，実証実験を行った。その結果，海藻類や底生生物の着
生，魚類の回遊などが見られ，海域環境の修復効果が確認されている。

２）沿岸環境修復技術の普及
　鉄鋼スラグのリサイクル材による沿岸環境修復技術については，その後も各地で実証試験等を行い，藻類・生物の着生などの効果が確認さ
れていることから，広島県リサイクル製品登録制度を活用する等，瀬戸内海域での藻場・干潟の修復のため，その普及促進を図っているとこ
ろである。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



人工浅場モデル

覆砂(水砕スラグ砂)

岩礁性藻場造成礁

　マリンブロック

（鉄鋼スラグ炭酸固化体)

底泥(ヘドロ)
潜堤(製綱スラグ塊)



単位 団体
Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

7 6 3

単位 人
Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

207 112 42

単位

Ｎｏ

該当箇所 13　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文 自然環境保全基礎調査や生物指標等を用いた生態系に関する環境モニタリング調査等の調査研究を推進する
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施策名 指標生物を用いた水環境モニタリング

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

１　市民による潮間帯生物（指標生物）を用いた水環境モニタリング
　平成14年度に発行した「広島県海岸・干潟生物調査マニュアル」を基に、環境保全団体や市民によって、県内各地の海岸において、「水の
汚れの程度」について、毎年（定性的）調査が実施されている。
　また、小・中学校などの教育現場において、活用されている。

２　瀬戸内海水環境調査（平成１９年度～平成２１年度）
　広島県海岸・干潟生物調査マニュアルによる定性的調査手法に加え、定量的調査手法を市民に提案することを目的に、調査に参加した市
民の意見を参考にしながら、新たな生物調査手法を検討している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

瀬戸内海水環境調査（平成１９年度～平成２１年度）
瀬戸内海の総合的な水環境の状況を把握するため、 干潟などの浅海域における生物、植物、生息環境等の環境調査を実施して水環境の
状況を把握し、瀬戸内海の水質改善、生態系の回復等の検討を行う資料を収集する。
　また、その調査の実施において、環境保全活動を行う住民団体等と連携し、地域住民等による自主的なモニタリング活動を促進する方策
を検討する。
【実績】
平成19年度は、県内の周辺環境の異なる3地点を選定し、年3回の調査を実施した。
平成20年度は、県内の周辺環境の異なる4地点を選定し、年2回の調査を実施した。
平成21年度は、県内の周辺環境の異なる2地点を選定し、年2回の調査を実施した。

進捗状況を示すデータ
項目１ 調査参加団体数

項目３

項目２ 調査参加者



単位 テーマ
H17 H18 H19 H20

16 16 16 16

単位

単位

単位

施
策
の
概
要

Ｎｏ

該当箇所 １３．環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　本県においては、環境保健研究センターを中心に水産試験場、畜産試験場等で、環境保全に関する調査研究及
び技術開発を進めている。特に、燧灘東部海域等における貧酸素水塊解消のための水質浄化対策、赤潮発生機
構の解明については、国及び民間関係機関等との連携のもとに、調査研究を実施し、また、家畜排せつ物の処理
技術、燐の処理方法の研究等も行ってきたところである。
今後においても、関係方面の協力を得て、これらの調査研究の推進及び監視測定技術の向上を図るため環境保
健研究センター等において水質測定機器及び測定技術に関する調査研究を行うとともに自然環境保全基礎調査の
実施等瀬戸内海の環境保全に関する調査研究及び技術の開発に努めるものとする。
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施策名 調査・試験・研究等の推進（環境保健研究センター）

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

　快適な環境と生涯を通じた健康の基盤づくりを支援する次の基本研究課題について推進を図る。（環境分野）

１．健全な生活環境の実現、保全、継承への技術支援
２．自然と共生する豊かな環境の創造への技術支援
３．環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築への技術支援
４．地球環境の保全の推進への技術支援
５．環境・保健衛生情報及び疫学情報の収集、解析、還元に関する調査研究

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

項目２

項目３

項目４

項目１ 調査研究のテーマ（環境科学部門、廃棄物リサイクル部門）



単位

単位

単位

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

項目２

施
策
の
概
要

○多様化、高度化する漁業現場のニーズに対応するため、水産試験研究体制整備強化事業により、水産試験場の施設や設備の整備を推
進する。
○新しい水産増養殖対象種の開発と漁業現場への技術の定着を促進するため、増養殖技術研究開発事業により、タケノコメバルなどの種
苗生産、飼育試験を行うとともに、漁業者に対する増養殖技術の指導を行なう。
○赤潮研究事業により、赤潮生物に関する研究や赤潮発生状況の監視を行なうとともに、ノリ養殖研究高度化事業により、ノリの適正養殖
に向けた手法の開発を行う。
○新たな技術の普及・定着を促進するため、漁業の担い手確保・育成対策事業により、技術情報の提供や技術研修会を開催する。

項目３

項目１

施策名 新技術の研究・開発と試験研究体制の整備（水産試験場）

担当部局 香川県　農政水産部　水産課

Ｎｏ

該当箇所 13　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　本県においては、環境保健研究センターを中心に水産試験場、畜産試験場等で、環境保全に関する調査研究及
び技術開発を進めている。特に、燧灘東部海域等における貧酸素水塊解消のための水質浄化対策、赤潮発生機
構の解明については、国及び民間関係機関等との連携のもとに、調査研究を実施し、また、家畜排せつ物の処理
技術、燐の処理方法の研究等も行ってきたところである。
　今後においても、関係方面の協力を得て、これらの調査研究の推進及び監視測定技術の向上を図るため環境保
健研究センター等において水質測定機器及び測定技術に関する調査研究を行うとともに自然環境保全基礎調査の
実施等瀬戸内海の環境保全に関する調査研究及び技術の開発に努めるものとする。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １３　環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　本県においては、環境保健研究センターを中心に水産試験場、畜産試験場等で、環境保全に関する調査研究及
び技術開発を進めている。特に、燧灘東部海域等における貧酸素水塊解消のための水質浄化対策、赤潮発生機
構の解明については、国及び民間関係機関等との連携のもとに、調査研究を実施し、また、家畜排せつ物の処理
技術の研究等も行ってきたところである。
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施策名 環境保全に関する調査研究（畜産試験場）

担当部局 香川県　農政水産部　畜産課

施
策
の
概
要

　家畜排せつ物の利用の促進を図っていくため、畜産試験場において高度処理技術の検討・開発や環境負荷の低減技術等に関する試験
研究を実施し、得られた技術的成果等の普及・定着を通じて、地域環境の保全と健全な畜産の発展を推進している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

２２年度試験研究計画
・畜産排水からのリン資源回収利用試験（H２２～２４）
・フミン物質の飲水給与が家畜の生産性等に及ぼす影響（H２１～２２）

２１年度試験研究実績
・生分解性プラスチックバックを利用した堆肥生産方式の確立（H１９～２１）
・竹材を利用した良質堆肥生産試験（H１９～２１）
・フミン物質の飲水給与が家畜の生産性等に及ぼす影響（H２１～２２）
　
２０年度試験研究実績
・生分解性プラスチックバックを利用した堆肥生産方式の確立（Ｈ１９～２１）
・竹材を利用した良質堆肥生産試験（Ｈ１９～２１）

１９年度試験研究実績
・生分解性プラスチックバックを利用した堆肥生産方式の確立（Ｈ１９～２１）
・竹材を利用した良質堆肥生産試験（H１９～２１）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



単位 千円
H15 H16
6,662 2,010

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　衛生環境研究所においては、先進的で高度な技術研究を実施するため、平成15～16年度に任期付き研究員を配置するとともに、本県の
研究レベルの向上を図るため、現在、社会問題になっているダイオキシン類等環境ホルモンについて愛媛大学と連携し、調査研究に取組ん
だ。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○研究内容
　１　レセプターが制御する遺伝子群の同定
　　　・ＡｈレセプターがｃＤＮＡを含む発現プラスミドの構築
　　　・Ａｈレセプター制御する遺伝子群の同定

　２　内分泌かく乱化学物質とＡｈレセプターの結合能の解析およびその種間比較
　　　・BIACOREセンサーグラムを用いた結合・解離過程の測定
　　　・レセプターｃDNAの一部を変異させた変異体（配列部分を含む）の作出
　
　３　レセプターを指標とした生態系における内分泌撹乱作用のリスク評価
　　　・内分泌撹乱化学物質別に感受性の高い生物種・低い生物種の決定
　　　・高感受性種・低感受性種のリスクの算出

進捗状況を示すデータ
項目１ 研究開発予算

施策名 環境ホルモンの生物影響に関する研究事業費

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 13 環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　本県においては、愛媛県立衛生環境研究所を中心に、県の試験研究機関や大学等との関係機関との連携のもと
に、環境保全に関する調査研究や技術開発を進めており、特に微生物を活用した水質浄化システムの開発、ダイ
オキシン類分解技術の研究、藻場造成技術の開発研究、化学物質汚染の調査研究等新しい環境技術の調査研究
を、関係機関と連携し、行っているところである。
　今後とも、関係機関のとの情報交換や連携を図り、瀬戸内海における良好な環境を保全し、回復させるための調
査研究、技術の開発に努めるものとする。
　さらに、瀬戸内海に関する環境情報、調査研究及び技術開発の成果等のデータベースを整備し、情報の共有化
及び情報収集の効率化に努めるものとする。
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単位 名
Ｈ１2 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Ｈ19 H20 H21

1 2 2 2 2 2 2 2 1 0

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　衛生環境研究所等の研究職員が愛媛大学の大学院制度（社会人受入れ制度）を利用して、博士号を取得する為の入学料及び授業料等
について、県が助成をすることにより、研究職員の博士号取得を促進し、本県における研究機能の強化を図る。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　
　・助成対象者
　　　衛生環境研究所等の研究職員
　・助成額
　　　検定料、入学金、受講料
　・修学機関
　　　愛媛大学
　・修学期間
　　　３年間

項目１ 助成研究員数

施策名 環境研究能力強化事業

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 13 環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

該当箇所本文

　本県においては、愛媛県立衛生環境研究所を中心に、県の試験研究機関や大学等との関係機関との連携のもと
に、環境保全に関する調査研究や技術開発を進めており、特に微生物を活用した水質浄化システムの開発、ダイ
オキシン類分解技術の研究、藻場造成技術の開発研究、化学物質汚染の調査研究等新しい環境技術の調査研究
を、関係機関と連携し、行っているところである。
　今後とも、関係機関のとの情報交換や連携を図り、瀬戸内海における良好な環境を保全し、回復させるための調
査研究、技術の開発に努めるものとする。
　さらに、瀬戸内海に関する環境情報、調査研究及び技術開発の成果等のデータベースを整備し、情報の共有化
及び情報収集の効率化に努めるものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当なし

進捗状況を示すデータ

担当部局 大阪府生活文化部府民活動推進課

施
策
の
概
要

　ＮＰＯと行政がイコールパートナーとして実りある協働を実現できるよう、具体的な方策を提示するため、平成16年4月に「大阪府ＮＰＯ協働
推進計画」を策定し、全庁的に取り組んでいる。
■協働推進の方向
１）実りある協働システムの確立
　①協働事業の推進
　②政策立案段階からの協働の推進
　③協働事業評価システムの構築
２）職員の意識改革
３）ＮＰＯ活動の活性化支援
■主な取組み
① パートナーシップによる社会づくり事業の推進
・ＮＰＯとの意見交流会の実施
・企画提案型協働事業の実施
② 全庁的な協働推進体制づくり
・各部局に協働推進員を配置し、全庁的に協働事業を推進
・協働事業評価システムの導入
・ＮＰＯ協働推進研修の充実
③ ＮＰＯ情報発信の強化
・ＮＰＯ総合情報サイト「大阪ＮＰＯ情報ネット」を開設し、大阪ＮＰＯプラザを起点に広く情報を発信
④ ＮＰＯ活動活性化支援
・ＮＰＯマネジメントセミナー事業・ＮＰＯ法人スタートアップセミナー事業の実施(補助）
・ＮＰＯ協働フォーラムの開催
⑤ 大阪ＮＰＯプラザの管理運営支援

該当箇所本文

瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要である。
その実効を期するため、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域の
住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
このため、府民に対して、新聞、テレビ、ラジオ、パンフレット、ホ－ムペ－ジ等の広報媒体並びに環境月間及び瀬
戸内海環境保全月間等を通じて、良好な生活環境の保全に関する意識の向上に努めるとともに、河川、海岸等へ
のごみの不法投棄防止、生ごみの流出防止、浄化槽の維持管理の適正化を図るなど、実践活動の普及を図るとと
もに、環境ボランティアの養成に努める。これらの施策の実施に当たっては、社団法人瀬戸内海環境保全協会等の
協力を得てより一層の効果を期するよう努める。
また、環境保全施策の策定に当たっては、必要に応じ「大阪府パブリックコメント手続実施要綱（平成13年４月施
行）」に基づくパブリックコメント手続の実施等により、住民意見を考慮する。

施策名 ＮＰＯとの協働の推進

Ｎｏ

該当箇所 13 環境保全思想の普及及び住民参加の推進
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単位 件数

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文 　環境保全施策の策定及び推進に当たっては、県民の参画と協働により進めるものとする。
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施策名 ○ひょうごボランタリー基金「行政・ＮＰＯ協働事業助成」

担当部局 兵庫県企画県民部県民文化局地域協働課

施
策
の
概
要

○ひょうごボランタリー基金「行政・ＮＰＯ協働事業助成」
（目　　　的）  ＮＰＯ法人等が、行政と対等の立場で協働することを通じて、より高い効果を得ることができる事業を推進し、
　　　　　　　　地域の課題解決又は活性化を図る。
（対象事業）　ＮＰＯ法人等が自ら提案したもので、行政と協働して実施することで効果的な事業展開が見込まれるもの
（助成額等）　第１年次（企画）30万円以内、第２年次（計画）60万円以内、第３年次（実施）100万円以内
（開始年度）　平成14年度～
（実施主体）　ひょうごボランタリープラザ（（社福）兵庫県社会福祉協議会）

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

現時点では、実施事例なし。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文 環境保全施策の策定及び推進に当たっては、県民の参画と協働により進めるものとする。
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施策名 ひょうごの森・川・海再生プランの推進

担当部局 兵庫県農政環境部環境管理局水質課

施
策
の
概
要

　

　ひょうごの森・川・海の再生に向けて、自然再生や健全な水循環の回復などの観点から、施策・事業を関係各部局の緊密
な連携のもと、事業間の調整を図り、森・川・海の再生に係る施策に総合的に取り組んでいくとともに、流域に暮らす人々と
豊かな自然とのかかわりを回復させながら、参画と協働のもと、県下地域を主要な河川流域区分に分け、流域ぐるみで特
色ある取り組みを推進する(１４年５月プラン作成)。
　同プランでは、長期的には、本県沿岸域で大規模開発が始まる前（１９５０年前後）の環境を目標としつつ、当面は、２０年
後の平成３３（２０２１）年度の中間目標を設定し、それに至る前期１０年間を第１ステージ、後期１０年間を第２ステージとす
るステップアップ方式により、環境の再生を図っていく。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○河川流域区分ごとに、策定した成果指標の実現に向けて、様々な取り組みを推進している。
　（詳細は、貼付資料のとおり）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



■流域ごとの成果指標と平成２０年度の取組

 流

 域
○ 泳げるほどにきれいな海、白砂青松の
海岸
○ 多様な生物が生息する海岸

○ 海、水辺とのふれあい、うるおいのあ
る新たな親水空間と景観

猪名川下流 ○ 清らかな川の流れ ○（環境学習）猪名川探検隊の実施
　 水生生物調査などを行い、身近な川の状
況と人との関係を学習

○ ホタルの飛び交う水辺

○ カブトムシやクワガタが手軽に観察で
きる里山

○地域住民が主体となり、流域でのクリーン
活動や、竹炭を使った水質浄化などを積極的
に行う例が増えている。

○ 泳げるほどにきれいな海、白砂青松の
海岸

○ 御前浜水環境再生実証事業の実施

○ 多様な生物が生息する海岸 ・御前浜水環境再生懇話会の開催

○ 海、水辺とのふれあい、うるおいのあ
る新たな親水空間と景観

・モニタリングの実施

・御前浜みんなの浜辺調査

・市民フォーラムの開催

○ 林床植生の豊かなスギ、ヒノキの林

○ 森林環境学習に活用される里山林

○ メダカの泳ぐ水辺

○ 多様な水生生物が生息し、魚が手づ
かみできるぐらいの豊かな水辺
○ ホタルの飛び交う水辺

○ カブトムシ、クワガタなどが手軽に観察
できる森

○武庫川流域エコバスツアーや武庫川支流
での水生生物観察会に多数の参加者があ
り、着実に流域自然環境保全への関心が高
まってきた。

押部谷町西盛 ○ ホタルが舞う水辺 ○鑑賞会・勉強会等を実施

上津橋地区 ○水棲生物の保全 ○ドジョウ、ヨシノボリが見られるようになった

古野池地区
栄谷新池地区

○ため池を保全する体制づくり ○ため池保全協議会設立、クリーンキャン
ペーン開催

川・水路 ○ ホタルやメダカの再生 ○ 加古川下流部水路でホタルやメダカの再
生ため池・川、水路 ○ 水質浄化 ○ 竹炭を使った 水質浄化への取り 組み

流域全体 ○環境省が定める 水生生物調査の水質
階級Ⅰ及びⅡに属する生物が棲める水
質

○下水道の整備、環境配慮型工事の実施等
による河川の水質向上に伴い、水質階級Ⅰ
及びⅡの河川が増加。

○ 加西市、小野市、加東市でベッコウトンボ
保護活動の実施
○三田池（加西市）、女池（小野市）他でコハ
クチョウの保護活動の実施
○五郎池（加西市）でため池オアシス運動、
蓮池（加西市）でため池ふれあいイベントを実
施し、池干しと外来魚の駆除等によるため池
の自然再生と多様な生物の生息環境の保護
及び地域住民の意識啓発を推進
○その他、地域（加西市）や学校（加東市）で
自主的に池干しや環境学習を実施するところ
が増えてきている。

○ 河川環境調査の参加者の増加 ○ 杉原川、東条川、野間川、美嚢川、加古川
で環境保護団体、学童・生徒による水生生物
調査実施
○ コハクチョウを始めとする渡り鳥の飛来数
の維持
○ 来住町の住民による保護調査活動の活
性化○ 川沿いクリーンウォーク

○ 水生生物調査

○ ホタルの幼虫飼育・放流事業の実施

 ・飼育装置の貸し出し

ため池整備地区 ○ 水生生物等の保全 ○ 水生生物の植生

農村振興総合整備地区 ○ 環境を考慮した水路整備 ○ 親水性を考慮(多自然型)した水路整備

○ 渡り鳥の飛来数の維持

○ 美しい河川敷

ため池全体

流域全体

○ 希少動植物が保護され、水辺が自然
とのふれあいに利用できるため池

杉原川流域・美嚢川流域・小野市

市
川
・
夢
前
川

中播磨
越知川流域 ○ ホタルが舞う水辺

神　戸

加
古
川
中
・

下
流

東播磨

加
古
川
中
・
下
流

北播磨

猪
名
川

阪神南

尼崎西宮芦屋港　尼崎地区

阪神北

上流域・支流域
（里山、林、ため池、水路、河川）

阪神北

流域上流

県民局 区分 成果指標 平成１９２０年度の取組等

○ 清らかな川の流れ

○森の環境学校「甲山で遊ぼう屋」の実施

○ ウミガメの産卵 ○ ６から８月の間、明石八木海岸でウミガメ
サンクチュアリ運動を継続して実施。

武
庫
川

阪神南

尼崎西宮芦屋港　西宮地区

六甲山系

武庫川下流

海岸

明
石
川



■流域ごとの成果指標と平成２０年度の取組

 流

 域
県民局 区分 成果指標 平成１９２０年度の取組等

○ メダカが泳ぐ川

○ ホタルが舞う水辺

○ ドジョウやメダカ、カエルなど多様な生
物が生息する田園や里山

○ 冬季湛水田にアカガエルの卵塊を確認

○ ホタルの飛び交う水辺 ○ 市街地の水路にヘイケボタルが飛び交う

○ アベサンショウウオが生息する湿地

○ 河川クリーン作戦の実施

○ 円山川にシロザケが遡上

支流域(建屋川) ○ オオサンショウウオが生息する河川 ○ 河川の清掃・美化活動の実施

支流域(米地川) ○ 乱舞するゲンジボタルの里 ○ 河川の清掃・美化活動の実施

○ ツキノワグマとの共存 ○ 氷ノ山自然再生事業

○ イヌワシなど多様な生き物が生息でき
る自然林、ススキ草原、棚田

○ 古生沼保全作業(温暖化により積雪量が
減り、湿原の乾燥化が進んでいる。)

○ 西日本唯一の北方系植物の宝庫「古
生沼」、「ミツガシワ湿原」の保全保護
○ 氷ノ山系のブナ原生林の保全

○ 藻類の豊かな海

○ 多様な生き物の住む海

○ 海岸の原風景、白砂青松を次世代へ

○ 休耕田を利用したピオトープづくり。

○ 岸田川や矢田川、竹野川にサケの遡上

上流域
（上山高原）

○ イヌワシが飛翔し、ツキノワグマが生
息する自然度の高い森、ススキ草原の復

○ 上山高原自然再生事業(ブナ植林)

○ 川面に生えるバイカモ群 ○ 地元の小学生によるバイカモ苗の植付作
業○ ホタルの舞う、メダカの棲む味原川清

流
○ 地域住民による継続的な海岸清掃

○ 光が射し、風が通る森 ○「鹿の木」の植生調査の実施

○ カブトムシやクワガタの棲む里山 ○「ヒメボタル」の生息分布調査

○ ゴミのない森や水辺 （丹波市青垣町稲土川流域）

○　河川の清掃美化活動

（ゴミのないきれいな丹波の森づくり）

○ メダカが泳ぎホタルが舞う水辺 ○ バイカモの咲く川づくり

○ 清らかな水が豊かに流れる源流の川 （丹波市氷上町氷上地区）

○ 身近に感じられる親しみやすい川 ○ 加古川源流の里保全再生事業の実施

○ ゴミのない森や水辺 （丹波市青垣町神楽地区）

○ 天然アユや多様な生き物がいる川 ○ 河川の清掃美化活動

（ゴミのないきれいな丹波の森づくり）

○ ホタルの生息調査

（丹波市青垣町稲土川流域）

○ 休耕田を利用したビオトープづくり

（丹波市青垣町小稗）

○ ゴミのない森や水辺 ○ ため池クリーンキャンペーンの実施

○ メダカが泳ぎホタルが舞う水辺 ○ ため池環境教室の実施

○ ドジョウやオタマジャクシのいる田んぼ

ため池

○ 天然アユ、サケ、サクラマスが遡上す
る川

加
古
川
上
流
 
・
竹
田
川

丹  波

森（里山）

河川

田んぼ

上流域

○ 地域住民と子供たちによるホタル保全活
動

但
馬
西
部
河
川

但  馬

海、海岸、河口域

中～上流域

支流域（田君川～浜坂海岸）

○ 子どもたちによる海岸漂着物調査

○ アユ、サケが遡上し、イワナ、ヤマメが
泳ぐ川

千 種 川 西播磨
佐用町上月地区

円
山
川

但  馬

下流域

中～上流域



単位 人
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

100 220 340 500 759 1,041 1,381 1,531 1,637 1,837

単位

単位

項目２

担当部局

　県民に対して、各種の広報手段を通じ、あるいは、環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内
海の環境保全についての正しい認識を高めるよう啓発活動の実施に努めるとともに、河川、海岸等へのごみの不
法投棄の防止、台所から下水への生ゴミ流出の防止、浄化槽の維持管理の適正化を図るなど瀬戸内海の環境保
全のための県民運動の推進に努めるものとする。

該当箇所本文

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施
策
の
概
要

漁業者の森づくりの推進

263

　

　本活動は平成１１年度から毎年実施しており、平成２０年度は三木市の「グリーンピア三木」及び「三木山森林公園」で育樹活動を実施し、
漁業者や一般県民約200名により約300㎡の森林について間伐、枝打ち、下草刈りを行った。

Ｎｏ

該当箇所

　漁業者が森・川・海を一連のものとしてとらえ、豊かな海を取り戻すために自らの手で森づくりを推進していることから、この運動を盛り上げ
るとともに、幅広い県民に漁場環境保全への理解と協力を得ることを目的として支援を行っている。

１４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

施策名

兵庫県農政環境部農林水産局水産課

進捗状況を示すデータ
項目１ 漁業者の森づくり活動参加人数（累計）

項目３





単位

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

１）瀬戸内海の環境保全に係る住民の環境保全意識の高揚を図るため、新聞やパンフレット等により啓発を行う。

２）環境月間・瀬戸内海環境保全月間である６月を中心に、啓発事業を重点的に展開する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）新聞やパンフレットによる啓発
　○新聞による啓発
　　・地元新聞とタイアップして環境月間における取組の特集記事を組み、その中で生活排水対策の啓発記事を掲載。

　○パンフレットによる啓発
　　・「家庭から清流をめざして」など、水質浄化に向けた啓発パンフレットを作成配布。

２）環境月間における啓発活動
　○環境月間における街頭啓発の実施
　　・水質汚濁につながる家庭からの生活排水対策として、洗剤を使わないアクリルたわし等を配布。
　　・街頭で啓発物品を配布し、エコライフの実践を呼びかける。
　　・県内のこどもエコクラブが１年間の活動内容をまとめた「壁新聞」を県庁にて展示。

　○環境フェアにおける展示及び啓発グッズの配布
　　・わかりやすい展示や行事により、多くの県民に環境保全の取組実践を促すための事業である環境フェアにおいて
　　　大和川の水質マップの掲示等を行うとともに、来場者に水切り袋やエコスクレイパー等の啓発グッズを配布。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 瀬戸内海に対する環境保全思想の普及及び住民参加の推進（１）

担当部局 奈良県くらし創造部景観・環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 ８．環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　県民に対して、新聞、パンフレット、ホームページ（環境情報サイト「エコなら」）等の広報手段を通じ、及び環境月
間、瀬戸内海環境保全月間の事業等において、水質汚濁についての意識の高揚を図るとともに、河川等へのごみ
の不法投棄防止、生ごみの流出防止、浄化槽の維持管理の適正化等の実践活動の普及に努め、また、下水道処
理区域における水洗化の促進について啓発を図るものとする。
　なお、これらの事業の実施に当たっては、関係府県、市町村、瀬戸内海環境保全協会その他の関係諸団体の協
力を得るとともに、奈良県環境保全基金の活用を図り、その実効を挙げるよう努めるものとする。

264



単位

単位

単位

項目２

項目３

項目１

施
策
の
概
要

　大和川流域河川の水質汚濁原因の８割以上を生活排水が占める現状に鑑み、流域住民に対し水質浄化に関する意識向上を促すために
「万葉の清流ルネッサンスキャンペーン」を実施している。また、地域住民による河川美化活動に対する支援も行っている。
◆「万葉の清流ルネッサンスキャンペーン」の一環
①アクリルタワシ作製講座（平成１５年度より実施）
目的：実際に炊事等の家事に関わる成人層を対象に、生活排水を減らす方法等についての知識を深めてもらうことを目的とする。
内容：食器等を洗う際に洗剤が少量で済む「アクリルタワシ」の編み方、大和川博士（劇団）による講座等。公民館等で実施。
②家庭生活排水対策パネル展（平成１５年度より実施）
内容：万葉の清流ルネッサンスキャンペーン等に関するパネルを展示し住民への周知を図る。流域内量販店や県民ホールで実施。
③総合学習における出前講座・リバーウォッチング
内容：小学校学年単位で募集し、職員が学校へ赴く。出前講座では大和川の治水・水質等についてパワーポイントを使って講義し、実験を交
え一人ひとりが家庭で出来ることを考えてもらう。リバーウォッチングでは実際に川に入って水生生物を観察し、生物から川の水質を判定し、
川の汚れる原因や自分たちに出来ることなどを考えてもらう。
④みんなのかっぱ教室
内容：小学生とその保護者を対象とした自然観察会。水質や水生生物に関する体験学習を通じて大和川水系河川の現状と問題点について考
えてもらうきっかけとする。
◆その他
⑤河川美化愛護団体支援事業
目的：県管理河川において、地元自治体が自主的に実施する清掃、草刈り等のボランティア活動を支援することにより、河川愛護思想の普及
及び河川愛護活動の助長を図る。
内容：美化活動に必要な消耗品の支給またはボランティア保険加入費の負担。
⑥地域が育む川づくり事業
目的：「もてなしの心溢れる魅力ある奈良県づくり」の推進のため、地域住民等で構成された団体による主体的な草刈り等の河川維持活動を
育成し、またその継続を図り、良好な河川空間の維持、向上に資することを目的とする。
内容：活動区域面積に応じた報奨金の支給、植栽用物品・活動用看板の支給。

※平成２１年度実績は、いずれも平成２１年１２月末時点。

①アクリルタワシ作製講座
平成２１年度：７、８月に５回、１２月に１回実施。参加人数１８２名（１、２月に４回実施予定）
②家庭生活排水対策パネル展
平成２１年度：７月に１回、２月に４回程度実施予定。
③出前講座・リバーウォッチング：大和川流域市町村内の小学校
平成２１年度：２３校　１,３６１名が参加。
④みんなのかっぱ教室（平成１９年度より名称変更）
平成２１年度：飛鳥川で１回実施。参加人数１３７名。
⑤河川美化愛護団体支援事業
平成２１年度参加団体数　１１１
⑥地域が育む川づくり事業
平成２１年度参加団体数　２２

進捗状況を示すデータ

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

施策名 瀬戸内海に対する環境保全思想の普及及び住民参加の推進（２）

担当部局 奈良県土木部河川課

Ｎｏ

該当箇所 ８．環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　県民に対して、新聞、パンフレット、ホームページ（環境情報サイト「エコなら」）等の広報手段を通じ、及び環境月
間、瀬戸内海環境保全月間の事業等において、水質汚濁についての意識の高揚を図るとともに、河川等へのごみの
不法投棄防止、生ごみの流出防止、浄化槽の維持管理の適正化等の実践活動の普及に努め、また、下水道処理区
域における水洗化の促進について啓発を図るものとする。
　なお、これらの事業の実施に当たっては、関係府県、市町村、瀬戸内海環境保全協会その他の関係諸団体の協力
を得るとともに、奈良県環境保全基金の活用を図り、その実効を挙げるよう努めるものとする。

265



単位
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 年度
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 （個）

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

（環境月間街頭啓発）
　瀬戸内海を含む本県海域の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識の高揚等を図るため、環境月間、瀬戸内海環境保全
月間において、水質汚濁防止を中心とした街頭啓発を実施する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　瀬戸内海環境保全月間の6月中に実施。
　県内各保健所（支所）管内10カ所及び和歌山市内で、水質汚濁防止のための台所用水切りネットを街頭キャンペーンで配付し、瀬
戸内海を含む本県水域の水質保全の普及・啓発活動を行っている。
　特に、瀬戸内海関係地域では、「瀬戸内海環境保全月間」「瀬戸内海環境保全協会」名入りのたすきを掛け、各管内市町村や民
間団体、地元企業等の協力を得て、県内スーパーマーケット店頭やＪＲ駅前で実施した。

活動状況を示すデータ
項目１ 街頭啓発グッズ（水切りネット）の配付数

施策名 環境調整事業・わかやま環境保全活動・学習推進事業

担当課室 和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課

Ｎｏ

該当箇所 14　環境保全思想普及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水等も含めた総合的な対策が必要であり、その実効
を期すためには、国、地方公共団体等がその責務を果たすことは勿論のこと、瀬戸内海地域の住民及び瀬戸内海
を利用する人々の協力が不可欠である。
　このため、県民に対してテレビ、ラジオ、新聞、パンフレット等の広報手段や、また、環境月間、瀬戸内海環境保全
月間の事業において、瀬戸内海の保全についての正しい認識を高めるよう広報活動の実施に努め、県民の環境に
対する正しい理解と環境保全活動への参加意識を高め住民参加の推進を図るとともに、河川、海岸等へのごみの
不法投棄防止、生ゴミの流出防止、浄化槽の維持管理の適正化を図るなど実践活動の普及に努めるものとし、こ
れらの事業実施にあたっては、社団法人瀬戸内海環境保全協会等と連携を図りながら、より一層その効果を増す
ように努めるものとする。
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単位

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解を促進し、環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切
に思う心を育むため、地域の自然及びそれと一体をなす歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共
団体、事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。
　このため、平成17年に策定した「広島県環境学習推進実施計画」に基づき、小学校及び中学校における総合的な学
習の時間等の活用により学習機会の増大を図るとともに、環境保全アドバイザー等の環境学習指導者の養成、環境
学習プログラムの作成等を実施して、環境教育・環境学習の普及拡大を図る。
　環境教育・環境学習の実施に当たっては、日々の生活の中で環境対策として実践できる、省エネ・省資源、廃棄物
の減量化、生活排水等の対策が、地球温暖化防止、ごみの不法投棄防止、汚濁負荷量の低減につながり、これらが
ひいては瀬戸内海の環境保全に寄与することが理解されるよう努めるとともに、かつて瀬戸内海が豊かな生物多様
性と高い生物生産性を有する海域であったことを考慮し、瀬戸内海が里海※として、環境に配慮した持続可能な海域
として再生されるよう意識醸成を図る。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等の体験学習、水生生物による水質環境調査等を実施するほか、ボラン
ティア等の人材育成及び「こどもエコクラブ」、「せとうち海援隊」、広島県マイロードシステム、広島県ラブリバー制度
等において活動する団体に対する支援等に努める。
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施策名 環境保全活動・環境学習機会の充実及び取組の普及拡大

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　

施
策
の
概
要

１）本県では、平成７年から、学校や地域、職場等で行われる環境保全活動・環境学習に対して助言・指導を行える人材を養成・登録する環境
保全アドバイザー制度を創設している。海浜等で行う水生生物調査等の環境学習をより効果的に行えるよう環境保全アドバイザーの活用を促
している。

２）また，平成１９～２１年度は，県内市町のうち，環境学習を積極的に推進する自治体を「環境学習モデルタウン」に指定し，モデルタウンが実
施する環境学習を支援するとともに，先進的な環境学習の普及拡大を図った。

３）「環境の日」ひろしま大会等の環境イベントを通じた海洋環境保全に係る取組及び、環境保全思想の普及啓発

４）　学校・公民館等で開催される環境保全講座に，環境保全アドバイザー等専門講師を派遣し，県民の環境知識の向上，取組の活発化を
図った。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○　学校や地域の団体等が行う水生生物調査等の環境学習、及び海洋環境保全活動を効果的に行えるよう、環境保全アドバイザーの活用を
促し、取組を支援した。

○　本県の瀬戸内海における環境保全活動・環境学習に係る取組、及び連携・協力して行う団体の取組を「環境の日」ひろしま大会等の環境
イベントで展示することにより、普及啓発を図った。

○　瀬戸内海へ流れる河川の水質調査を，地元の環境保全団体，こどもエコクラブの協力により取り組み，水質の状況の把握，瀬戸内海の環
境保全の普及啓発を実施した。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

年度

項目２



単位 団体
Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

5 9 17 36 36 36 36 33

単位 人
Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

1,500 2,900 2,850

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解を促進し、環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大
切に思う心を育むため、地域の自然及びそれと一体をなす歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方
公共団体、事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。
　このため、平成17年に策定した「広島県環境学習推進実施計画」に基づき、小学校及び中学校における総合的な
学習の時間等の活用により学習機会の増大を図るとともに、環境保全アドバイザー等の環境学習指導者の養成、
環境学習プログラムの作成等を実施して、環境教育・環境学習の普及拡大を図る。
　環境教育・環境学習の実施に当たっては、日々の生活の中で環境対策として実践できる、省エネ・省資源、廃棄
物の減量化、生活排水等の対策が、地球温暖化防止、ごみの不法投棄防止、汚濁負荷量の低減につながり、これ
らがひいては瀬戸内海の環境保全に寄与することが理解されるよう努めるとともに、かつて瀬戸内海が豊かな生物
多様性と高い生物生産性を有する海域であったことを考慮し、瀬戸内海が里海※として、環境に配慮した持続可能
な海域として再生されるよう意識醸成を図る。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等の体験学習、水生生物による水質環境調査等を実施するほか、ボラ
ンティア等の人材育成及び「こどもエコクラブ」、「せとうち海援隊」、広島県マイロードシステム、広島県ラブリバー制
度等において活動する団体に対する支援等に努める。
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施策名 広島県せとうち海援隊支援事業

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　

施
策
の
概
要

（１）広島県内の海浜で、生物調査・海浜清掃に取り組む団体等を「せとうち海援隊」として認定し、関係市町と連携してその活動を支援す
る。
（２）広島県の支援内容として、
　・活動時の傷害・賠償責任保険を県で支出
　・せとうち海援隊のぼり旗を作成
　・広島県ホームページで活動内容等を掲載　などがある。
（３）関係市町の支援内容として、
　・海浜清掃の際のごみ処理の協力　がある。
　

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成２２年１２月現在でせとうち海援隊認定団体数は３３団体、平成２０年度においては、延べ２,８５０人以上が活動に参加した。

 
 
 
 
 
 
 
 

進捗状況を示すデータ
項目１ せとうち海援隊認定団体数の推移

項目３

年度

項目２ 活動参加者



＜広島県せとうち海援隊支援事業の仕組み＞

＜活動の様子＞

○ 海浜清掃 ○生物調査

ＳＳＦＣ海辺の清掃実行委
員会

呉市立豊島小学校

呉市立渡子小学校

環境市民ネット松永三原市立鷺浦小学校 尾道市立浦崎小学校

盈進中学校環境研究部生
物班

㈱あけぼの

高見釣りクラブ

福山市立走島小学校

宮島の磯・生きもの調査団

広島環境サポーターネット
ワーク

特定非営利活動法人佐伯
帆走協会

呉市豊浜町公衆衛生推進
協議会

呉市豊町公衆衛生推進協
議会

宇宙船地球号の会

広島市立似島小学校

海越女性会

阿多田島漁業協同組合

ＮＴＴドコモ中国グループ

大竹市立阿多田小学校

呉市立吉浦中学校

呉市立下蒲刈小学校

忠海高校科学研究部＆ボ
ランティアサークル

ＴＨＥ　ＥＡＲＴＨ

＜広島県せとうち海援隊認定団体＞

尾道市立高見小学校

福山市立内海小学校

フジこどもエコクラブ広島

瀬野川を楽しむ会

ひろしま自然の会

広島市立似島中学校

ＯＣＥＡＮＳ

くるくるみはら発見隊

せとうち海援隊

 （団体，企業，

学校等）

・担当する海浜の清掃や海岸・干潟生
物調査を実施

・活動状況，調査結果を県に報告

関係市町

・回収したごみの処分等に協力

・県と連携しプログラムをバックアップ

広島県

・せとうち海援隊の認定

・傷害保険や賠償保険への加入や，海援隊旗の作成等

・活動状況のＰＲ

・海岸･干潟生物調査結果の集計･公表

＜広島県せとうち海援隊支援事業の仕組み＞



単位

単位

単位

該当箇所本文
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施策名 環境保全思想の普及及び住民参加の推進の取組

担当部局 山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当箇所 第3-14

（社）瀬戸内海環境保全協会及び山口県瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、山口県地域環境保全基
金の活用を図り、より一層その効果を増すよう努める

1)山口県瀬戸内海環境保全協会
　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等を含めた総合的な対策が必要である。
　その実効を期するためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、住民や民間団体及び瀬戸内海を利
用する人々の正しい理解と協力が不可欠であり、瀬戸内海の環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚を図るものとする。また、汚濁
負荷量の削減、廃棄物の排出抑制、環境保全への理解、行政の施策策定への参加等の観点から、住民参加の推進に努めるものとする。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ放送、新聞、パンフレット等の広報手段を通じ、あるいは、環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事
業等において、瀬戸内海の保全についての正しい認識を高めるよう広報活動の実施に努めるとともに、河川、海岸等へのごみの不法投棄
防止、生ごみの流出防止及び浄化槽の維持管理の適正化を図るなど実践活動の普及に努めるものとする。また、公益法人等の民間団体
による環境ボランティアの養成等への支援に努めるとともに、環境保全施策の策定に当たっては、パブリックコメント等を実施し、住民意見
の反映に努めるものとする。

2)山口県地域環境保全基金
　地域の環境保全に関する知識の普及･啓発､又は住民等の環境保全実践活動の支援等のソフト事業を継続的かつ着実に行うことができ
るよう安定的な事業費財源を確保するため､地域環境保全基金を取崩し､また、その運用益により上記目的に沿った事業を行う｡

1)山口県瀬戸内海環境保全協会の平成20年度の主な事業
    ①  瀬戸内海環境保全月間（６月１日～30日）の実施
     　・環境保全に関する標語、川柳の募集
     　　［応募数］標語6,027 点　川柳3,462 点
       ・テレビスポット、懸垂幕、ポスター等による啓発
　 ②　環境保全に係る講演会
　　 ・講演「地球温暖化問題の本質と現状」
　 ③　ふるさとの川セミナー
　　　・講演「山口発、川づくりの新理念-水辺の小わざ」
   ④  瀬戸内海環境保全に関する情報の提供
    　・会報「みずべ山口」の発行、総合誌「瀬戸内海」の配布
    　・ホームページによる情報提供、視聴覚資材の利用案内
   ⑥ 環境保全功労者の表彰
     　瀬戸内海の環境保全に関して顕著な功績のあった１団体１個人を表彰した。

2)山口県地域環境保全基金：平成1921年度事業(瀬戸内海関係)
　・水質土壌汚染対策指導事業
　・水質環境監視事業

進捗状況を示すデータ
項目１

項目２

項目３



単位
H16 H17 H18 H19 H20 H２１
台風の為中止 ３７名 ３３名 ３６名 ４２名 ４２名

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、その実効を期するため
には、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する
人々の正しい理解と協力が不可欠である。
このため、県においては、県民に対して環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事業並びに新聞、テレビ、ラジオ及びパンフレット等の広報活
動等を通じて、瀬戸内海の環境保全に関する正しい認識の普及に努めるとともに、市町等と協力しながら、河川、海岸等へのごみの不法
投棄の防止や厨芥の流出防止等の実施活動の推進に努めるものとする。
また、公益法人等の民間団体による環境ボランティアの養成等への取組の支援に努めるものとする。また、環境保全施策の策定に当たっ
ての住民意見の反映方策についての検討に努めるものとする。
なお、これらの事業の実施に当たっては、社団法人瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、香川県環境保全基金の活用を図り、
より一層その効果を期するよう努めるものとする。
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施策名 行政、大学、公益法人等との連携による環境保全対策の推進

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

施
策
の
概
要

　[環境保全に関する普及啓発]

 体験型1日環境教室の実施として、県、社団法人瀬戸内海環境保全協会（瀬戸内海環境保全普及活動推進事業）、香川大学農学部、高松
市等の協力を得て、瀬戸内海の環境保全について環境学習「干潟ウォッチング」の一般公募を行い、年1回開催している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　環境学習「干潟ウォッチング」

  主催：香川県、エコライフかがわ推進会議
　共催：香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション、高松市、（社）瀬戸内海環境保全協会

　○　新川・春日川河口干潟において、生物観察
　○　香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション（高松市庵治町）にて、採取したプランクトン等の顕微鏡観察

  平成１７年　９月１１日（日）開催　小学校高学年・中学校及びその保護者　２２名参加（計３７名）
　平成１８年１０月　１日（日）開催 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 ２０名参加（計３３名）
　平成１９年　７月２２日（日）開催 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 ２２名参加（計３６名）
　平成２０年　７月２６日（土）開催　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　 ２６名参加（計４２名）
  平成２１年　８月２８日（金）開催 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 　２５名参加（計４２名）

進捗状況を示すデータ
項目１ 「干潟ウォッチング」

項目３

年度

項目２



単位 件
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

9 3 5 5 1 3 2 2 0

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　循環型社会の構築など環境への負荷の少ない社会づくりに向けた取り組みを支援するとともに、広く県民や事業者に対して、環境保全に
関する普及啓発活動を行う。

・民間団体が行う環境保全活動の支援

・一斉清掃活動の実施

・親子体験教室の開催

・環境情報の収集及び提供

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【民間団体が行う環境保全活動の支援】
　県民や事業者の自主的・積極的な環境保全活動を促進するため、各種団体等が実施する環境保全に関する取組みに対して補助金を交付
 (平成２０年度で終了）

【一斉清掃活動の実施】
会員団体による一斉清掃活動を行なうとともに、ポイ捨て防止などの普及啓発を実施
（平成14年度から「さぬき瀬戸クリーンリレー」スタートセレモニーとあわせて開催）
（平成２０年度で終了）

【親子体験教室の開催】
環境保全意識の高揚を図るため、環境保全施設等の施設見学や自然観察会を実施
（ごみ・リサイクル、水の２分野の教室を開催）
(平成２０年度で終了）

【環境情報の収集及び提供】
県内での活動状況や環境保全に関する情報等は、環境月間を中心にホームページ等を通じて情報提供
（平成２０年度で終了）

進捗状況を示すデータ
項目１ 環境保全活動促進事業補助金の交付実績

施策名 エコライフかがわ推進事業 (平成２０年度で終了）

担当部局 香川県　環境森林部　環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　県においては、県民に対して環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事業並びに新聞、テレビ、ラジオ及びパンフ
レット等の広報活動等を通じて、瀬戸内海の環境保全に関する正しい認識の普及に努めるとともに、市町等と協力
しながら、河川、海岸等へのごみの不法投棄の防止や厨芥の流出防止等の実施活動の推進に努めるものとする。
　また、公益法人等の民間団体による環境ボランティアの要請等への取組の支援に努めるものとする。また、環境
保全施策の策定に当たっての住民意見の反映方策についての検討に努めるものとする。
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(補助額）

単位 人
S54 S59 H1 H6 H11 H16 H17 H18 H19 H20

49,760 96,896 122,051 142,899 140,315 117,179 114,609 101,504 128,188 133,044

単位

単位

年度

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ

瀬
戸
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係
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域
で
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実
施
事
例

過去の参加人員　　下記進捗データ参照

２０年度の参加人員　　詳細裏面参照

項目１ 河川を美しくする運動参加人員

1８年度 100万円
1７年度 100万円
１６年度 100万円

　行政、事業者、民間団体との連携で、地域住民による環境美化活動の促進に努めている。

　環境問題への県民の関心は高く、実践活動を支援する本事業の必要性も年々高まっている。
　毎年度、多数の参加人員により県内全域の河川清掃が実施されており、十分な効果が得られている。

施
策
の
概
要

1９年度 　80万円

         　（目的）　県は、生活環境改善および健康増進運動の推進、公衆衛生思想の普及向上等公衆衛生に
                   関する自主的実践活動を目的とする香川県地区衛生組織連合会（以下「連合会」という。）が
                   行う「河川を美しくする運動」を助成し補助金を交付して、県民の環境衛生の向上、公衆道徳の
                   普及を図る。

２０年度 　64万円

　　　　　（事業内容）　県下全域の河川に対する清掃実施事業に要する経費（実践活動）

　　　　　　　　　　　　　香川県地区衛生組織連合会が行う補助事業費の一部（ ６４万円）を補助する。

　　　　　　　　　　　　　香川県地区衛生組織連合会が残額７９万円を負担し１４３万円の事業を執行。

施策名 河川を美しくする運動補助事業

担当部局 香川県健康福祉部生活衛生課

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

このため、県においては、県民に対して環境月間、瀬戸内海環境保全月間の事業並びに新聞、テレビ、ラジオ及
びパンフレット等の広報活動を通じて、瀬戸内海の環境保全に関する正しい認識の普及に努めるとともに、市町等と
協力しながら、河川、海岸等へのごみの不法投棄の防止や厨芥の流出防止等の実施活動の推進に努めるものとす
る。

また、公益法人等の民間団体による環境ボランティアの養成等への取組の支援に努めるものとする。また、環境
保全施策の策定に当たっての住民意見の反映方策についての検討に努めるものとする。
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河川を美しくする運動

協議会名 実 施 地 区 対象河川名 実施日 参加人員

高 松 高 松 市

海岸､香東川､摺鉢谷川､御坊川､詰田川､古川､春
日川､新川､口銭場川､山下川､相引川､吉田川､
奥々川,本津川､愛染川､鯉川､住吉川､亀水川､葛
谷川､中谷川､天満川､内場川､牟礼川､川原川､下
井出川､長者川､本津川､野間川､坂川､日名代川､
塔原川､芝山海岸、地区内水路外

20.4.20他 81,958

東かがわ市 湊川 21.3.2 1,000

三 木 町
新川､古川､鴨部川､吉田川､寒国川､外町内全河
川

21.3.1 7,500

直 島 町
本村地区下排水路､文教地区下排水路、才ノ神地
区下排水路、宮ノ浦地区下排水路、積浦地区下排
水路、重石海岸､横防外ヶ浜､垂水海岸

20.5.18他 952

小 豆 島 町
明神川､城石川､伊豆川､豊栄川､競川､浜条川､春
田川､谷尻川､小川､山の川､後谷川外

20.4.20他 1,248

土 庄 町
伝法川､桂川､柳東川､柳川､東川､皇踏川､田井川､
腰掛川､前川､殿川

20..4.22他 790

坂 出 市
綾川､四手川､神谷川､青梅川､明神川､大束川､大
屋富川､城山川､折居川､野田川､玉川､不動川

21.1.25 3,729

善 通 寺 市 金倉川､弘田川､中谷川､二反地川 20.11.9他 4,334

綾 川 町 綾川､溝川 20.5.18他 1,650

宇 多 津 町 大束川 21.1.8 210

琴 平 町 金倉川､買田川､楊子川 20.11.9他 1,030

多 度 津 町 桜川､弘田川 20.4～21.3 5,800

ま ん の う 町 金倉川 21.11.9 355

観 音 寺 市
（ 観 音 寺 ）

財田川､柞田川､山田川､粟井川､苧扱川 21.2.1 2,484

（ 大 野 原 ） 柞田川､唐井手川､大池川 21.2.8 475

（ 豊 浜 ） 白坂川､吉田川､神田川､姫地川､町内排水路 20.7.6他 1,475

三 豊 市
（ 高 瀬 ）

西股川､乙田川､竿川､古子川､下池川､高瀬川､切
砂子川､重谷寺川､椛ノ木川､宮川

21.2.15 4,735

（ 山 本 ）
神田川､山才川､大池川､鴻門川､一の谷川､河内
川､財田川

21.1.11他 2,163

（ 三 野 ）
高瀬川､浜ノ堂川､水谷川､西川､瀧王谷川､瀬入
川､浦ノ川､新田川､田ノ尻川､久保谷川､新川､野田
川､乙井川､山越川､宮川､通免川

21.2.1 2,530

（ 豊 中 ） 財田川､宮川､竿川外 21.2.1 2,751

（ 詫 間 ）
水出川､北浦川､高瀬川､浜堂川､瀬入川､新川､経
面川､砂川､城下川､大新田川､明神川､和田内川､
名部戸川､大井出川､肥地木川､箱川､北手川

20.4～6 3,803

（ 仁 尾 ）
江尻川､砂入川､田井川､脇の内川､杖戸川､内田
川､天王川､詫間越川､朝日川､金坂川保川

20.5.11他 868

（ 財 田 ）
財田川､昼丹波川､大口川､帰来川､中瀬川､山才
川､渓道川､本篠川､長野川､入樋川

21.2.8他 1,204

計 133,044

東 讃

小 豆

中 讃

西 讃



単位
H12 H13 H14 H15 H16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

42 101 147 174 198 208 241 267 320

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　多様化・高度化する住民のニーズに的確に対応していくため、ボランティアなどの住民活動等との役割分担を明確にしながら協働関係を
深める必要があることから、県が管理する河川・海岸・港湾緑地等の一定区間について、県が自発的なボランティア活動を募集・認定し、こ
れらの団体が公共土木施設の美化清掃活動等を行うために必要な作業用具の貸与、ゴミ運搬車輌の借上げ、ボランティア保険の加入等に
対し、支援を行う。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○県の支援
　・団体名を表示したサインボードの設置
　・清掃用具の支給等
　・ゴミ運搬車輌の借上げ
　・ボランティア保険への加入　等

○ボランティア団体の主要件
　・【愛リバー制度】原則10名以上の団体で、年２回以上の活動を継続的に実施できること
　・【愛ビーチ制度】原則10名以上の団体で、年２回以上の活動を実施できること
　・【愛ロード制度】原則10名以上の団体で、年２回以上の活動を実施できること

○団体数
　・【愛リバー制度】188団体（河川課に設置した協議会が認定）
　・【愛ビーチ制度】33団体（県が認定）
　・【愛ロード制度】151団体（県が認定）

進捗状況を示すデータ
項目１ 団体数（H15から事業統合・拡大）

施策名 公共土木施設愛護事業

担当部局 予算主管：愛媛県土木部管理局土木管理課　　所管：河川課・港湾海岸課・道路維持課

Ｎｏ

該当箇所 14　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当っては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、その実効を期
するためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域の住民や民間団体及び
瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して各種の広報活動や県民参加型イベントを通じて良好な生活環境の保全に関する意識の向上に努め
るとともに、河川、海岸等へのごみの不法投棄防止、清掃美化活動等民間のボランティア活動等との連携を図り、瀬戸内海の
環境保全のための県民運動の推進に努めるものとする。
　このため、社団法人瀬戸内海環境保全協会等の民間団体による環境ボランティアの養成等への取組みの支援に努めるもの
とする。また、環境保全施策の策定に当っては、パブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

NPOと行政がイコールパートナーとして実りある協働を実現できるよう要綱等を整備。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成15年3月に「ボランティア団体・NPOと行政、企業との協働に関する基本指針」を策定。

平成21年4月にNPO・ボランティアと企業、行政との協働についての提言を受ける。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 NPOとの協働の推進

担当部局 福岡県新社会推進部社会活動推進課

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、
その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域
の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ、新聞、県ホームページ等の各種広報手段を通じ、あるいは環境月間、
瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を広めるよう努めるととも
に、汚濁負荷量の削減、廃棄物の排出抑制等、環境保全に向けた取組について、ボランティア団体等による住民
参加の推進に努めるものとする。
　なお、実施に当たっては、（社）瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、住民参加の観点から、必要に応
じパブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

ＮＰＯとの協働による県民サービス向上事業

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

ＮＰＯ・ボランティア団体から随時、県政にかかる提案を募集し、優れた案を提出した団体に協働委託により実施。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 NPO提案活用事業

担当部局 福岡県新社会推進部社会活動推進課

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、
その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域
の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ、新聞、県ホームページ等の各種広報手段を通じ、あるいは環境月間、
瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を広めるよう努めるととも
に、汚濁負荷量の削減、廃棄物の排出抑制等、環境保全に向けた取組について、ボランティア団体等による住民
参加の推進に努めるものとする。
　なお、実施に当たっては、（社）瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、住民参加の観点から、必要に応
じパブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

環境月間の6月に街頭啓発活動を実施。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

毎年、環境月間の6月に街頭啓発活動を実施。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 環境保全普及啓発事業

担当部局 福岡県環境部環境保全課

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、
その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域
の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ、新聞、県ホームページ等の各種広報手段を通じ、あるいは環境月間、
瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を広めるよう努めるととも
に、汚濁負荷量の削減、廃棄物の排出抑制等、環境保全に向けた取組について、ボランティア団体等による住民
参加の推進に努めるものとする。
   なお、実施に当たっては、（社）瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、住民参加の観点から、必要に応
じパブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。
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単位 開催数
Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ Ｈ２１
10 15 15 14 14 回

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４  環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、
その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域
の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ、新聞、県ホームページ等の各種広報手段を通じ、あるいは環境月間、
瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を広めるよう努めるととも
に、汚濁負荷量の削減、廃棄物の排出抑制等、環境保全に向けた取組について、ボランティア団体等による住民
参加の推進に努めるものとする。
   なお、実施に当たっては、（社）瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、住民参加の観点から、必要に応
じパブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。

277

施策名 洞海湾環境改善プロジェクト　　市民参加による洞海湾の環境修復体験教室

担当部局 港湾空港局総務港営部総務経営課（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

　北九州市の環境改善のシンボルである洞海湾について、市民の関心を高め、市民が気軽に海辺に親しみ体験できる水辺環境を実現する
ため、ムラサキイガイを使った環境修復体験教室を、小学校や市民団体、NPO法人等と実施する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

市民やNPOの参加による環境修復体験教室を実施。
   平成17年度　10回開催
　 平成18年度　15回開催
　 平成19年度　15回開催
   平成20年度　14回開催
   平成21年度　14回開催（予定）

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

年度

項目２



単位 講座数
H15 H16 H18

5 15 9 講座

単位
H20 Ｈ21

7 1 講座

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策が必要であり、
その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはもちろんのこと、瀬戸内海地域
の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力が不可欠である。
　このため、県民に対して、テレビ、ラジオ、新聞、県ホームページ等の各種広報手段を通じ、あるいは環境月間、
瀬戸内海環境保全月間の事業等において、瀬戸内海の環境保全についての正しい認識を広めるよう努めるととも
に、汚濁負荷量の削減、廃棄物の排出抑制等、環境保全に向けた取組について、ボランティア団体等による住民
参加の推進に努めるものとする。
   なお、実施に当たっては、（社）瀬戸内海環境保全協会等の協力を得るとともに、住民参加の観点から、必要に応
じパブリックコメントの実施等により、住民意見の反映に努めるものとする。

278

施策名 環境リーダー養成講座

担当部局 北九州市環境局環境政策部環境首都推進室（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

施
策
の
概
要

一般市民を対象とした体験型の環境リーダーを養成するため、市内の環境NPOとの連携・協働で体験講習を実施。

海岸に流れ着く生活廃棄物“漂着ごみ”を調査して、海岸ごとの特性を明らかにし、パネル展示等で市民にその現状を知ってもらうとともに、
海岸に落ちているガラス（シーグラス）を使ったキャンドルホルダーや、万華鏡等のクラフト講座等を開催。漂着物やシーグラスを通して、生
活（ごみ）と自然環境（海）の関係、日本と周辺諸国との関係などを考察する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

一般市民を対象とした体験型の環境リーダーを養成するため、市内の環境NPOとの連携・協働で体験講習を実施。
平成18年度　　全9回の講座を実施

シーグラスを使った環境学習イベントを環境ミュージアムを拠点として実施。
平成20年度より開始し、現場での学習や環境ミュージアムでの企画展等を計８回実施。

進捗状況を示すデータ
項目１ 環境リーダー養成講座

項目３

年度

年度

項目２ シーグラスを使った環境学習イベント



単位

単位

単位

項目１

担当部局

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事等を実施することにより、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直してい
くきっかけ作りとなることを目指して、各種の行事を実施した。（具体的な行事例は裏面参照）

　環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事等を実施することにより、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直してい
くきっかけ作りとなることを目指して、各種行事の実施を、県内部、市町村、事業者、ＮＰＯ法人等に依頼している。

進捗状況を示すデータ

279Ｎｏ

１４　環境保全思想の普及及び住民参加の推進

　瀬戸内海の環境保全対策を推進するに当たっては、生活排水や廃棄物等も含めた総合的な対策
が必要であり、その実効を期すためには、国、地方公共団体、事業者等がその責務を果たすことはも
ちろんのこと、瀬戸内海地域の住民や民間団体及び瀬戸内海を利用する人々の正しい理解と協力
が不可欠である。
　このため、県民に対して各種の広報手段を通じあるいは環境月間、瀬戸内海環境保全月間の行事
等において、瀬戸内海の保全についての正しい認識を高めるよう広報活動の実施に努めるとともに、
河川、海岸等へのごみの不法投棄防止、生ゴミの流出防止、浄化槽の維持管理の適正化を図るな
ど実践活動の普及に努めるものとする。
　なお、これらの事業の実施に当たっては、環境活動リーダーの支援等を行うとともに（社）瀬戸内海
環境保全協会等の協力を得て、より一層その効果を増すよう努めるものとする。
　また、環境保全施策の策定に当たっての住民意見の反映方策についての検討に努めるものとす
る。

項目２

項目３

平成２１年度「環境の日」及び「環境月間」行事について

大分県生活環境部生活環境企画課

該当箇所

該当箇所本文

施策名



環境保全思想の普及及び住民参加の推進

行事名 行事内容 対象 期日

小学生の体験学習

市内の小学生を対象に、衛生環境研究セ
ンターを公開し、簡易な測定法を用いて
水質、自動車排ガスなどの体験学習を指
導するとともに、環境保全への関心を深
めた。

小学生 ６月９日

公害パトロール 事業場の環境保全対策等の確認調査 各事業所
６月１０日
６月１８日

平成２１年度「瀬戸内海環境保全月間」行事実施状況



単位 人
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

87 100 114 104 83 65 59 88

単位 人
H17 H18 H19 H20 H21

138 103 91 86 84

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育･環境学習の推進　　（2）学習機会の提供
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該当箇所本文 　「夏休み海の教室」等の自然観察会やシンポジウム・ワ－クショップを開催するよう努める。

施策名 環境教育・環境学習の推進

担当部局 大阪府環境農林水産総合研究所　環境科学センター

施
策
の
概
要

　海をフィールドとした体験学習を通して、漁業資源の宝庫としての大阪湾への関心を高め、海域の環境保全の大切さを考えてもらうことを
目的に、夏休みの体験イベントして小中学生を対象に「海の教室」と「なぎさの楽校」を実施している。

　  (当時、両イベントの実施主体であった環境情報センターと水産試験場は、平成１９年に大阪府環境農林水産総合研究所に組織統合し、
現在、当研究所では当該事業を「夏休みこども体験教室」として実施している。)

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

夏休みこども体験教室
①　「海の教室」
　　当研究所 水産技術センターにおいて、海洋調査船「おおさか」に乗船し海の色や透明度を観測する「海洋観測コース」と、栽培稚魚への
エサやり、ヒラメの放流等を行う「栽培漁業コース」に分かれて体験学習する他、地引き網調査や干潟の観察会等を実施。

②　「なぎさの楽校」
　　大阪湾の希少な自然海浜である長松自然海浜保全地区において、きれいな磯場に生息する生きもの観察やパックテストによる水質検査
等を実施。

進捗状況を示すデータ
項目１ なぎさの楽校  参加者数の推移

年度

項目２ 海の教室  参加者数

年度

年度

項目３



なぎさの楽校

　

海の教室



単位 回
16 17 18 19

1 1 1 －

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１ 開催回数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

「ちぬの海・大阪湾を知ろう！」（海遊館との共同開催）

担当部局 水産試験場

施
策
の
概
要

水質調査、プランクトン観察、稚魚の放流などを通じて、大阪湾に関心を持ってもらうとともに、海の大切さを教える。

施策名

Ｎｏ

該当箇所 14 環境教育・環境学習の推進　(2) 学習機会の提供

該当箇所本文

「夏休み海の教室」等の自然観察会やシンポジウム・ワークショップを開催するよう努める。

281【終了】



単位 件
17 18 19 20 21

1 1 － 1 1

単位

単位

年度

年度

項目３

年度

項目２

項目１ 開催回数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ

大阪湾セミナー

担当部局 環境農林水産総合研究所（水産技術センター）

施
策
の
概
要

大阪湾の環境や生物についての理解を深めるため、水産技術センターの研究員が日々の仕事をとおして得た情報をわかりやすく解説する
公開講座を開催。

施策名

Ｎｏ

該当箇所 14 環境教育・環境学習の推進　(2) 学習機会の提供

該当箇所本文 　　「夏休み海の教室」等の自然観察会やシンポジウム・ワークショップを開催するように努める。

282



単位 件
H17 H18 H19

5 10 4

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 14 環境教育・環境学習の推進　(2) 学習機会の提供

283【終了】

該当箇所本文 　「夏休み海の教室」等の自然観察会やシンポジウム・ワークショップを開催するように努める。

施策名 豊かな海づくり推進事業

担当部局 大阪府　水産課

施
策
の
概
要

　海等の水域の生物との触れあいを通じて、大阪湾に関心を持ち、環境改善意識が向上するよう小学生等の参加による体験型の環境教育
を実施する。

【事業内容】

①ＮＰＯ等への事業提案の公募（ＮＰＯ等の自主的な活動としての定着を図る）

②府で事業内容を作成（ＮＰＯ等と漁業者の連携の促進を図る）
・「底引き網で大阪湾の海底をのぞいてみよう」観察会
　　  大阪湾の豊かな生物相と海底の状況を知ってもらうため、底びき網の漁獲物のうち捨てるものを集めて観察会を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 実施箇所数

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位 人
H14 H15 H16 H17 H18

68 44 47 30 20

単位 人
H17 H18

36 28

単位 人
H19 H20 H21

20 24 29

単位 人
H17 H18 H19 H20 H21

67 78 64 82 70
年度

項目４ かけはし交流会

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育･環境学習の推進　　（3）民間団体への活動支援
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該当箇所本文
　こどもエコクラブ交流会の開催等各自の取り組み発表や大阪府環境パートナーシップのネットワーク活用により、情
報を交換できる場や機会を設ける。

施策名 環境教育・環境学習の推進

担当部局  大阪府環境農林水産総合研究所　環境科学センター

施
策
の
概
要

　　H18年度までは、府内のこどもエコクラブの交流会や環境実験教室を開催するとともに活動報告書を作成
    H19年度からは、交流会、環境実験教室にかえて、「こどもエコクラブ・サポーター等支援講習」を実施
　　H17年度から、民間団体への活動支援策として「環境ＮＰＯ等情報交流事業」を実施

　「こどもエコクラブ・サポーター等支援講習」
　地域における子ども達の環境保全活動の充実を図るために、こども達の指導的役割を担うサポーターや学校教員等を対象に、環境
ＮＰＯ等が講師となり、環境活動に関する知識・技能の向上を図る講習会を開催

　「環境ＮＰＯ等情報交流事業」
　環境情報プラザのwebページ「かけはし」において、ネット上で情報交流の場を提供するとともに、府が事務局となり広くメンバーを募
り、メンバーと協働した交流会、セミナー等を開催し、環境ＮＰＯ等の活動を支援

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　　Ｈ１６年度　こどもエコクラブ交流会
　　　・尾崎漁業協同組合の協力を得て、大阪湾の漁業について説明
　　　・海岸のゴミ清掃活動と地引き網体験
　　　・参加クラブの日頃の活動についての発表会

　
項目１ こどもエコクラブ交流会　

年度

項目２ 環境実験教室

年度

年度

項目３ サポーター等支援講習



単位 人
H15 H16 H17 H18

51 39 38 22 41

単位 人
H14 H15 H16 H17

41 39 32 26

単位

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育･環境学習の推進　　（3）民間団体への活動支援

285【終了】

該当箇所本文 　環境活動リーダーの養成に努める。

施策名 環境教育・環境学習の推進

担当部局 大阪府環境農林水産総合研究所　環境科学センター

施
策
の
概
要

①地域における環境活動を積極的に推進する指導者を育成するために、リーダーとしての総合的な知識や技能等を育成し、リーダー間の
ネットワークつくりなどができる環境コーディネータを養成する講座「なにわ環境塾」を環境ＮＰＯと協働して実施
平成18年度で事業終了

②地域で環境保全活動に取り組んでいるリーダーを対象に、環境活動をより充実・発展させるための支援講習を開催
平成17年度で事業終了

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ なにわ環境塾受講者

年度

項目２ 環境活動リーダー支援講習受講者

H16(応用ｺｰｽ）

年度

年度

項目３



単位 件
H12 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
1 1 1 1 2 1 2 1

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 14.環境教育・環境学習の推進　(3)民間団体への活動支援

該当箇所本文

大阪府環境保全基金等の活用による民間団体の環境保全活動に対する補助金の交付や環境活動リーダーの養
成に努める。

286【新規】

大阪府環境保全活動補助事業

担当部局 環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課

施
策
の
概
要

　民間団体の豊かな環境の保全及び創造に資する自主的な活動を促進するため、大阪府環境保全基金を活用して、先進的で他の模範と
なる環境保全活動等に対し、補助金を交付する。
　補助対象事業は、「持続的発展が可能な循環を基調とする元気な社会の実現」「環境への負荷が少ない健康的で安心なくらしの確保」「豊
かな自然との共生や文化が実感できる魅力ある地域の実現」「すべての主体が積極的に参加し行動する社会の実現」に資すると認められる
「実践活動」「教育啓発活動」「調査研究活動」である。

施策名

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

補助金を交付した民間団体の事業のうち、河川・海洋等に関する事業事例
○絶滅危惧淡水魚類（イタセンパラ）の生態や生息環境についてのセミナー
○木炭を使用した水質浄化、ホタル育成、河川清掃、講演会等
○水環境に関するフォーラムの開催
○ヨシ原における自然観察会及びヨシ工作教室等
○遊べる川を取り戻すことを目的とした川の生き物観察会、啓発イベント等
○大阪湾におけるスナメリの生息に関する調査及びこどもスナメリ教室等
○河川の環境美化を進めるための橋の美化緑化及び川と人のつながりを学ぶ勉強会等
○干潟ビオトープ調査及び観察会等

進捗状況を示すデータ
項目１ 河川・海洋等に関する事業への補助金交付件数

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位 人
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
30,144 31,185 31,878 30,033 30,620 31,015 32,828 34,316

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　 瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、環境学習・環境教育の拠点
施設となるひょうご環境体験館を運営するほか、海とのふれあいを確保し、その健全な利用を促進する施設の整備
や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。また、兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会により
行われている地域別研修会等を活用した環境教育を進めることとする。
　 また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。さらに、学校教育においても、環境体験事業や
自然学校など、環境学習・環境教育の推進を図るものとする。

287

施策名 県立いえしま自然体験センターの運営

担当部局 兵庫県企画県民部県民文化局青少年課

施
策
の
概
要

　瀬戸内の豊かな自然の中で環境学習センターや海中探検・養殖体験ゾーンなどを活用し、体験・実践型の多様なプログラムを実施すると
ともに、子どもリーダー養成講座や指導者養成講座等を開設し、「自然体験活動・海の環境学習の拠点」施設として運営する。

〈設置場所〉　姫路市家島町西島

〈主な施設〉  環境学習センター､海中探検･養殖体験ゾーン､ボランティアリーダー棟、管理棟、多目的棟、
　 　　　　　　　大･小･連続ロッジ、テントサイト、料理広場等

〈体験・実践型のプログラム〉
　　　　　いえしまの魚と一緒に泳ぐ海中探検、クリアカヌーでの海中観察、磯の生き物観察、漂着物調査、
　　　　　海藻や貝を使ったものづくり体験、光マルチの大型タッチパネルによる映像学習、漁業・養殖体験
　　　　　バイオトイレ体験、生ゴミ処理機体験　等

〈人材養成講座の開設〉
　　　　　こどもエコリーダー養成講座、アクティブレンジャー養成講座、エコレンジャー養成講座、
　　　　　活動コーディネーター養成講座 等

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

進捗状況を示すデータ
項目１ 施設利用者数

項目３

項目２



単位

単位

単位

１５　環境教育・学習の推進

進捗状況を示すデータ

施策名

項目２

項目３

Ｎｏ 288

・ひょうごっこグリーンガーデン実践事業（浜、海辺での自然体験等）
・環境体験事業（海での環境体験事業等）
・いきいきわくわくエコ洋上体験学習（阪神南）
・みんなの浜辺調査（阪神南）
・３県民局森・川・海の体験型環境学習（東播磨）
・西播磨エコプレーヤー塾の実施（西播磨）

担当部局

該当箇所

該当箇所本文

施
策
の
概
要

環境学習の推進

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施設の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。また、兵
庫県瀬戸内海環境保全連絡会により行われている地域別研修会等を活用した環境教育を進めることとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。さらに、学校教育においても環境学習等の推進
を図るものとする。

兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　ライフステージに応じた環境学習・教育の推進
　環境や生命を大切に思う“こころ”を育み、学習から実践へとつなげていくため、幼児期からシニア世代までのそれぞれ
　のライフステージに応じて、体験を基本とし、体系的なプログラムを内容とする環境学習・教育を展開している。
　（１）ひょうごっこグリーンガーデン（幼児期の環境学習）
       幼児自らが動物や花木に触れるなど自然体験を通じ、生命の大切さに身をもって気づく力を養うことを目的として、
　　県内の幼稚園、保育所が体験型環境学習実施に要する経費の補助や、環境学習・教育の指導者となる人材を育成
　　する事業等を実施している。
　（２）ひょうごグリーンスクール（学齢期の環境学習・教育）
       児童生徒が、自然とのふれあいや身近な生活の中での気づきや発見をきっかけとして、環境について関心を持ち、
　　理解を深め、実践力を育成するとともに、自然に対する豊かな感受性や命を尊ぶ心、思いやりの心を育むことを目的
　　として、県内公立小学校３年生を対象とした、環境体験事業等を実施している。
　（３）ひょうごグリーンサポートクラブ（成人期の環境学習）
       地域の人材や資源を活用し、次代を担う幼児、児童、生徒の環境学習・教育の総合的展開を支援するとともに、成
　　人自らが環境保全や学習に関する様々な活動を行うことを目的として、コーディネート機能の充実、サポーターの人材
　　養成等を実施している。

２　環境学習・教育及び環境保全活動推進のための支援・基盤の強化
　環境の保全・創造に関する学習や実践活動への県民の参加を支援している。
　また、実際に環境にふれ、環境の大切さを体感できるよう、体験型環境学習・教育を支える基盤の構築を進め、施設間
の連携・ネットワーク化を図るため、環境問題に対する県民の意識向上を目的とした、ひょうご環境体験館の運営等を
行っている。

項目１



単位

単位

単位項目３

項目２

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①尼崎西宮芦屋港
　
　活動校１：尼崎市立立花小学校４年生（H20）
　　学習テーマ：｢災害から尼崎を守る尼崎閘門等を学ぶ｣
　　活動内容：尼崎閘門等防災施設の見学
　　　　　　　　　校区を流れる庄下川の見学
　　　　　　　　　尼崎閘門、防潮堤等について、学習した内容をまとめポスターセッションを実施

　活動校２：兵庫県立尼崎高等学校３年生（H20）
　　学習テーマ：｢尼崎学　－尼崎運河を知ろう！－｣
　　活動内容：尼崎運河の成り立ち、必要性、利用状況、運河内の水質、水質浄化への取り組みを学習
　　　　　　　　　尼崎運河、運河内の水質浄化実験装置の見学
　　　　　　　　　学習した内容をまとめ学習成果の発表会を実施
　

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進
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進捗状況を示すデータ

該当箇所本文
地域の特性を生かした体験的学習機会の提供
学校教育においても、環境体験事業や自然学校など、環境学習・環境教育の推進を図るものとする。

施策名 社会基盤学習

担当部局 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課

施
策
の
概
要

　｢社会基盤学習｣は、学校における環境学習・教育の一環として、社会基盤施設を教材とし、子供達が災害の恐ろしさや社会基盤の必要性
等を学ぶ機会をつくり、減災や美しい県土づくりに結びつけることを目的としている。
　   ○活動内容
　　　学校に対して、現場見学会や出前講座の実施など学習のサポートを行う。
　　　活動報告書を作成し、県内の学校等へ配布する。



単位 件
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

51 50 44 41 50 83 62 24

単位 クラブ
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

68 73 74 63 56 30 36 20

単位

項目１ 環境アドバイザー、どこでもエコ教室の派遣数

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）行政、関係団体、企業が連携・協力した環境教育・環境学習の推進
　○環境県民フォーラムの活動
　　・水分科会が中心となり、アクリルたわしやＥＭ菌を活用した生活排水対策の講習会をはじめ、県内各地で環境フェアを実施（～H17年度）
　　・水分科会が中心となり、アクリルたわしを活用した生活排水対策の講習会を環境フェア等の環境イベントで実施（H18～21年度）
　　・水分科会が中心となり、小学生とその保護者を対象にリバーウオッチングや水質検査等を内容とする「川の教室」を開催（～H17年度）
　　・水分科会が中心となり、小学生とその保護者を対象に源流探索や生活排水実験、川の生き物観察等を内容とする「川の教室」を開催
      （H18～21年度）
　　・靴下の廃棄物を活用した「エコたわし」を用いて、家庭で生活排水対策を実践するための講習会を実施（～Ｈ17年度）
　　・フォーラム会員の環境学習の機会として「エコ見学会」を実施し、大和川上中流の水質調査を行うとともに、県内の水質
　　 浄化施設の見学を実施（～H17年度）
　　・フォーラム会員の環境学習の機会として「エコ見学会」を実施し、水質浄化関係施設の見学を実施（H18～21年度）
　○その他の団体の活動
　　・４月の「アース・デー」に合わせ、国・県・民間団体・企業が連携して行う「大和川のクリーンアップキャンペーン」において、大和川の水質マップ等
　　 学習資料を展示（～H17年度）
　　・４月の「アース・デー」において、大和川の清掃活動への協力や、大和川水系水質調査のパネル展示などを実施（H18～21年度）
　　・大和川水系の生活排水が多く流入する河川において、２４時間定点観測や複数河川の同時刻一斉調査を実施し、結果を啓発資材として活用
      （H19、H20年度）
２）環境アドバイザーの派遣、こどもエコクラブの普及促進
　○環境アドバイザーの派遣
　　・県民や事業者等が自発的に実施する環境に関する講演会、講習会、地域活動等に環境についての専門家を派遣
　○どこでもエコ教室の実施
　　・学校、企業、婦人会、自治会等が開催する環境の学習会に環境ボランティアを派遣
　○こどもエコクラブの普及啓発
　　・市町村等の協力を得てエコクラブの募集を行うほか、壁新聞展（毎年）を実施

３）学校における環境教育・環境学習の推進
　○エコスクールモデル校の実施（Ｈ14年度～Ｈ17年度）
　　・小中学校における環境にやさしい活動の実践と環境学習に取り組む学校を指定
　○環境学習プログラム集の作成配布（Ｈ17年度）
　　・小学校における体験的環境学習機会の充実を目的として作成し、県内全小学校に配布

９．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

施
策
の
概
要

１）奈良県環境県民フォーラムを中心に、行政、関係団体、企業が連携・協力した環境教育・環境学習の推進

２）環境アドバイザーの派遣、こどもエコクラブの普及促進による環境教育・環境学習の推進

３）学校における環境教育・環境学習の推進

年度

項目２ こどもエコクラブの登録数

項目３

年度
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　瀬戸内海の環境保全に対する理解、環境保全活動に参加する意識、自然に対する感性及び自然を大切に思う心をはぐくむ
ため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事業者及び民間団体
の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。
　県においては、環境保全活動を積極的に行っている民間団体や企業等によって構成された奈良県環境県民フォーラムにおい
て、構成員が相互に意見交換を行い、環境保全活動の先導的役割を果たすことを目指し、環境保全活動の手法を考え、行政、
関係団体及び企業と連携・協力して推進し、活動内容等を情報発信していくものと
する。
　また、「環境アドバイザー制度」及び「どこでもエコ教室」の実施その他の環境教育・環境学習の推進を図るものとする。

施策名 環境教育、環境学習の推進

担当部局 奈良県くらし創造部景観環境局環境政策課

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所



単位

単位

単位
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　瀬戸内海の環境保全に対する理解、環境保全活動に参加する意識、自然に対する感性及び自然を大切に思う心
をはぐくむため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者及び民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。
　県においては、環境保全活動を積極的に行っている民間団体や企業等によって構成された奈良県環境県民
フォーラムにおいて、構成員が相互に意見交換を行い、環境保全活動の先導的役割を果たすことを目指し、環境保
全活動の手法を考え、行政、関係団体及び企業と連携・協力して推進し、活動内容等を情報発信していくものと
する。
　また、「環境アドバイザー制度」及び「どこでもエコ教室」の実施その他の環境教育・環境学習の推進を図るものと
する。

施策名 環境教育、環境学習の推進

担当部局 奈良県土木部河川課

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所

項目２

項目３

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

①出前講座・リバーウォッチング：大和川流域市町村内の小学校
平成２1年度：２3校　参加者数１,３６１名

②「かっぱ通信」：大和川流域全１６８小学校に年３回配布

９．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

施
策
の
概
要

◆「万葉の清流ルネッサンスキャンペーン」の一環
①総合学習における出前講座・リバーウォッチング
内容：小学校学年単位で募集し、職員が学校へ赴く。出前講座では大和川の治水・水質等についてパワーポイントを使って講義し、実験を
交え一人ひとりが家庭で出来ることを考えてもらう。リバーウォッチングでは実際に川に入って水生生物を観察し、生物から川の水質を判定
し、川の汚れる原因や自分たちに出来ることなどを考えてもらう。

②小学生向け情報紙「かっぱ通信」の作成・配布　（Ａ３カラー両面印刷）

項目１



単位
H18 　 H19 　 　 　 年度
380人 　 340人 　 　 　 （人）

単位
H16 　 H17 H18 H19 H20 H21 年度
1回 46人 1回 37人 2回 101人 1回 74人 3回 245人 2回 155人 （人）

単位
H20 H21 年度
3回 187人 2回 93人 （人）

年度

年度

項目２

項目３

環境学習アドバイザー派遣事業における観察会（瀬戸内海関係）

わかやまecoラーニング（瀬戸内海関係）

和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課

施
策
の
概
要

（環境学習アドバイザー派遣事業）
　環境保全に関する知識の普及、意識の高揚を推進するため、環境分野の有識者を環境学習会等に派遣する「環境学習アドバイザー派遣
事業」では、例年瀬戸内海における環境学習の取組事例がある。
　なお、この事業は平成15年度から実施しており、平成16年度からは対象を学校だけでなく市町村、事業者、民間団体等にも拡大している。

（わかやまecoラーニング事業）
　体験学習をとおして、和歌山県の自然について理解を深め、具体的な環境保全活動行動につなげられるようにするため、「海」「山」「里」
「川」をテーマに環境学習講座を開催する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

(環境学習アドバイザー派遣事業)
 平成21年度に実施された派遣事業のうち、瀬戸内海における環境学習に該当する取組事例は下記のとおりである。
 ○「海辺の生き物観察」
　平成21年4月24日（広川町西広海岸）有田川町立藤並小学校主催
 ○「雑賀崎－なだの浜－磯の美化・磯の観察会」
　平成21年6月7日（和歌山市雑賀崎）トンガの鼻自然クラブ主催
 
(わかやまecoラーニング事業)
 平成21年度に実施された体験型環境学習講座のうち、瀬戸内海における環境学習に該当する取組事例は下記のとおりである。
 ○「磯の観察会」
　 平成21年6月21日（広川町小浦海岸）
 ○「親子生き物観察教室」
　 平成21年7月20日（和歌山市和歌浦干潟）

活動状況を示すデータ
項目１ 環境月間記念講演会参加者数（瀬戸内海関係）

Ｎｏ

該当箇所 15.　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識の高揚を図るためには、県民一人ひとりが
自らの活動と環境の関わりを十分理解するとともに、自然に対する理解を深め自然を尊ぶ心を培うことが必要であ
る。
　地方公共団体、事業者、民間団体の連携の下、環境シンポジウムの開催、自然とのふれあい体験、自然観察会
を通して、県民の環境に対する正しい理解と環境保全活動への参加意識を高めることを目的に普及啓発事業を推
進する。
　また、県民一人ひとりが環境に関心を持ち、それぞれの責任と役割を認識し、それを行動につなげていくため、学
校、地域、家庭、職場、環境保全活動など様々な場において、子供から大人までの幅広い層を対象に意識啓発、環
境教育・環境学習を行う施策の推進を図る。
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施策名 環境調整事業・わかやま環境保全活動・学習推進事業

担当課室



単位 人
H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ Ｈ２０ Ｈ２１

113 139 210 237 232 230 234 246 260 277 269 276 286

単位 人
H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ Ｈ２０ Ｈ２１

74 80 - 98 105 102 103 72

Ｎｏ

該当箇所 １４．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解を促進し、環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を思
う心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団
体、事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。このため、平成17年に策定
した「広島県環境学習推進実施計画」に基づき、小学校及び中学校における総合的な学習の時間等の活用により
学習機会の増大を図るとともに、環境保全アドバイザー等の環境学習指導者の養成、環境学習プログラムの作成
等を実施して、環境教育・環境学習の普及拡大を図る。
　環境教育・環境学習の実施に当たっては、日々の生活の中で環境対策として実践できる、省エネ・省資源、廃棄
物の減量化、生活排水等の対策が、地球温暖化防止、ごみの不法投棄防止、汚濁負荷量の低減につながり、これ
らがひいては瀬戸内海の環境保全に寄与することが理解されるよう努めるとともに、かつて瀬戸内海が豊かな生物
多様性と高い生物生産性を有する海域であったことを考慮し、瀬戸内海が里海※として、環境に配慮した持続可能
な海域として再生されるよう意識醸成を図る。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等の体験学習、水生生物による水質環境調査等を実施するほか、ボラ
ンティア等の人材育成及び「こどもエコクラブ」、「せとうち海援隊」、広島県マイロードシステム、広島県ラブリバー制
度等において活動する団体に対する支援等に努める。
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施策名 環境学習指導者の養成支援及び環境学習プログラムの作成

担当部局 広島県環境県民局環境部　　　　　　　　

施
策
の
概
要

１）本県では、廃棄物抑制等の環境保全活動・環境学習の実践を中心となって指導できる教員を養成するため、県内の小中学校教員を対
象にした環境教育研修を平成１６年度から実施している。また、研修を受講した教員が学校で実践した環境学習プログラムを事例集として
取りまとめ、県内の小中学校へ配布している。
　　実践集には、地域の自然を活用した体験型のプログラムを数多く掲載しており、瀬戸内海の沿岸部の学校において行われた水生生物
調査等の実践内容も紹介している。

２）地球温暖化対策や廃棄物抑制等の環境学習を地域と一体となって取り組むため県内市町のうち，環境学習を積極的に推進する自治体
を「環境学習モデルタウン」に指定（県内４市１町）し，モデルタウンが実施する環境学習を支援するとともに，指導者の養成，先進的な環境
学習の普及拡大等を図った。「環境学習モデル校」を支援するとともに、モデル校の取組の普及拡大を図った。

３）環境保全アドバイザーを養成するとともに、環境保全アドバイザー等環境学習指導者を対象にした資質向上研修等を「環境学習モデル
タウン事業」の中で実施している。

４）県内5年生全員に「エコチャレンジ日記」を配布し，身近なところから環境に関心を持ってもらい，学校での取組を家庭，地域に広げる活動
を行っている。

５）子どもたちの環境に係る自主的な取組「こどもエコクラブ」活動を支援している。

６）第六管区海上保安本部と共催し、広島湾にて小学生を対象にした海洋環境学習を実施している。

７）県内の大学生が学校の枠を越えて連携（大学環境ネットワーク）し，各地で環境出前講座や環境学習会など環境保全活動を展開するこ
とで,地域における環境保全意識の高揚を図っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○　環境学習モデルタウン事業において，教員をはじめ地域での環境保全活動者に環境学習に関する講座を開催し，指導者の育成を図っ
た。

○「こどもエコチャレンジ日記」を活用して取り組んだ水質調査等を，他の学校，地域の人に発表する「こども環境会議」を開催し，こどもたち
の取組状況，水質保全に向けた　取組方法の啓発を行うとともに,他のこどもエコクラブの活動について知ることにより，活動の活性化や,連
帯感を醸成した。

○　第六管区海上保安本部と共催し，広島湾にて，小学生を対象にした環境学習，「海洋環境こどもクルーズ」を平成１４年度から実施して
いる。
　　海洋環境こどもクルーズは，２１世紀を担う子どもたちが，巡視船等への乗船学習や陸上での環境学習を通じ，海洋環境保全の重要性
を認識し，青く豊かな海を未来に残すための推進力になることを目的として実施しているものであり，毎年８０～９０名程度の小学生が参加し
ている。

項目１ 環境保全アドバイザー登録者数

年度

年度

項目２ 海洋環境こどもクルーズの参加者数（H１７以降は保護者数を含む）



単位 講座数
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

1 1 1 1

単位 講座数
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

2 1 1 1

単位

年度

項目２ １０年経験者研修

項目３

施
策
の
概
要

環境教育の意義と役割を理解し、学校における基本的な環境教育の考え方、進め方を身に付けるとともに、指導方法の工夫と改善を図る
ために、初任者研修及び１０年経験者研修において環境教育に関係する講座を開設する。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１）初任者研修
○環境教育の現状を踏まえ、環境教育の目的等について研修し、観察、実験、実習などの体験的な内容を積極的に取り入れた環境学習を
通して指導技術を身に付けるために、次のテーマで研修する講座を開設した。
「環境教育の意義」
「体験を通して学ぶ環境学習」

２）１０年経験者研修
○環境教育の意義を認識し、その指導方法の工夫と改善についての理解を深めるために、環境教育に関する講座を開設した。
「学校における環境教育の在り方と指導方法の工夫・改善」

進捗状況を示すデータ
項目１ 初任者研修

施策名 教員研修

担当部局 広島県教育委員会事務局教育部　　

Ｎｏ

該当箇所 １４ 　環境教育・環境学習の推進 

該当箇所本文
　平成17年に策定した「広島県環境学習推進実施計画」に基づき、小学校及び中学校の総合的な学習の時間等を
活用により学習機会の増大を図るとともに、環境保全アドバイザー等の環境学習指導者の養成、環境学習プログラ
ムの作成等を実施して、環境教育の普及拡大を図る。

294



単位

単位

単位

項目１

項目３

項目２

進捗状況を示すデータ

施
策
の
概
要

　県内の自然公園や野外レクリエーション施設については，ユニバーサルデザインの導入や環境学習機能の強化といった利用者のニーズに
沿った適切な整備を図ります。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

295【終了】

施策名 自然公園等施設整備事業

担当部局 広島県環境部　自然環境課

Ｎｏ

該当箇所 １５ 　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を思う心を育む
ため，地域の自然及びそれと一体的な歴史的，文化的要素を積極的に活用しつつ，国，地方公共団体，事業者，民
間団体の連携の下，環境教育・環境学習を推進するものとする。このため，海岸環境整備事業，エコ･コースト事業，
いきいき・海の子・浜づくり事業等の海岸事業及び大久野島におけるビジターセンターの整備等により，海とのふれあ
いを確保し，その健全な利用を促進するための施設整備を進めるとともに，水生生物による水質環境調査など，瀬戸
内海の環境の理解促進のためのプログラム等の整備に努めるものとする。
　また，児童・生徒に対しては，小学校及び中学校の総合的な学習の時間等を活用し，環境教育の推進を図るものと
し，環境教育に関する教員研修の実施や環境教育推進に係るモデル事業等を実施して，環境教育の普及拡大を図
る。
　さらに，国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供や広島県環境保全アド
バイザー養成講座等によるボランティア等の人材育成及び「こどもエコクラブ」の活動支援や広島県河川道路美化活
動保険制度などにより，民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。



単位 団体
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

109 126 142 140 143 165 352 568

単位

単位
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施策名 広島県河川道路美化活動保険制度（ラブリバー制度）

担当部局 広島県土木局

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

国立公園等を活用した自然観察会等の体験学習、水生生物による水質環境調査等を実施するほか、ボランティア
等の人材育成及び「こどもエコクラブ」、「せとうち海援隊」、広島県マイロードシステム、広島県ラブリバー制度等に
おいて活動する団体に対する支援等に努める。

施
策
の
概
要

県管理河川において、河川美化活動を行う団体について、安心して活動できるよう傷害・賠償責任保険の加入を行う。　また、それらの団体
の中でボランティアで継続的に河川美化活動を行う団体を「ラブリバー団体」として認定し、当該団体が美化活動を行っていることを示すサイ
ンボードの設置でバックアップする。さらに活動経費の一部を奨励金として交付する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

瀬戸内海関係地域において、広島県河川道路美化活動保険制度適用団体として、約５７０団体を認定。

進捗状況を示すデータ
項目１ 県内全域における河川道路美化活動認定団体数

年度

項目２

年度

項目３



単位 人
H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末

64 71 71 67 66 58 64

単位 人
H14末 H15末 H16末 H17末 H18末 H19末 H20末

72 93 93 81 87 95 103

単位
H17末 H18末 H19末 H20末

35 35 37 36
こどもエコクラブ

アドバイザー

環境アドバイザー
(講演型指導者)

項目２

項目３

進捗状況を示すデータ 環境学習指導者バンクの状況
項目１

環境パートナー
(体験型指導者)

施
策
の
概
要

○「山口県環境学習基本方針」の改訂　（平成17年３月改訂）
　県では、平成15年７月に制定された「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」を踏まえ、環境への負荷の少
ない循環・共生型の持続可能な社会づくりに向けて、様々な主体の自発的活動を支援し、連携しながら、その基盤となる環境学習の一層の
推進に取り組むため、平成17年３月「山口県環境学習基本方針」の改定を行った。
○環境学習推進ｾﾝﾀｰの開設　（平成18年４月）
　改訂基本方針に基づき、平成18年４月には、広く県民、民間団体等が地球温暖化対策、循環型社会の形成、自然環境の保全等に関する
幅広い課題について、各主体の目的に沿って、自発的に学習することを総合的に支援する拠点として、山口県セミナーパーク内に「環境学
習推進センター」を開設した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【環境学習推進センターの主な取組】
①情報発信・機会づくり
　環境に関する各種情報を収集し、インターネットや情報誌等を通じて提供
②交流・ネットワークづくり
　各主体間の連携体制の整備
③人材づくり
　環境学習指導者バンク制度（学習指導者の登録・派遣）
　※H17年度からこどもエコクラブアドバイザーの登録開始
④教材づくり
　環境学習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発・提供
　学習教材の整備・貸出
⑤環境学習コーナーの設置
　環境パネルの展示、図書の整備、パソコンの設置等水辺の教室等の開催

第3-15

「山口県環境学習基本方針」(平成11年３月策定)に基づき、拠点施設の整備、環境学習プログラムの作成・活用、
多様な学習指導者の育成・確保等の施策を積極的に推進する。

該当箇所本文
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施策名 環境教育・環境学習の推進の取組

担当部局 山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

該当箇所



単位

単位

単位

298

施策名 環境教育・環境学習支援事業

担当部局 香川県　環境森林部　環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育･環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育･環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施設の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。

　香川県環境教育･環境学習基本方針に基づき、環境学習プログラムの開発、環境キャラバン隊等による環境学習
への参加機会の提供、人材の育成･活用、学習資器材や情報の提供による活動支援、環境学習の場の整備等に
努めるものとする。

施
策
の
概
要

①環境学習プログラムの作成

②環境キャラバン隊による出前講座の実施

③環境学習実践モデル校の学習支援

④環境学習支援ネットワークの運営

⑤環境アドバイザーの派遣

⑥環境学習指導者育成講座の開催

⑦資材、器材等の貸し出し・提供

項目１

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

●環境学習プログラムの作成
小中学生向けの環境学習を支援するための環境学習プログラムを作成し、提供している。
これまでに作成したプログラム：17
●環境キャラバン隊による出前講座の実施
小中学校などを訪問して、環境学習の講座を行っている。
実施回数　平成18年度：20回、平成19年度：24回、平成20年度：21回
●環境学習支援ネットワークの運営
環境学習指導を行う個人や団体、環境学習ができる施設や場所を「環境学習支援ネットワーク」に登録していただき、活動内容を紹介するこ
とで、環境学習や環境保全活動に利用しやすいようにしている。
登録数　環境学習指導者　（個人）22人（団体） 22団体
施設・場所　11箇所
●環境アドバイザーの派遣（エコライフかがわ推進会議）
環境保全の各分野の専門家に、環境アドバイザーを委嘱している。
市町・公民館・自治会・PTA・企業・地域グループ・各種団体などが主催する環境保全に関する研修会を対象に、環境アドバイザーの派遣を
行っている。
●環境学習指導者育成講座の開催
環境学習指導者、環境学習指導者を志す者、教員等を対象に、環境学習能力の向上を図るための講座を開催している。
開催回数　平成17年度：5回、平成18年度：3回、平成19年度：1回、平成20年度：1回
募集人数　各40名程度
●資材、器材等の貸し出し・提供
環境学習を行う際に必要な資材、器材や各種測定器具等の貸し出し、提供を行っている。

進捗状況を示すデータ

項目２

項目３



単位
H16 H17

31 団体 678 人 27 団体 875 人

単位
H18 H19

25 団体 608 人 25 団体 758 人

単位
H20 H21

31 団体 738 人 26 団体 841 人

Ｎｏ

該当箇所 １５．環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う心を育むた
め、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事業者、民間団体の連
携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、その健全な利用を促進する施設の整
備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人材育成及び
民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。
　香川県環境教育・環境学習基本方針に基づき、環境学習プログラムの開発、環境キャラバン隊等による環境学習への参加
機会の提供、人材の育成・活用、学習資器材や情報の提供による活動支援、環境学習の場の整備等に努めるものとする。
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施策名 情報・資機材の提供などによる環境保全活動の支援

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

施
策
の
概
要

情報・資機材の提供などによる環境保全活動の支援
　
[水環境体験学習支援事業（水生生物による水質調査）]
　環境省の呼びかけにより水環境の保全を図るため、身近な川に対して関心を高めてもらうことを目的に、中・高校生等に参加を呼びかけ、
昭和60年度から毎年実施している。
　また、全国調査結果を環境省のホームページにて公開している。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

[水環境体験学習支援事業（水生生物による水質調査）]
　下水道や合併浄化槽の整備など生活排水対策の推進を行い、県民が水環境について理解を深めるため実施している。

　平成２１年度の実施団体は、次のとおりである。
　２６団体　８４１人が参加

進捗状況を示すデータ
項目１ 水環境体験学習支援事業（水生生物による水質調査）

項目３

年度

年度

項目２



単位 回数
H15 H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 H20 H21

60 60 60 50 50 50 50

単位

単位

年度目標

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　県民への環境への関心等が高まりつつあるが、実際の活動には必ずしも結びついていない面があることから、自主的に行う地域環境活
動グループなどが環境問題等に関する学習会等を開催する場合、求めに応じ、講師、指導者等として県が登録する「環境マイスター」を派
遣する事により、環境保全に関する自主的・実践的な活動を推進する。

（１）派遣先　学校（保護者団体を含む。）、環境活動グループ、自治・町内会事業者団体等が主催する環境学習会で、参加者が概ね２０名
以上のもの
（２）経費　　　環境マイスターの派遣に要する謝金（6千円/H）経費を県が負担する

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○環境マイスターの登録等
①部門　事業系環境保全部門：水質、化学物質、大気等
　　　　　　　生活環境保全部門：　消費者教育、リサイクル等
　　　　　　　自然環境保全部門：　自然保護、自然観察、緑化等

②選定要件
　　　環境汚染、生活環境保全活動、自然保護保全活動において見識を有する者

　　例・化学会社の水質１種公害防止管理者
　　　　・市民グループ「水をきれいにする会」代表（浄化槽管理士）
　　　　・貝、海産動物の研究者（日本貝類学会会員）
　　　　・河川、水辺の国勢調査アドバイザー
　　　　・干潟、海岸、河川の観察会を専門とする学芸員　等
③現在（Ｈ20）の環境マイスター登録数　86名

進捗状況を示すデータ
項目１ 派遣回数（予算限度額）

施策名 愛媛県環境マイスター派遣事業

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。
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単位 千円
H16 H17

5000 5000

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　県・市及び地元新聞社等で組織する実行委員会、企業・NPOの後援により、子供達や一般県民の環境保全意識を醸成するため、これまで
の展示を中心とした啓発事業ではなく、行動へつなげる内容とするため、郊外で楽しみながら環境について学び、体験できる機会を提供す
るイベントを開催した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

■イベント内容
　郊外に集積する県有施設（こどもの城、とべ動物園、生涯学習センター、中央青年の家）を中心にイベントを展開する

○こどもの城
　　エコチャレンジ運動会　「ふれあいの池」における、空き缶つり、親子体験プログラムなど
　　エコライフ体験ゾーン　雨水利用、屋上緑化、風力発電システム等の実物展示・相談
　　環境クイズラリー　　　　浄化センター等の見学会を兼ねたクイズラリー大会
　　　等

○とべ動物園
　　動物ふれあいコーナー、野生生物保護についての展示　等

○生涯学習センター
　　県内環境学習リーダ講習会、企業団体の展示体験コーナー　等

○中央青年の家
　　自然観察会、宿泊体験　等

○他会場
　　台所から始める環境保全料理教室、生ゴミ堆肥プラント見学ツアー

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額（県負担分）

施策名 体験型環境教育イベント開催事業

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。
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単位 回数
Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 H20 H21

1 1 1 1 1 1 1 0

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　環境省及び当県が参画している（社）瀬戸内海環境保全協会の支援を受け、瀬戸内海の環境保全に係る教育・学習を推進する人材とし
て、重要な役割が期待されている小・中・高校教員等、環境学習指導者を対象に、基礎的知識の講習及び体験型プログラムの実践を通じ
指導者として知識・能力を養成するとともに、参加者相互の交流を通じたパートナーシップを構築し、子供たちに対する環境教育・学習につ
なげることを目的として、リーダ研修講座を開催する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

　○平成20年度の実施事例：

　　実施場所：重信川河口及び塩屋海岸
　　実施対象：県下の環境学習指導者（小・中・高教員、地域の活動リーダ等、３５名
　　実施内容：①体験型プログラム「重信川河口及び塩屋海岸の水生生物の自然観察、水生生物調査」
　　　　　　　　　　実施場所：重信川河口及び塩屋海岸
　　　　　　　　 ②自然観察、生物調査の指導方法について講義
　　　　　　　　 ③意見交換・アンケート等の実施

進捗状況を示すデータ
項目１ 開催回数

施策名 環境教育リーダ研修基礎講座

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う心
を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事
業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、その
健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。

302



単位 千円
Ｈ17

250

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　県内に活動拠点をおき、下記に掲げる要件を満たす公益的活動を目的とした非営利団体が実施する、地域住民相互による助け合い・支
え合いの社会貢献活動で、一定の要件を満たす事業について審査を行い、採択された事業に対し補助を行う。
（１）10人以上で活動している団体
（２）特定非営利法人活動促進法に適合している団体
（３）組織の運営に関して定款・会則・規約等を有する団体
（４）事業実施から報告まで、責任をもって履行できる団体
　
・補助額：補助対象経費の1/2以内、限度額500千円

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○実施内容例

　事業名：有用微生物群を活用した自然浄化事業（特定非営利活動法人ゆげ・夢ランドの会：正会員20名、賛助会員230名）
　事業目的：汚染された海浜の環境浄化のため、有用微生物を活用し、生活環境の向上と家庭生活での活用による
                   汚染防止及び啓発を促進する。
　　　　　　　　　①小中高等学校での環境浄化講演及び実施指導
　　　　　　　　　②有用微生物の育成と会員への頒布
　　　　　　　　　③同　会員外への販売・普及事業
　　　　　　　　　④生ゴミ処理バケツの斡旋　等

進捗状況を示すデータ 補助額（上記事業のみ）
項目１

施策名 愛と心のネットワークモデル事業

担当部局 愛媛県県民環境部管理局県民活動推進課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。
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単位 時間
Ｈ18 Ｈ19 H20 Ｈ21

250 500 500 250

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　森林の保全や整備に関する理解を深めるとともに、森林を大切にしていこうとする態度を育て、森林環境保全意識を持った人づくりに貢献
する。

○事業内容
　小学校２校、中学校３校の計５校を事業実施校として指定し、小・中学校の「総合的な学習の時間」において、森林をテーマとした体験活動
を取り入れた実践研究を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○実施内容例
　・ 身近な森林や河川の状況、海とのつながりの調査
  ・　「緑の少年団活動」の実施
　・　森林の植樹、枝打ち、清掃等の森林整備活動
　・　森林における野鳥や貴重な動植物の保護
　・　県産木材や竹材を利用したグッズの作成や炭づくり

進捗状況を示すデータ
項目１ 指定校の森林に関する総合的学習実施時間数（目標）

施策名 「森はともだち」推進事業(H18～）

担当部局 愛媛県教育委員会義務教育課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。
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単位 回
Ｈ17 H18 H19

18 6 4

単位 回
Ｈ17 H18 H19

8 4 4

単位

年度

項目２ 研究機関との連携回数

項目３

施
策
の
概
要

　四国４県が連携して環境教育についての合同事業を実施することにより、海や山、川など先祖が守り引き継いできた四国の優れた環境
を、四国４県の共通の財産として、相互に協力しながら、守り続けようとする意識や態度を子どもたちに育むことを目的とする。

１　環境教育連携協力校への支援及び連携協力校の相互交流の促進
２　「四国ジュニア環境サミット」の開催
３　環境教育についての普及・啓発活動
４　その他、４県連携による環境教育の推進に関すること

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　環境教育連携協力校への支援
　　「四国はひとつ」４県連携施策環境教育合同事業の一環として、環境教育連携協力校を指定し、各校における環境についての研究実践
を促すとともに、その成果を４県の各学校に情報提供することにより、各県における環境教育の充実に資する。

２　四国ジュニア環境サミット
　　四国の環境について現地研修会を行ったり、環境学習の実践発表を行ったりすることにより、お互いの交流を深め、四国の環境を守り続
けようとする意識や態度の育成を図る。

３　環境教育についての普及・啓発活動について
　・研究冊子の発行と配布及び各校でのホームページの作成
　・環境フォーラムへの一般参加者の案内

進捗状況を示すデータ
項目１ 協力校の相互交流回数

施策名 四国ジュニア環境教育推進事業

担当部局 愛媛県教育委員会義務教育課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。

305



単位 回
H20 H21

7 7

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。このため、海とのふれあいを確保し、そ
の健全な利用を促進する施策の整備や、理解促進のためのプログラム等の整備等に努めるものとする。
　また、国立公園等を活用した自然観察会等地域の特性を生かした体験的学習機会の提供やボランティア等の人
材育成及び民間団体の活動に対する支援等に努めるものとする。

306【新規】

施策名 環境教育推進事業

担当部局 愛媛県教育委員会義務教育課

施
策
の
概
要

　小・中・高等学校の学習活動において、環境を大切にする児童生徒を育てるため、産業廃棄物に関する学習に取り組み、環境をテーマに
した具体的な実践を行う。
　東予、中予、南予からそれぞれ小学校1校、中学校1校を県下全域から県立高校1校を研究推進校に指定する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

１　研究推進校への支援
　　研究校を指定し、各校における環境についての研究実践を促すとともに、指導訪問によって研究成果をより確かなものとする。これによ
り、研究推進校はもとより、地域における環境教育の充実に資する。
２　研究推進校での実践事例
・　環境に関するテーマでの調べ学習
・　環境教育に関する施設等の見学（香川県小豆郡豊島の産業廃棄物不法投棄現場、松山港リサイクルセンター、製紙工場、等）
・　アルミ缶の回収作業、緑のカーテンづくり、地域クリーン活動などの体験活動

進捗状況を示すデータ
項目１ 研究推進校への指導訪問の回数

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

施
策
の
概
要

進捗状況を示すデータ

施策名

担当部局

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

福岡県　環境部　自然環境課　自然公園係

１．瀬戸内海関係地域における自然環境を大切に思う心を育むため、環境教育・環境学習の機会を提供するよう努めることとし
ている。

１．平尾台自然観察センターにおいて、自然観察会や鍾乳洞探検など自然体験学習や環境美化活動「平尾台クリーン大作戦」
を行うことにより、環境教育・環境学習を推進している。

項目２

項目１

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文
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瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う心
を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事
業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。
このため、本県では、平尾台自然観察センターの整備等により自然とのふれあいの場を確保するとともに、水辺教
室・海辺教室等の体験的な学習機会の提供を行っており、今後とも自然環境教育の推進に努めていくものとする。

環境教育・環境学習の推進

項目３



単位 河川／学校

H16 H17 H18 H19 H20 H21 
4/4 2/2 5/5 1/1 1/1 1/0

単位
H18 H 19 H20 H21
1 2 8 1 回

単位

年度

年度

項目２ 洞海湾クルージング

項目３

施
策
の
概
要

全国水生生物調査の推進及び紫川に住む生きものの観察会を開催し、河川への関心を高め、水環境を保全する意識の高揚を図る。

かつての日本の工業を支えた近代工業としての産業資産と、戻ってきた多くの生き物の自然資産について過去から現代・未来まで、公害を
克服した経緯を中心に、レクチャーや渡船を使ったクルージングをとおして、洞海湾を総合的に学習するもの。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

全国水生生物調査→４河川４小学校（H１６年度）、２河川２小学校（H１７年度)、５河川５小学校（H１８年度)で実施。
市単独事業→毎年、小中学生とその保護者２０組（５０名）程度の参加により実施。（～Ｈ１６年度）

洞海湾クルージング
環境ミュージアムのイベントとして平成18年度より年１回以上実施。
こどもエコクラブ全国フェスティバルin北九州において、エコツアーのプログラムとして実施。

進捗状況を示すデータ
項目１ 全国水生生物調査

施策名 環境リーダー養成講座

担当部局 北九州市環境局環境政策部環境首都推進室（窓口：北九州市環境局環境監視部環境保全課）

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

  住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等によ
り、広く情報を提供するシステムの構築等を進めることが必要である。
  このため、県のホームページやせとうちネットを活用し、情報提供を進めるとともに、啓発用冊子等の配布を通じ
て、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めているところであり、今
後ともこれらの施策を積極的に推進するものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

水辺教室や海辺教室を開催し、河川、海域への関心を高め、水環境を保全する意識の高揚を図る。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

小学生や地域住民を対象に水辺教室・海辺教室を実施。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 環境教育・環境学習の推進

担当部局 福岡県環境部環境保全課

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。
　このため、本県では、平尾台自然観察センターの整備等により自然とのふれあいの場を確保するとともに、水辺
教室・海辺教室等の体験的な学習機会の提供を行っており、今後とも自然環境教育の推進に努めていくものとす
る。
　また、学校教育においても、総合的な学習の時間の活用や、環境教育副読本の配布等を通じて環境教育等の推
進を図るものとする。
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単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

インターネットを活用し公共用水域水質等測定結果等を公開。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

県ＨＰ内「ふくおかの水環境」で環境基準点の水質測定結果（COD、T-N、T-P）を公表している。また、「ふくおか環境ひろば：福岡県環境情
報総合サイト」に掲載の環境白書でも公表している。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 環境教育・環境学習の推進

担当部局 福岡県環境部環境保全課

Ｎｏ

該当箇所 １６　情報提供、公報の充実

該当箇所本文

　住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等によ
り、広く情報を提供するシステムの構築等を進めることが必要である。
　このため、県のホームページやせとうちネットを活用し、情報提供を進めるとともに、啓発用冊子等の配布を通じ
て、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めているところであり、今
後ともこれらの施策を積極的に推進するものとする。
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単位

単位

単位

施
策
の
概
要

進捗状況を示すデータ

施策名

担当部局

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

福岡県　環境部　環境政策課

１．小学校における環境教育の実施を支援するため、県教育委員会の協力のもとに、毎年度、福岡県環境教育副読本を作成
し、県内全小学校に配付している。

１．毎年度、福岡県環境教育副読本を作成し、県内の瀬戸内海関係地域の全小学校に配付している。

項目２

項目１

Ｎｏ

該当箇所 １５　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

311(新規)

瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う心
を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、事
業者、民間団体の連携の下、環境教育・環境学習を推進することが必要である。
このため、本県では、平尾台自然観察センターの整備等により自然とのふれあいの場を確保するとともに、水辺教
室・海辺教室等の体験的な学習機会の提供を行っており、今後とも自然環境教育の推進に努めていくものとする。
また、学校教育においても、総合的な学習の時間の活用や、環境教育副読本の配布等を通じて環境教育の推進を
図るものとする。

環境教育副読本作成

項目３



  全ての県民が自主的・主体的・継続的に環境保全活動に取り組むことを促進するために、「大分県環境基本条例」及
び「大分県環境基本計画」に基づき平成１２年３月に策定した「大分県環境教育・学習方針」では、                   
   ①環境教育・学習の基本的な目標や県が行う環境保全施策の方向性を示す
   ②家庭、地域社会、学校、職場など多様な場における環境教育・学習の進め方を示す
ことにより、県民、事業者、行政が一体となって、環境教育・学習の推進に取り組んできた。 
その後、平成１７年１１月に策定された「大分県新環境基本計画」を受け、平成１８年１月に「大分県新環境基本計画」を
新たに策定し、
　 ①県が行う環境教育・学習の進め方を示す
   ②学校、地域社会、職場など多様な場における環境教育・学習の進め方を示す
 　③美しく快適な大分県づくりに向け、地域に根ざした環境保全活動の意欲の増進及び実践につなげる
 ことにより、引き続き、環境教育・学習を総合的・計画的に推進している。

単位

単位

単位

　3ー 15　環境教育・環境学習の推進

該当箇所本文

　瀬戸内海の環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性や自然を大切に思う
心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化的要素を積極的に活用しつつ、国、地方公共団体、
事業者、民間団体との連携の下、環境教育・環境学習を推進するものとする。
このため、環境教育・学習を推進するためプログラムの開発や拠点の整備、有能な人材の育成を図るとともに、情
報や教材等の整備やこどもエコクラブ等の自主的、主体的な活動を行う団体の育成・支援に努めるものとする。
さらに、学校教育においても実践型の環境教育・学習の推進や教職員に対する環境教育研修の充実に努めるもの
とする。

　　・森林環境に関わるプログラムを体験することを通して、森林環境についての理解を深めるとともに、森林環境学習の指導者を養成

　　・環境教育の推進高校を指定し、小・中学校との連携による環境教育の推進や地域の環境保全活動等についての環境教育に

　　　関する実践研究を実施

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【21年度取り組み事例】

　○多様な学習の機会の提供

312

施策名 　環境教育・学習の推進

担当部局 　大分県生活環境部生活環境企画課

Ｎｏ

該当箇所

　　・各学校での教科や総合的な学習の時間等における創意工夫された環境教育・学習の実施

　　・環境教育アドバイザーの派遣

○地域社会における環境教育・学習の推進

　　　地域や学校で開催される環境をテーマとした講演会や自然観察会等に、環境問題の有識者である講師を派遣

　　・おおいた環境学習サイト「きらりんネット」の運用

　　　大分県新環境基本計画に沿った、子ども向けの環境学習教材を大分県のホームページにより提供

　　・こどもエコクラブ

　　　将来を担う子どもたちが主体的に行う環境学習及び環境保全活動である「こどもエコクラブ」の普及啓発

○多様な場における環境教育・学習の推進

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

項目２



○大阪府域の環境濃度測定データを測定後、逐次ホームページで公開し、パソコンから入手できるサービスを開始した。
　（従来は、報道提供資料及び白書を発行する9月下旬までは公表せず、「未公開データ」として扱ってきたデータを、月報
　　時点のデータを「速報値」として早期にホームページで公開する取り組み。）

○上記データ（水質関係）は、大阪府をはじめ国土交通省近畿地方整備局や府内11市が協力し得られたものであり、多機関
   のデータを毎月、ホームページ上で公開している。

○概要について
　
　１．公開開始日
　　　平成16年2月2日（月）

　２．公開内容（水質関係）
　　　河川・海域の水質汚濁物質等の測定結果
　　　　水質汚濁防止法の規定による水質測定計画等に基づく水質測定結果（BODやトリクロロエチレンなど約90項目の測定
　　　　結果）
　
　３．公開方法
　　　おおさかの環境ホームページ「エコギャラリー」に掲載
 　　　URL http://www.epcc.pref.osaka.jp/center_etc/water/

 

　当該測定データは、大阪湾（瀬戸内海）に流入する河川及び大阪湾の水質等に係るものであるが、アクセス件数は下記の表

　のとおりである。年間、約一万件のアクセスがなされている。

単位 件
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21(1月まで）

1350 5061 8433 9535 10013 10893 9050

単位 件

単位 件

Ｎｏ

該当箇所 15．情報提供、広報の充実

担当部局 大阪府環境農林水産総合研究所　（環境情報部環境調査課）
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施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当箇所本文
　住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等により
広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、ホ－ムペ－ジ、広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現
状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努める。

施策名 公共用水域水質測定結果の速報値の公開

進捗状況を示すデータ 　　

項目１ 河川等水質調査結果ホームページへのアクセス件数

年度

項目２

年度

年度

項目３



単位 ％
H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ18 H19
69.8 72.0 73.1 75.4 78.0 81.0 83.7 86.9 89.6 91.7 93.3 94.7 96.1 96.8 97.3 97.6

単位
H20
97.8

単位

年度

項目１

項目２

施
策
の
概
要

（１）河川、海域等の汚濁の原因は、かつての産業排水にかわり、生活排水によるものの比率が大きくなっており、下水道整備などの生活排
水対策が重要となったため、平成３年から平成16年度まで「生活排水９９％大作戦」を推進してきた。

（２）その結果、平成16年度末の生活排水処理率（汚水処理人口普及率）は全県で９６．１％に達し、５割以上の市町で９９％を超え、全国第
２位となった。

（３）その一方で処理率の地域間格差が生じており、平成17年度からは、全県処理率のさらなる向上に向け、整備の遅れている市町（16年度
末の処理率が80％未満（全国平均並み）未満の市町）に対して引き続き自治振興資金による支援を行っている。

（４）県民に対しては、公共用水域の水質保全、汚濁負荷削減等のため、パンフレット等による普及啓発を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）市町の生活排水処理施設整備に対する県費補助（平成4～16年度）
　市町の下水道等の生活排水処理施設の整備を促進するため、県下全市町に対して平成4年度から16年度まで自治振興事業による助成を
行った（生活排水９９％大作戦）。

（２）整備の遅れている市町への県費補助（平成17年度～）
　生活排水処理率が80％未満の６市町（洲本市、南あわじ市、淡路市、市川町、福崎町、香美町のうち旧香住町）に自治振興事業による助
成を継続している（生活排水９９％フォローアップ作戦）。

（３）県民への普及啓発（平成元年度～）
　市町等を通じパンフレットの配布、各種催しにおける啓発の実施等を通じ普及啓発を行っている。

進捗状況を示すデータ 別添　図参照
項目１ 生活排水処理率（汚水処理人口普及率）

施策名 生活排水対策のための普及啓発及び県費補助

担当部局 兵庫県農政環境部環境管理局水質課

Ｎｏ

該当箇所 １６　情報提供、広報の充実

該当箇所本文
県民の参画と協働、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備
等により広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及び
負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めるものとする。

314



図　生活排水処理率（汚水処理人口普及率）の推移
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　　循環型社会形成推進条例に掲げる施策
  (4) 循環資源情報提供システム整備事業
　　循環資源の需要と供給をインターネットでマッチングするシステムを運用している。

単位

単位

単位

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ

該当箇所 １６　情報提供・広報の充実

該当箇所本文
広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削
減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めるものとする。
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施策名 循環型社会形成推進事業

担当部局 岡山県生活環境部循環型社会推進課

施
策
の
概
要

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

上記と同じ

　　 

項目２

項目１

項目３



単位 ｔ/日

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

広島県環境部ホームページ「エコひろしま」を通じて，瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減，廃棄物の排出抑制への取組み等の情報発
信を行った。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

広島県環境部ホームページ「エコひろしま」　（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/）

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 広島県環境部ＨＰ「エコひろしま」による情報提供

担当部局 広島県環境部環境対策局

Ｎｏ

該当箇所 １６ 　情報提供，広報の充実

該当箇所本文
広島県のホームページ，せとうちネットなどのインターネットや広報誌，新聞，テレビ，ラジオ等の広報媒体を通じ
て，瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減，廃棄物の排出抑制への取組み等の広報に努めるものとする。

316【終了】





単位

単位

単位

項目２

項目３

施
策
の
概
要

　県民や事業者などの環境問題への理解を促進し、自主的な取り組みを誘導していくためには、環境情報の充実とともに、正確な情報が適
切かつ迅速に提供される体制整備が求められている。
　香川県では、県のホームページにおける環境情報の充実をはじめ、環境白書等の刊行やパンフレット等の作成・配布、イベントの開催、県
の各種広報媒体の活用などを通じて、環境に関する施策や事業等に関する情報提供を行っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

【ホームページ等による情報発信】
　ホームページ「香川の環境」を運営・管理し、インターネットを活用した情報発信を行っている。また、メールマガジン「エコライフ通信」によ
り、最新情報を発信している。
【環境白書等による環境情報の提供】
　県内の環境の状況や県が講じた施策の状況などを明らかにすることによって、県民の環境の現状に対する理解と認識を深め、自主的か
つ積極的な行動を促進することを目的に、毎年環境白書を作成・公表している。

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 環境情報の提供

担当部局 香川県環　境森林部　環境政策課

Ｎｏ

該当箇所 16　情報提供、広報の充実

該当箇所本文

　住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等により
広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、ホームページ、環境白書、広報誌等を通じて、瀬戸内海
の環境の現状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めるものとする。瀬戸内海の現状につ
いては、せとうちネットの活用により情報の共有化を図るものとする。
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単位 千円
H15 H16 H17 Ｈ18 Ｈ19 H20 H21

2266 2266 2266 2266 1017 717 712

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 16　情報提供、広報の充実

該当箇所本文

　住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等により
広く情報を提供するシステムの構築等を進めるとともに、ホームページ、広報誌等を通じて、瀬戸内海の環境の現
状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組み等の広報に努め、せとうちネットの活用等により情報の共有化
を進めることとする。
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施策名 環境情報発信事業

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

施
策
の
概
要

　今日の多様な環境問題の解決を図るためには、国民1人1人が自主的かつ積極的により環境に配慮した生活や、環境保全活動に取り組
む事が求められており、そのためには、家庭、学校、地域など多様な場で、それぞれの年齢階層に応じた継続的な情報の発信・提供が必要
である。
　このため、県では環境の状況及び県が環境の保全に関して講じた施策を明らかにした「愛媛県環境白書」を発行し、環境の保全に関する
県民の理解を深める。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○「愛媛環境白書」の発行
　①内容
　　　愛媛の環境の概況及び瀬戸内海環境対策の推進など

　②規格等
　　　A4版、約３５０ページ、800部
　
　③配布先
　　　大学、高校、図書館、公民館、市町、各種団体、議員　等

　④その他
　　　県のHP「えひめの環境」にも掲載する

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

項目３

年度

項目２



単位

単位

単位

年度

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

インターネットを活用し公共用水域水質等測定結果等を公開。

年度

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

平成１７年度までは、前年度調査をまとめた結果を公開（年１回更新）。
平成１８年度からは、その年度の調査結果を四半期ごとに更新し、速報値として公表。
平成２０年度からは、調査結果を随時、速報値として公表。

H
項目１

施策名 インターネットによる公共用水域水質測定結果の公開

担当部局 北九州市環境局環境監視部環境保全課

Ｎｏ

該当箇所 16　情報提供、広報の充実

該当箇所本文

　 住民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、多様な情報に関するデータベースの整備等によ
り、広く情報を提供するシステムの構築等を進めることが必要である。
このため、県のホームページやせとうちネットを活用し、情報提供を進めるとともに、啓発用冊子等の配布を通じ
て、瀬戸内海の環境の現状及び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への取組等の広報に努めているところであり、今
後ともこれらの施策を積極的に推進するものとする。
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単位 団体

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 17　広域的な連携の強化等

該当箇所本文
瀬戸内海は１３府県が関係する広範な海域であることから，環境保全施策の推進のため，瀬戸内海環境保全知
事・市長会議等を通じて広域的な連携の強化を図るものとする。

320【終了】

施策名 瀬戸内海広域連携推進事業

担当部局 広島県環境部　　　　　　　　　　　　

施
策
の
概
要

　瀬戸内海環境保全知事・市長会議及び（社）瀬戸内海環境保全協会への参画を通じて関係府県等との連携・情報交換を図っている。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

瀬戸内海環境保全知事・市長会議の一員として，瀬戸内海の再生に向けた法整備に関する署名活動を実施した。
また，瀬戸内海再生方策を作成し，関係省庁などに要望活動を行った。

進捗状況を示すデータ
項目１

項目３

年度

項目２



単位 団体

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

（１）上流域の森林から下流域の干潟や海に至るまでの流域全体を捉えて，課題や取組みの方向性をまとめ，地域の住民・事業者・行政な
どの各主体がそれぞれの役割を担うとともに，協議・連携しながら，地域の実情や特性に応じた特色ある流域づくりを進めるための指針とし
て平成１６年度に「健やかな流域づくり構想」を策定した。

（２）平成１６年度に策定した構想を基に，「流域保全ネットワーク」を構築し，地域での環境保全の取組みを推進した。

（３）具体的には，流域の活動団体で構成する「流域ワークショップ」（ＮＰＯ，住民，事業者，学生，関係市町，広島県で構成）により地域での
取組みを検討した。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（１）流域ワークショップでは，
・フラワーロードづくり・・・川土手へのさまざまな花の植栽
・流域づくりイベントの開催・・・流域の保全につながるイベントの開催
・山から海までの自然観察会の開催・・・自然観察会のリレーによる団体相互の交流
・黒瀬川流域ガイドブックづくり・・・黒瀬川流域の見どころや自然環境等を紹介

進捗状況を示すデータ
項目１

施策名 健やかな流域づくり事業（黒瀬川モデル）

担当部局 広島県環境部　　　　　　　

Ｎｏ

該当箇所 17　広域的な連携の強化等

該当箇所本文 また，健全な水循環機能の維持・回復等のため，河川流域を単位とした環境保全等に関する取組みを推進する。

321【終了】



＜健やかな流域づくり（黒瀬川モデル）＞

＜黒瀬川流域の住民団体の取組み＞

プロジェクトの取組み例

○流域フォーラムの開催 ○フラワーロードづくり

流域の環境保全・地域社会の活性化
　（住民による活動の環の拡大）

　

「健やかな流域づくり構想」  の策定 「流域保全ネットワーク」の構築

構想への

意見

構想に基

づく実践

ネットワークに

よる実践活動の展開

流域の活動団体で構成する「流
域ワークショップ」により，地

 <流域づくり基本方針>
・望ましい流域像・目標の設定

・取組方策

・役割分担・推進体制

専門家・事業者・住民代表で
構成する「流域･水･未来協議
会」により，構想を策定

事業者 大学・研究

県 関係市

住民 NPO

黒瀬川モデルの他流域への普及

～県と流域市（呉市・東広島市）との共同事業～

健やかな流域づくり（黒瀬川モデル）

瀬戸内海の環境保全



単位 人
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

1711 3030 2293 1461 2066 1754 1296 1189 742 951

単位 団体
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

16 16 16 16 16 16 16 16 14 13

単位

人数

項目２

項目３

項目１

水系協議会

生活排水浄化対策実践活動の状況

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

該当箇所 第3-17

森・川・海水環境ネットワーク協議会等が県内13水系の河川に設置されており、流域ごとの環境保全対策の連携が
図られているが、今後も流域を単位とした関係者間の連携を図るものとする。

　公共用水域の水質汚濁の原因である生活系排水の負荷が高くなっており（特に都市内の中小河川等で約70％以上を占めている）、その
対策が急務であるため「生活排水対策に係る当面の基本方針」に基づき、「山口県生活排水浄化対策推進要綱」を定め、複数の市町村にま
たがる主要な17河川について、順次、「生活排水浄化対策協議会」（以下、「水系協議会」という。）を設置し、官民一体となって、下水道、合
併処理浄化槽等の整備、普及啓発等により生活排水の浄化対策に取り組んできた。
　水系協議会の設置により、浄化対策意識の定着とともに、生活排水処理率は向上し、その結果、河川の水質は改善され、環境基準を達
成・維持しており、生活排水対策実施の緊急性が薄れてきた。その一方で、水辺に親しむ意識とともに、河川環境の保全の視点から上流か
ら下流の海までをとらえた、河川流域が一体となった取り組みが求められ、これら水系協議会のうち、5水系について「森・川・海水環境ネット
ワーク協議会」へと改組し、活動の枠を広げた。
　現在は、10協議会において地域の実情に応じた普及啓発等を実施している。

　１０協議会のうち、瀬戸内海関係地域では８協議会が、それぞれの流域ごとに水辺の教室、生活排水浄化対策実践活動、研修会の開催
等による普及啓発活動を行っている。

進捗状況を示すデータ

該当箇所本文

322

施策名 広域的な連携の強化の取組

担当部局 山口県環境生活部環境政策課

Ｎｏ

施
策
の
概
要



単位

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

・海上散乱ごみ等処理対策推進事業
　国・県・沿岸市町で組織する「香川県海上散乱ごみ処理対策等推進会議」において、地域住民やボランティア等による海岸の美化活動や
散乱ごみの問題についてのモラル向上を図るための啓発活動を行う。

・3,000万人瀬戸内海クリーン大作戦
　瀬戸内海環境保全知事・市長会議が主体となり、平成3年度から6月、7月に瀬戸内海、同沿岸及び流入する河川で美化活動を実施してい
る。

・リフレッシュ瀬戸内
　瀬戸内海・海の路ネットワーク推進協議会（11府県、107市町村、9国土交通省支部局）が主体となり、平成5年度から6月、7月に瀬戸内海
全域及び海域で美化活動を実施している。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

・瀬戸内海海ごみ対策検討会
瀬戸内海の海ごみの発生抑制及び適正処理の推進を図るため、中国四国地方事務所が中心となり、中国四国の関係機関が海ごみ問題に
関する共通認識をもって共同の対策を検討することにより、瀬戸内海の環境を維持及び保全することを目的として、平成18年3月14日に瀬
戸内海海ごみ対策検討会を設置し、本県も構成機関として検討会に参加している。
・3,000万人瀬戸内海クリーン大作戦

・リフレッシュ瀬戸内

項目１

施策名 広域的な連携の強化の取組み

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

Ｎｏ

該当箇所 １７．広域的な連携の強化等

該当箇所本文

　瀬戸内海は１３府県が関係する広範な海域であることから、環境保全施策の推進のため、瀬戸内海環境保全知
事・市長会議を積極的に活用し、各地域間の広域的な連携の一層の強化を図るものとする。
健全な水循環機能の維持・回復のための取組の推進、住民参加の推進、環境教育・環境学習の充実を図るため、
流域を単位とした関係者間の連携の強化に努めるとともに、各地方公共団体の環境保全の取組の実施においても
連携の強化に努めるものとする。
さらに、瀬戸内海の自然的、社会的条件から、環境保全のための施策の策定に当たっては、住民や事業者等の幅
広い意見を調整し、施策に反映するための適切な仕組の検討に努めるものとする。
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 年度 参加人数 ごみ（トン） 

14 63 万人 （24,501） 3,264 （388） 

15 74 万人 （28,639） 7,110 （536） 

16 76 万人 （33,924） 5,188 （628） 

17 81 万人 （29,708） 3,832 （670） 

18 124 万人 （16,757） 5,900 （428） 

19 77 万人 （24,936） 6,000 （359） 

20 100 万人 （23,432） 17,580 （345） 

注）括弧内は、香川県での実績で、全体の内数 

 

年度 実施箇所数 参加人数 ごみ（トン） 

14 272 （41） 129,250 （8,060） 1,100  (102）

15 334 （63） 121,753 （9,107） 1,072 （103）

16 303 （70） 112,952 （9,476） 1,032  （99）

17 253 （58） 83,217 （8,497） 798  （76）

18 267 （60） 72,027 （7,707） 596  （99）

19 269 （60） 61,813 （9,912） 499  （91）

20 322 （59） 62,615 （8,419） 514 （97.5）

注）括弧内は、香川県での実績で、全体の内数 



単位 箇所
H16 H17 H18 H19 H20 H21

1 1 1 1 1 1

単位

単位

年度

項目２

項目３

施
策
の
概
要

「ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例」第１５条により、県は、市町、事業者及び県民等と連携して、香の川創生事業（特定の地
域において、美しい郷土香川を象徴し、かつ、県民が誇りと愛着をもつことのできる水環境を保全し、創出するための事業であって、市町の
申出により、県及び市町が事業者及び県民の参画を求め、これらの者と協働して実施するものをいう。）を推進する。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

（香の川創生事業の協議会設置）
本県特有の豊かで変化に富んだ水環境を保全し、かつ、より質の高いものとして将来の世代に引き継いでいくため、特定の地域において、
他の地域の模範となるような水環境の保全と創出に関する事業を総合的かつ計画的に実施するとともに、県民等と連携した水環境の保全
と創出に関する事業を県下全域で推進する。

平成16年　綾川流域（坂出市、綾川町）　H17.3　綾川流域水環境保全行動計画策定
平成17年　金倉川流域（丸亀市、善通寺市、琴平町、まんのう町）　H18.2　金倉川流域水環境保全行動計画策定
平成18年　与田川流域（東かがわ市）　H19.3　与田川流域水環境保全行動計画策定
平成19年　大束川流域（丸亀市、坂出市、宇多津町）　H20.3　大束川流域水環境保全行動計画策定
平成20年　桜川流域（多度津町）　H21.3　桜川流域水環境保全行動計画策定
平成21年　高瀬川流域（三豊市）　H21.10　高瀬川流域水環境保全推進協議会設立

進捗状況を示すデータ
項目１ 香の川創生事業協議会設置水域数

施策名 香の川創生事業

担当部局 香川県　環境森林部　環境管理課

Ｎｏ

該当箇所 １７．広域的な連携の強化等

該当箇所本文

　瀬戸内海は１３府県が関係する広範な海域であることから、環境保全施策の推進のため、瀬戸内海環境保全知
事・市長会議を積極的に活用し、各地域間の広域的な連携の一層の強化を図るものとする。
健全な水循環機能の維持・回復のための取組の推進、住民参加の推進、環境教育・環境学習の充実を図るため、
流域を単位とした関係者間の連携の強化に努めるとともに、各地方公共団体の環境保全の取組の実施においても
連携の強化に努めるものとする。
さらに、瀬戸内海の自然的、社会的条件から、環境保全のための施策の策定に当たっては、住民や事業者
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単位 千円
Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 H18 H19 H20 H21

4,789 3,565 3,565 3,460 3,411 3,162 2,962 2,289

単位

単位

Ｎｏ

該当箇所 １７　広域的な連携の強化等

該当箇所本文

　瀬戸内海は13府県が関係する広域的な海域であることから、環境保全施策の推進のため、各地域間の広域的な
連携の一層の強化を図るものとする。
　健全な水循環機能の維持及び回復のための取組みの推進、住民参加の推進、環境教育・環境学習の充実を図
るため、今後も、流域を単位とした関係者間の連携の強化を図るものとする。
　さらに、瀬戸内海の自然的、社会的条件から、環境保全のための施策の策定に当っては、住民や事業者等の幅
広い意見を調整し、施策に反映するための適切な仕組みの検討に努めるものとする。
　また、現在、瀬戸内海環境保全知事市長会議等により、地方公共団体の環境保全の取組みに対して相互に意見
を述べる機会を設ける等により、一層の連携の強化を図るものとする。
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施策名 環境保全推進事業（うち瀬戸内海環境保全知事・市長会議・（社）瀬戸内海環境保全協会）

担当部局 愛媛県県民環境部環境局環境政策課

施
策
の
概
要

　瀬戸内海関係33府県市等で構成する、瀬戸内海環境保全知事・市長会議及び（社）瀬戸内海環境保全協会に参画し、瀬戸内海全体の環
境保全対策及び普及対策の企画調整を行う。

瀬
戸
内
海
関
係
地
域
で
の
実
施
事
例

○瀬戸内海環境保全知事・市長会議（会長：兵庫県知事）
　　・瀬戸内海を里海として再生するための新法整備に向けた検討、諸活動
　　・瀬戸内海の環境保全に関する要望
　　・各会議への参画
　　・「３０００万人瀬戸内海クリーン大作戦」への参画
　　　　国関係機関、各種団体等の協力を受け、当県も海上浮遊ゴミの回収活動、普及啓発活動を実施し、県内では
　　　参加延べ人数：約23,000人、約117トン（21年度）のゴミ収集等を実施。
　
○（社）瀬戸内海環境保全協会
  　・瀬戸内海関係住民に対し、環境保全意識高揚のためのポスター作製、配布を実施。
　　・環境保全研修会、トレーニングプログラムへの職員の参画
　　・瀬戸内海研究会議に対する支援

進捗状況を示すデータ
項目１ 予算額

項目３

年度

項目２




